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第1章 はじめに

1-1技 術革新の主体

現代社会においては、技術の有する意味が非常に大きくなってきている。技術は技術そのも

のというよりは、技術によって社会にもた らされる商品、サー ビスという形を通 して社会に貢

献 している。また、技術は日々様々な形で進歩してお り、特に大きな進歩があった場合に、社

会に対 してそれまでにはなかったような商品、サービスが出現 し、提供することによって大き

な恩恵をもた らすのである。技術が従来にはない新しい技術の出現、あるいは従来の技術の改

良等によって進歩していくことは、一般的には技術革新といえる。技術革新は経済社会の発展

にとって非常に重要な役割を果たしている。大きな技術革新が生じた場合には、社会全体のシ

ステムを変えてしまうようなインパク トを与えることもある。過去においては、例えば、蒸気

機関あるいは内燃機関の発明による蒸気機関車、自動車の出現、電話の発明等によって生活の

便利さが飛躍的に増 し、社会が大きく変わった。また、最近の例では、合成繊維をはじめとす

る石油化学製品あるいはコンピュータ等の電子機器の出現が社会に与えたイ ンパク トは計 り

知れないものがある。

第一次産業革命か ら始まったとされる近代産業社会において、20世 紀初頭 に至るまでは技

術革新の最大の担い手は個人発明家であった。発明者は自ら企業家とな り、特許権 による独 占

的利益を享受することができるがゆえに、自らの頭脳と時間と資本とをつぎ込んで研究開発 に

没頭し、新技術を開発 していったのである。これ に対 して、1930年 代以降については技術革

新の主体は個人発明家から企業に移行 したといわれている。この理由は、第二次産業革命の主

要な技術である化学物質、電気機器、自動車等の研究開発 には莫大な資金、大規模な設備、長

期に渡る研究期間が必要 とされるか らである。このような研究開発はもはや個人レベルでは十

分に行うことが不可能であり、多数の研究者による組織的かつ体系的な研究開発が必須 となっ

たのである。そして、この時期 に大企業による研究所が数多 く設立された。具体的には、1911

年 にデュポン、1912年 にイース トマン ・コダックが研究所を設立し、1925年 にはAr&Tに よ

るベル研究所が当初より3600人 以上の研究者を擁 して設立されている。第三次産業革命以降

については、この傾向がさらに強まっている。LSI等 の半導体チップ、コンピュータ及びその

プログラム、バイオ ・テクノロジー等の先端技術については、より多 くの研究者による組織的

かつ体系的な研究開発が必要とな り、またそのためには莫大な金額の投資が必要であることか

ら、もはや研究開発の主体は完全に企業に絞 り込 まれたといっても過言ではない。
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1-2技 術革新の特質

1-2-1技 術革新の定義

技術革新 という概念は、Schumpeterに よって用 いられた革新という概念に含 まれるもので

ある。Schumpeter[1912]に よる革新 とは、(1)新商品の導入、(2)新生産方法の導入、(3)新

市場の開拓、(4)新資源や新供給源の開拓、(5)新企業組織の創設という五つのプロセスのこと

である。そ して、Schumpeterは 革新を動態的なものとして捉え、資本主義社会が発展するた

めの原動力であるとしている。すなわち、企業 においてある発明がなされ企業化されると、企

業は新 しい商品あるいはサービスを市場に供給 し、それによって経済成長がもた らされ、この

過程の中でさらに新しい発明の企業化がなされるのである。従って、技術革新は連続的かっ動

態的な性格 を有するといえるのである(注1)。

経済学は技術革新をどのように扱ってきたのであろうか。当初は、経済発展に寄与する技術

革新 の動態的な面が重要視 され、経済学に お ける分析 も これが 中心で あった。前述 の

Schumpeterの 考え方がその代表であり、「創造的破壊」と表現された。その後、ミクロ経済学

の分野での技術革新の分析が中心を占めるようになるにつれて、動態的な面が捨象され静態的

な面が取 り上げられるようになった。すなわち、技術革新 とは、「ある一定の生産要素を投入

した場合の産出量の増大」、言い換えれば 「ある一定の産出量を得るためのコス トの減少」と

捉え られるようになったのである。

技術革新は、大 きくプロダク ト・イノベーション(新 製品の出現)と プロセス ・イノベーシ

ョン(生 産方法の革新)と いう二つに分けられるが、産出量の増大あるいはコス トの低下とい

う観点からすると、ミクロ経済学の分析の下では主に後者がその対象となる。プロダク ト・イ

ノベーションは新製品の出現 という非常に ドラスティックな性格のものであるが、広い意味で

はプロセス ・イノベーションに含まれると考えることもできる。なぜな らば、ある製品につい

て当初はコス トが非常に高 くその商品の需要がな く取引されない状態であったが、技術革新 に

よってコス トが引き下げられ、その商品について需要が発生し取引されるようになったという

ように考えれば、プロセス ・イノベーションの概念の中にプロダク ト・イ ノベーションも含ま

せることができるか らである。以上のことから、本論文においては技術革新を 「ある一定の生

産要素を投入 した場合の産出量の増大」、言い換えれば 「ある一定の産出量を得るためのコス

トの減少」と考えることにする。
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1-2-2技 術革新の特質

次に技術革新の有する特質にっいて検討する。技術革新は発明等の創出により技術知識が蓄

積 され技術が進歩することによってもたらされることか ら、その成果は情報 という形態をとる。

従って、技術革新の成果の特性はそれが無体財産であ り公共財であることにある。このことか

ら、技術革新については消費の排除不可能性及び消費の非競合性 という特質を有するといえる。

消費の排除不可能性 とは、新 しい技術知識の創出者がその技術知識を占有 し続けることは、一

定の費用をかけて他者の模倣を排除 しない限 り不可能であることを意味する。この消費の排除

不可能性は、言い換えれば占有可能性の問題といえる。つまり、新 しい技術知識の創出者がそ

れによってもたらされた便益のうちの どれだけを自ら得 ることができるか ということである。

消費の非競合性 とは、新 しい技術知識の利益を享受する者はお互いに排除 し合わないことであ

る。すなわち、技術知識は情報であるため通常の財と異なって複数の者が同時に使用できるた

め、他者に容易に流出するのである。

上述の技術革新の特質を企業の技術開発に当てはめると次のことがいえる。ある企業が自ら

の研究開発努力によって薪技術 を開発 したとしても、その技術知識は容易に他社へと伝達 され

流出する(消 費の非競合性)た め、その企業は新技術からもたらされる利益を占有することは

できない(消 費の排除不可能性)の である。しか し、この新技術の流出によって、他社はそれ

を利用 したより効率的な生産が可能 となる。すなわち、研究開発による技術革新の成果は情報

という形態をとるため、外部経済性という性質を有するともいえるのであり、技術革新を行っ

た企業がそれによってもた らされる利益の全てを享受することが困難になる。

技術革新の成果が情報 という形態をとることか ら、技術革新を生み出す研究開発活動につい

ては通常の経済活動とは異なった性質を有することが分かる。つまり、ある企業が研究開発活

動を行い技術革新を実現 したとしても、これまでに述べた特質のためにそれによる利益を十分

に享受することができず、研究開発に要 した費用を回収することも不可能な場合が発生 し得る

ため、企業としては自ら研究開発活動を行お うとするインセンティブが減少する。従って、通

常の市場メカニズムに委ねた場合、企業による研究開発活動は最適な レベルで行われない可能

性があるのであ り、このことは市場の失敗であると考えられる。

技術革新のもう一つの重要な特質は、不確実性である。この不確実性には三つの要素がある。

第一は、企業は研究開発活動によって技術革薪 を実現 しようとするが、ある研究開発活動を行

う場合に技術革新 という一定の成果が得られるかどうかは確実ではないということである。第

二 は・一般的には研究開発活動は競争状態で行われることが多い、言い換えれば、複数の企業
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が同じような目的で研究開発活動を行うことが多いため、研究開発活動には他社が先に成果を

出し目的の技術革新を実現 して しまうという不確実性が伴うということである。第三は、仮に

ある企業が研究開発活動によって目的の技術革新を実現したとしても、その新技術を用いた財

あるいはサー ビスについて市場 での需要があるかどうかとい う不確実性が存在するというこ

とである。以上の通 り、技術革新をもたらすための研究開発活動には、多 くの不確実性が伴う。

従って、研究開発活動は市場メカニズムに委ねた場合に最適なレベルでは行われない可能性が

あるといえる。

以上のことから、技術革新の特質は次の通 りにまとめられる。技術革新は情報 という形態を

とるため、通常の財のように占有することが困難であり、他に容易に流出 しその使用の競合を

妨げないという性質を持つ(消 費の排除不可能性及び消費の非競合性)、 また、技術革新の基

になる研究開発活動には多 くの不確実性が存在する(不 確実性)。従 って、技術革新をもた ら

す研究開発活動について、通常の市場メカニズムに委ねた場合には市場の失敗を招き、最適 レ

ベルの研究開発活動がなされないという可能性があり、その結果、技術革新についても社会的

に最適なレベルにな らないという場合もあり得るのである。

1-3技 術政策

1-3-1技 術政策の必要性

技術革新を市場メカニズムの下での企業の研究開発活動に委ねた場合には、前節で述べた技

術革新の特質によって、技術革新について社会的に最適な レベルにな らないという場合もあり

得るといえる。従って、このような事態を未然に防止 し、あるいはこのような事態が発生した

場合に是正することを目的として政府が技術革新の市場メカニズムに何 らか の形で関与す る

ことが必要になる。技術政策は、この政府の技術革新の市場メカニズムに鰐する関与を総称 し

たものといえる。

技術政策の必要性については、Coombs,Saviotti&W創sh[1986]が 次の通 りのまとめを行っ

ている。技術革新は主 として企業の研究開発活動の成果 として発生するものであるが、政府の

政策という形での関与によっても引き起こされることもある。この技術革新に対する政府の関

与については、「支援(Sponsership)Jと 「規制(Regulation)」という二つの異なった形態に分け

ることができる。前者については、例えば市場が不完全であるためにある種類の商品あるいは

サービスが 自然発生的には供給されない場合等に行われるものである。具体的な例 としては、

教育・基礎研究あるいは軍事技術研究等が挙げられる。これに対 して、後者は技術革新によっ
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て得 られる便益 とともに、望ましくない効果が外部効果 として発生し、その外部効果を市場メ

カニズム自体の働きによって除去した り最小化 した りすることが容易ではな いという場合 に

行われるものである。言い換えれば、技術政策はいずれの形態であっても、技術革新を市場メ

カニズムに委ねた場合に、それが社会的に適正なレベルになるように補正する手段 としての役

割を担っているといえる。従って、そ こに技術政策の必要性が見出されるのである(注2)。

1-3-2技 術政策の定義及び種類

前項において、技術政策とは政府の技術革新についての市場メカニズムに対する関与を総称

したものと述べたが、ここではさらに詳細に技術政策について検討を加えていくことにする。

Stoneman[1987]に よると、「技術政策とは技術革新のプロセスに作用させることを意図して

経済活動 において政府が介在する一連の政策である。但 し、主たる目的が技術革新 とは異なる

金融政策、財政政策あるいは他のマクロ経済政策については、直接的あるいは間接的に技術革

新 のプロセスに効果を及ぼす ことはあり得るが技術政策か らは除外される」と定義されている

(注3)
。言 い換えれば、技術政策とは技術革新のプロセスに対 してプラスの作用 を及ぼすか、あ

るいは技術革新 のプロセスのマイナスの作用 を除去することを目的として政府が行う政策 で

あるといえる。

各国の政府は、様々な政策を用 いて技術革新を促進 しようとしてきたが、国によって重点を

置 く政策は異なっている。研究開発政策を重点的に行 っている国もあれば、技術の普及政策 に

重 点 を置 い て 匝 る 国 もあ る の で あ る 。Rothwell[1983]は 、 イ ギ リス 、ア メ リカ 、 カ ナ ダ 、ス

エーデン、オランダ、日本の六ヶ国において実施された技術政策を分析し、導入 された主要な

政策手段及び目的についての分類を試みた。それによると、この六ヶ国については次の二つの

相違点があることが明 らかになったとされている。すなわち、第一は導入された政策手段の目

的についての相違である。アメリカ及びイギリスについては主として技術革新を促進するため

に適 した環境を作ることを目的としているのに対して、残 りの四ヶ国については主 として技術

革新のプロセスに対する財政的、技術的な支援を目的としている。また、第二は技術革新 に関

する目標設定についての相違である。アメリカ及びイギリスについては、技術革新の目標に関

して、例えば技術の選択等について広範囲に渡って企業に委ねているのに対 して、残 りの四ヶ

国については、技術革新の目標について政府が国としての長期的な戦略を有 しているのである

(注4)
。

次 に技術政策 として実施 され る具体 的 な手段 について検 討す る。Stoneman[1987]は 技 術
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政策 の手段 について、① 政府 調達、②税 制及 び補 助金、③特 許、④ 情報、⑤研 究資金供給の五

つ の項 目に大 き く分類 し、個 々の具体 的な手段 については、この五 項 目のいずれか に当ては ま

る として いる(齣 。 また、Rothwell[1983]は 上述 のStonemanの 分類 を基 に更 に詳細 な分類

を試みて いる。本論文 では、表1-1に 示す通 りRothwellの 分類 をベ ース に して技 術政策 の手段

を分類 し、それぞ れ について の具体例 をまとめてお くことにす る。

表1-1技 術政策手段の分類

政策手段 具体例
1 公共事業 ベンチャー育成 ・公共企業による新技術の導入

2 研究開発支援 公的研究所の設置 ・公的機関による研究開発

3 教育 大学等での技術教育

4 情報 情報ネ ッ トワークの整備 ・データベースの整備

5 財政 補助金 ・低利子貸付 ・債務保証

6 税制 税金免除 ・税金減額

7 法律 ・規 制 特許制度 ・標準化制度

8 調達 国、地方自治体による調達

9 技術移転 外資導入制度

1-3-3技 術革新プロセスと技術政策

技術政策を目的別に分類すると上述の表1-1の 通 りとなるが、時系列的に見た技術革新プロ

セスと技術政策はどのような関係にあるのであろうか。次にこの点 について検討 していくこと

にする。時系列的に見た場合の一つの技術革新のプロセスは、一般的には①新技術の研究開発

段階、②新技術の商業化段階、③新技術の普及段階の三段階に分けられる。従って、技術革新

を促進するためには、それぞれの段階において適切な技術政策が実施されることが必要とされ

る。また、逆た技術政策の側面か ら見た場合には、上述の三段階のいずれか一つあるいは二つ

に適 した政策もあれば、三段階の全てに必要な政策もあるといえる。特に後者については、技

術革新プロセスの全ての段階に関わることから、技術革新プロセスを促進するための基盤とな

る政策であるといえる。しかしながら、技術革新 プロセスの促進を効率的に進めるためには、

それぞれの政策 が単独で実施されるよりもむ しろ前者 と後者 を適切に組み合わせることが必

要であり、どちらかが欠けてもその効果が十分に発揮されないという性質のものである。

具体的にいえば、表1-1に 掲げた技術政策の具体例の中では、財政に関する政策、税制に関

する政策及び特許制度等が上述の三段階の全てに該当する政策であるといえる。言い換えれば、

これらの政策は、技術革新プロセス促進の基盤 となる政策といえるのである。これに対 して、
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研究開発段階に対する政策としては、研究開発支援に関する政策、教育に関する政策及び技術

移転に関する政策等が該当する。また、新技術の商業化段階に対する政策 としては、ベンチャ

ー育成等の公共事業に関する政策等が該当する
。そ して、新技術の普及段階に対する政策 とし

ては、標準化制度、技術移転に関する政策、教育に関する政策及び調達に関する政策等が該 当

する。ここで、以上のことをまとめると図1-1に 示した通 りとなる。

図1-1技 術革新プロセスと具体的な技術政策

技術革新プロセス

技術政策

(個別的)

(基盤的)

一研究開発段階 商業化段階 普及段階

444
研究開発支援政策

教育政策

技術移転政策

ベンチャー育成政策

公企業による新技術 の

導入

標準化制度

調達に関する政策

技術移転政策

教育政策
財政に関する政策 ・ 税制に関する政策 ・ 特許制度

以上のことは、ある一つの技術に関する技術革新プロセスを捉えたものであ り、言い換えれ

ば技術革新プロセスを静態的に捉えたものである。しかしながら、現実的には技術 というもの

は様々な研究開発活動によって常に進歩してお り、いわゆる技術の波のような形で次から次へ

と新技術が生まれた り、従来技術が改良された りしており、連続 して動いているのである。例

えば、第3章 において取 り上げる工作機械に関 していうならば、人が制御す る工作機械か ら

NC(数 値制御)工 作機械に進歩 し、さらにCNC(コ ンピュータ数値制御)工 作機械に進歩 し

た。現在ではPCNC(パ ソコン数値制御)工 作機械 にまで進んできている。このような状況の

下では、技術というものは連続的、動態的に捉えられる必要があるのである。このような連続

的、動態的な技術革新プロセスをまとめると図1-2の 通 りとなる。

一つの国のある産業が順調に発展 していくためには
、上述の動態的な技術革新プロセスが、

その産業の基幹 となる様々な技術に関 して生 じることが必要である。従って、技術政策につい

てもこの動態的な技術革新プロセスを発生させ、そ して促進させていく内容のものであること

が必要となるのである。
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NC

図1。2

研究 開発段 階

CNC

動態的な技術革新プRセ ス(例:工 作機械)

商業化段階 普及段階

研究開発段階

PCNC

商業化段階 普及段階

研究開発段階 商業化段階 普及段階

1-4本 論文の目的 と構成

1-4-1本 論文の目的

本論文の目的は次の三つである。第一は、技術革新プロセスに与える技術政策の効果につい

ての分析を行うことである。第二は、技術政策の効果の分析か ら明 らかになる現状の技術政策

の抱える問題点についての分析を行 うことである。そ して、第三は、技術革新プロセスの促進

にとって望 ましい技術政策のあ り方についての分析を行うことである。

そ して、このような分析を行 うに当た り、技術政策についてStonemanの 提唱した 「技術政

策 とは技術革新 のプロセスに作用させることを意図して経済活動において政府が介在する一

連 の政策であるが、主たる目的が技術革新とは異なる金融政策、財政政策あるいは他のマクロ

経済政策については、直接的あるいは間接的に技術革fの プロセスに効果を及ぼす ことはあり

得 るが技術政策か らは除外される」という定義を用 いることにする。しかしながら、前節で述

べた通 り、技術政策 には表1-1に 挙げたものをはL"め として様々な政策があり、その全てを本

論 文の検討範囲とすることは到底不可能である。そこで、本論文では様々な技術政策の中か ら、

特許政策、技術移転政策 ベンチャー育成政策、標準化政策の四つを取り上げることにする。

この四つの政策を取 り上げることにした理由は、これ らの政策がそれぞれ図1。1で示した四つ

のカテゴリーを代表するものであるということができるか らである。すなわち、特許政策は技

術革新プロセスの全段階に関わ りそれを促進するための基盤となる政策、技術移転政策は主に

技術革新プロセスのうちの研究開発段階及び普及段階に対して効果を及ぼす政策、ベンチャー

育 成政策は主に商業化段階に対 して効果を及ぼす政策、そ して標準化政策は主に普及段階にお

いて効果を及ぼす政策であるといえるのである。
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1-4-2本 論文の構成

本論文は七つの章か ら構成される。第1章 では、ここまで技術政策 とは何かということを中

心に分析し、本論文での分析の対象 となる個々の技術政策 を明 らかにした。

続いて第2章 から第5章 までは個別の技術政策の分析を行 う。第2章 は特許政策を取 り扱 う

ことにする。ここでは特許制度が法制度として有する意義をまとめた後 に、特許制度の経済学

的な分析を試み、そ して特許政策の望ましいあり方を検討する。

第3章 では技術移転政策を分析する。国レベルで見た場合に、技術移転政策は外国か らの技

術導入を促進する政策が中心となるという点において、自国での研究開発活動によって技術革

薪を促進 しようとする他の技術政策と大きく異なる。第3章 では、技術移転政策 について経済

学的な分析を行い、その後に工作機械産業を取 り上げ、日本と韓国及び中国との比較を通 して

技術移転政策の望 ましいあり方を検討する。

第4章 ではベンチャー育成政策を取 り上げる。これについては日本とアメリカの地方政府 の

政策を比較分析することによって、技術政策として望ましいベンチャー育成政策のあり方を検

討する。

第5章 においては標準化政策が分析の対象 となる。これについては標準化政策 自体の経済学

的分析とともに、特許制度との関わ りを中心に検討する。

第6章 においては技術政策のケーススタディとして、東欧のハ ンガ リー及びブルガ リアを取

り上げて、特に1980年 後半から1990年 代前半にかけての計画経済システムから市場経済シ

ステムへの移行期における技術政策について分析する。

そして、最後に第7章 として、本論文のまとめとして結論 と将来への課題について展望する

ことにする。

【注 】

(1)Schumpeter,」.A.,塩 野 谷 祐 一 ・中 山 債 知 郎 ・東 畑 精 一 訳 『経 済 発 展 の 理 論 』岩 波 書 店,1980,

ppl43-175参 照

(2)Coombs,R,Saviotti,P.&V.Walsh,EconomicsandTechnologicalChange,Rowman&

Littlefield,1986,pp.199-205

(3)Stoneman,P.,TheEconomicAnalysisofTechnologyPolicy,ClarendonPress,Oxford,1987,p.36

(4)Rothwell,R,"ThediffusionofNationalInnovationPolicies",S.Macdonaldetal.(eds.),The

TroubleofTechnology,FrancesPrinter,London,1983

(5)Stoneman,P.,TheEconomicAnalysisofTechnologyPolicy,ClarendonPress,Oxford,1987,

pp.37-39
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第2章 特許政策

2-1特 許制度の経済的機能

2-1-1技 術政策 としての特許制度

特許制度は、新技術の発明者に一定期間その発明を独占的に実施する権利を与えることによ

って発明を保護するとともに新技術の開発を促進する制度であ り、現在においては特に、技術

の進歩と産業の発展という見地か ら各国において取 り入れ られている制度である(注i)。特許権

を与えられることは、Machlup[1958]に よると特定の期間、権限のない者が、新 しく且つ有

用性があることが明確である科学的発明を、工業的に利用することを強制的に排斥する権利に

ついて、国家による強制権を付与されることである(注2)。

特許制度を規定する特許法は法体系の中では経済法に分類 される。経済法の性格を検討する

場合には、その法律によって実施される経済規制が一般経済規制に該当するのかあるいは個別

産業規制に該当するのかが論ぜ られる。この観点からすると特許制度は一般経済規制に該当す

る。一般経済規制 とは、ある基準を全ての産業に対 して一律に適用する規制方法である。村上

雅 博[1990]に よると、一般経済規制によって 、画一的な基準をあらゆる産業に対 して実施

す ると、一般的にはある産業にとってはプラスの成果 を生み、別の産業 にとってはマイナスの

成果を生むことになるが、国民経済総体 としてはプラスの効果を発揮することになる㈱) 。換

言すれば、一般産業規制である特許制度は国民経済全体 として産業発展に寄与するために制定

される制度であ り、個々の産業にとって最適な制度 となっていな くともやむを得ないことにな

る。また、特許制度の具体的な内容は、その国の特許に対する考え方あるいは歴史的な背景を

考慮 して、ある基準で割 り切って決められるものであるといえる。つまり、特許に対する考え

方 あるいは歴史的な背景は国によって異なっているため、特許制度 も国によって相違があるの

である。

特許制度 を技術政策として捉えた場合にはどのように考えられるのであろうか。第1章 にお

いて、特許政策は新技術の研究開発段階、商業化段階、普及段階という三段階の技術革fの プ

ロセスについてその全ての段階に効果を及ぼす基盤的な技術政策であると述べたが、個々には

どのような効果を及ぼしているのであろうか。最初に新技術の研究開発段階について分析する。

第1章 で述べた通 り・研究開発の成果として生み出された新技術は一種の情報財のあるため消

費の排除不可能性及び消費の非競合性という特質を有する。言い換えれば、新技術という情報

は容易に他者に流出し、新技術の開発者はその利益を占有することはできないのである。この

状態では、研究開発を行い新技術を開発することに成功 したとしても、研究開発に費や した資
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金の回収す らもできな り、研究開発に対するインセンティブは著 しく低下する。そこで、特許

制度の下で新技術に対 して特許権 という独占権を付与する、言い換えれば、新技術の有する消

費の排除不可能性及び消費の非競合性という特質を法制度によって排除することによって、研

究開発に対するインセンティブを高める効果 を及ぼすのである。

次に商業化段階について分析する。ある新技術を商業化 し、新技術を適用 した商品を市場に

出したとしても、新技術の情報財 としての特質ゆえに競合他社 によってその商品が解析され模

倣商品が出されて しまう可能性が高い。このような場合、競合他社は研究開発費を投 じること

な く新技術を手に入れることができるため、最初 に新技術を商業化 した企業がコス ト的にも不

利な状況におかれることにな り、先行者利益を享受することができな くなる。特許制度の下で

は新技術について一定期間独 占権である特許権が付与されるので、商業化 に当たっては模倣商

品の出現を防止することができ、適正な先行者利益を享受することができることになる。従っ

て、新技術の商業化段階においては、特許制度は適正な先行者利益を保証することによって商

業化 を促進する効果を有するといえるのである。

最後に新技術の普及段階について分析する。新技術の普及段階の目的は、その技術が社会一

般 に広 く使用されることである。前述の二段階については、新技術をいかにして模倣か ら保護

し、開発者の利益を保護するかが重要であり、それを実現する制度として特許制度、特にその

中の独占権 という性質が機能 していた。しかしなが ら、新技術の普及段階においては、独占と

は正反対の技術の普及が必要となるのである。そのために、日本をはじめとして多 くの国の特

許制度には強制実施許諾制度が設けられている。この強制実施許諾制度は特許権で保護されて

いる技術について実施を希望する者には政府 による裁定の下に、その特許権の所有者か ら一定

の適正な実施料でもって実施許諾を強制的に受けられる制度である。この制度が適切に運用さ

れることによって、特許制度は新技術の普及段階においても、技術の広範囲への普及という目

的に対 して効果を及ぼすのである。

以上のことか ら、特許制度は技術革新プロセスの各段階において、そのプロセスの推進に対

して効果を及ぼすものといえるのである。

2-1-2特 許 制度 の必要性

次 に・特許制度 の必要性 について分析す る。Machlup及 びPenrose[1950]に よると、特許

制度 の必要性、言 い換 えれば発明 を保護す るため に独 占権 を与 える ことにつ いて、そ の根拠 と

な る理論 は次の 四つ に整理 され る(注4)。
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第一の理論は自然権的財産権の考え方に基づ くものであり、発明者の発明に対する財産的権

利 は自然権である人格的権利の一つであり、当然に排他的権利が認められるという考え方であ

る。この理論に対しては批判が多く、例えば発明者の発明に対する権利が 自然権的財産権であ

るならば、なぜ永久的に認めないで特許期間として限定するのかという疑問が投げかけられた。

第二の理論は倫理的責任に基づ くものであり、発明者に対 して一定期間の独占権 を付与する

ことが、発明者に対 して正当な報酬を保証するために社会がその倫理的責任を果たす ことので

きる最も実現性のある方策であるという考え方である。簡潔にいうと、特許制度は発明者 に公

正な報酬を与えるために必要とされるのである。この理論については、これだけでは特許制度

の必要性の十分条件にはならず、発明者に対する報酬は特許制度による独占権の付与とは別の

形、例えば、政府による助成金制度等でもあり得るという批判がなされた。従って、特許制度

が発明者に対する報酬 という点で必要であることを主張するためには、特許制度以外の方法と

比較 して優れていることを示す必要がある。

第三の理論は秘密の公開に対する補償に基づ くものであり、特許制度は国家が一定期間の独

占権 を付与するという補償を与えることによって、発明者が秘密として防護する新技術を特許

として社会に公開させるものであるとする。この理論 に対 しては、発明者は特許を取得するか、

秘密に保持するかという選択 をできることになり、発明者は秘密を保持 しえないと判断 したと

きのみ特許を取得 しよ うとするため、国家は発明という秘密の完全な公開を実現することはで

きず、発明について社会一般に有益な利用を制限する独占権の付与に同意 しているにすぎない

という批判がなされている。

第四は発明活動への刺激に基づくものであり、特許制度が発明に対する最良のインセンティ

ブになると主張するものである。発明は多くの場合、偶然に起 こるものではな く、労働、資本

等が投入される研究開発活動の成果であり、且つその投資はかなりの リスクを伴うものである。

従 って、研究開発活動が実を結び発明に成功した場合に投資に見合うだけの利潤が期待できな

ければ、研究開発投資は行われない。これに対 して、この理論では特許制度は一定期間その発

明に対する独 占権を認めて利潤の確保を保証 し、研究開発活動 に対 して誘因を与えるものであ

るとされる。しか し、この誘因を与える点において、特許制度が社会的費用が最小で有効な手

段かは明らかではな く、逆に特許制度の必要性を主張するためにはこのことを論証する必要が

ある。

特許制度の創生期 にはこの四つの理論が繰 り返 し論争されてきたが、多くの国で特許制度の

必要性が認められ定着 してきた。しかし、それは一種の政治的決着であり論争に決着がついた
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わけではない。なぜならば、特許制度の必要性の判断は経験的論証に依存するからである。今

井賢一によると、特許制度の必要性を明らかにするためには、特許制度のもた らす社会的な便

益 と社会的な費用とを比較 した上で、それが技術開発 を促進するために最も効果的かっ安価な

方法であることを実証的に示さなければならない。そのためには、特許制度はそれがなかった

場合、あるいは他の代替的方法に比べて、どの程度まで私企業の技術開発の誘因となったか、

また、特許制度の存在のためにどの程度まで独占の弊害が発生したかを検討しなければな らな

いのである(注5)。

2-2特 許制度の経済分析

2-2-1特 許制度のメリット

第1章 で述べた通 り、技術革新の有する消費の排除不可能性及び消費の非競合性 という特質

にか ら、ある企業が研究開発活動を行い技術革新 を実現 した として も、その技術を模倣する企

業の出現すれば技術革新から得 られる超過利潤はゼロになるため、技術革新のために研究開発

活動を行おうとするインセ ンティブは減殺される。この技術の占有可能性の問題を克服するた

めに多くの国で取 り入れ られているのが特許制度である。特許制度の下では、発明者に対 して

特許権が付与されることによって新技術という情報を一定期間、独占的に支配することができ

る。そ して、独占権が付与されることによって、発明者は自らが発明 した新技術か ら利潤を獲

得することができ、それが研究開発に対するインセンティブとなるのである。しかしながら、

特許制度は技術の占有可能性の問題を解決することについては次善の制度である。すなわち、

発明者が特許権 によって新技術を独占することで、その新技術の普及面では範囲が狭 く、速度

が遅いという弊害をもたらす問題が生じるのである。それゆえに、研究開発 を促進するという

点において特許制度から得 られる利益は、技術の普及という点において特許制度がもたらす損

失によって部分的に相殺されるといえる。

特許制度 には研究開発の促進 とは別 に、新技術の開示というもう一つの効果がある。すなわ

ち、新技術を発明し特許権 を得ようとする者は、その新技術の詳細を公開 しなければな らない。

それゆえに、新技術を発明 した者は特許権で保護された技術の実施という点では独占権を有す

るのであるが、情報としてはそのf技 術を誰もが自由に見ることができ利用可能であるのであ

る。従 って、これによって研究開発活動において同じことを繰 り返す という重複を避けること

ができ、また、公開された新技術 を将来の研究開発の出発点 とすることができるのである。
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2-2-2特 許制度の経済分析

2-2-2-1技 衛革新に対する効果

次に前項で述べたことをArrow[1962]の モデルを基にして分析することにする(注6)。図

2-1に 示 した通 り、現在の技術が産出物単位量当た りのコス トc。であるとし、その産出物に対

する需要曲線が直線DD'で 表 されるものとする。 ここで研究開発活動が行われ、コス トが小

幅に引き下げられる生産過程での技術革新が実現 し、コス トがc、になったとする。また、技術

革新前の市場が競争状態であるとすると、産出物の価格はPo=c。であ り産出量はQ。となる。技

術革新後の新技術について全ての者が対価を無償で利用可能であるとすると、市場が競争状態

であるため価格はp、、産出量はQ、とな り、消費者余剰が増加 し社会的厚生は四角形ABGFの

面積だけ増加する。しかしながら、新技術が全ての者について無償で利用可能であるとすると、

新技術を開発者の私的利潤は増加せず、コス トを引き下げる技術革新のための研究開発に対す

るインセ ンティブは働かないことになる。

図2-1

コス ト ・価格

D

Po

P1

Qo Q, 生産数量

ここで、特許制度が存在 し新技術の開発者が特許権 を付与されたとすると、その開発者は他

者がその技術を使用する場合にはロイヤルティを課す ことができる。開発者の私的利潤を最大

にするロイヤルティの料率はC。-C、であり、その場合にはコス トはC1に なるが、技術革新後の

市場価格はP。そ して産出量はQ。のままである。この場合においては、消費者余剰は増加 しな

いが・開発者は四角形ABEFの 面積分の利潤を得ることになる。従って、生産者余剰は増加す

るため、この技術革新によって社会的厚生は増加することになる。ここで増加する社会的厚生

は四角形ABEFで あり、最大限増加する場合の四角形ABGFよ りも三角形BEGの 分だけ少な
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くなる。言い換えれば、研究開発活動を促進するためのインセンティブを与えるためのコス ト

が三角形BEGで あり、それは特許権を付与されることによる独 占のコス トであるともいえる

のである。

ここで、社会的厚生の増加分を△w,消 費者余剰の増加分牽△CS ,発 明者の利得 と生産者余

剰 の増加分をrl、そ して技術革薪のコス トをRと すると、

①n>Rな らば発明者は研究開発活動を行い技術革新 を起 こそうとする。

②△cs+n>Rな らば社会的厚生は技術革新によって増加する。

仮に特許制度がないとすると、言い換えればrl=0で あるとすると、社会的厚生を増加させ る

技術革新は起きない。これに対して、特許制度があると、技術革新は起 こるが、社会的厚生の

最大限の増加は実現 しないのである。

2-2-2-2特 許期間

以上の分析は非常に単純化 したモデルを用いており、特許権による独 占についての時間的要

素が含 まれTい ない。実際には、特許権は限 られた一定期間についてのみしか認められない。

そ こで、特許期間をTと する。また、ある発明について特許権が付与された時を0と し、発明

者 はT期 間利潤を得るが、他方では特許権か ら生 じる独 占による損失もT期 間続くものとする。

そ して、T以 降は競争状態になるものとする。さらに割引率をrと する。

唖 轡 ならば発T発 活動を行い購 新を起こそうとする.

② △W=∫ 冷CS、e・d・・ ∫
.n,e・dレRな らば社会 罅 生は技鱆 新 によ り増加す る.

n<△CS、 すなわちABEF<ABGFな らば、社会的厚生の増加分はTの 減少関数であ り、発明者

の利潤はTの 増加関数であることは明 らかである。次の段階においては、最適な特許期間T、

言 い換えれば、正味の社会的厚生の増加分(△W-R)最 大にするTを 求めることである。

上述の問題 については、Nordhaus[1969]が 次の通 りの分析をしている 姓7)。Nordhausの

モデルは、Rと技術革新の程度を関連づける重要な要素が付加されている点を除いては
、Arrow

のモデル と類似 している。すなわち、特許期間中は図1の 四角形.・ の面積分だけのロイヤ

ルティ収入が毎年発生する。特許期間終了後のT年 以降についてはその技術の実施料は無料 と

なるので、総費用はc1の水準まで低下 し完全競争市場であれば価格はp
、となる。従って、T年

以降においては四角形ABGFの 面積分だけ消費者余剰が増加する。それゆえに、最適な特許期

間は、このロイヤルティ収入 と消費者余剰 に増加分の合計 とこの発明のために費やされた費用

とを比較 し・前者が後者を超える額を最大にするように決定すればよいことになる。
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ここで 、全て の研究 開発 は時 間0の 時点で開始 され る もの とし、研究 開発投資Rと コス ト削

減率B=(c。-C1)/c.。との問 にある関数関係B(R)=(c。-c1)1c。 が あるとす る。

B(R)=(c・-cly%①

但 し、B(R)はRの 二次 関数である とする。そ れゆえ、技術革新 の水準 は開発者 の研究 開発支 出

によって決定 される。また、発 明者 につ いて は利 潤最大化行 動 によ って 自 らの行動 を決定す る

ものとす る。 ここで、小 幅なコス トの引き下 げ を実現する技術革新が起 こった とす ると、

ni=Q・*(c厂c。)=ABEF②

特許期間 をTと す ると、発明者 の現在価 値 に割 り引いた利潤 は、

V=恥(C1-Cp)♂d・-R=1鮎 ・oB(R)end卜R③

③ 式 は、次の場合 にRに 関 して最大 となる。

B'(R)Q。c。(レ ♂)=r④

この ことか ら、研 究開発 費用Rは 特許期 間Tの 増 加関数であ ることは明 らかで ある。

次 に最適 な特許期 間を求 める ことにす る。 図2-1か ら次 の通 りとな る。

ACS=(co‐c,)Qo+1/2*(Co‐ci)(Qi‐"Qo)

=B(R)c。Q。+112*B(R)c。(Q,-Q
。)⑤

それ ゆえ、社会 的厚生 の正味増加分△W=△W-Rは 次の通 りとなる。

△W=魚{B(R}coQo+1/2*B(R)co(q一 魅)}d・ ・1レ{㈱(R)}dt‐R⑥

さ らに、需要関数を次のように定義し、

Qニa-rip⑦

そ して、c、rP。=Qo=1と す ると、④式 を条件 と した ⑥式の最大化 によって最適 な特許期 間が 導

き出 され るが、それ は次 の⑧式で表 され る。

Tニ ー1/r*109{1-(ηB(R)2+1)ノ(ηB(R)(1+K/2)+1)}⑧

但 し、K_B　 (R)B(R)1B'(R)2⑨

従 って、⑧ 式及び⑨式 か ら明 らかなよ うに最適 な特許 期間 を決定す るのは、需要の価 格弾力性

η・発明 によるコス トの低下率B(R)、 研究開発関数 の形を表すパ ラメータK、 及 び社会 的割

引率rと いう四つ のパ ラメー タによ って決定 され る ことになる。

以上の分析 に基づ いて、Nordhausは 次の三点 を指摘 して いる。

(1)特 許 期間は常 に限定 された年 数であるが、需 要の価 格弾力性が小 さい財 について は最 適

な特 許期 間はよ り長 くなる。 なぜ な らば、最初 のT年 間 における損失 は弾力性 に関する

増加 要因 となるか らである。弾 力性が0に 近づ くな らば最適 な特許期 間は無限大 に近 づ
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くのである。

(2)発 明が容易なものであるな らば、最適な特許期間は短 くなる。

(3)最 適な特許期問は、特許制度の中の様々な変数の変化 に対 して非常に敏感であり変動す

るものである。

Nordhausの 分析か らは、産業毎に、技術毎に、あるいは市場毎に最適な特許期間は異な る

ため、それぞれに適 した特許期間が決め られる必要があることになる。しかしながら、特許制

度の下で特許期間は一律に決められてお り、例えば日本の場合には出願 日か ら20年 とされて

いるが、この特許期間はあ らゆる状況において最適であるとはいえないのである。例えば、研

究開発に多額の費用が必要な産業にとっては現在の特許期間は短すぎるであろうし、逆に研究

開発にそれほど多額の費用が必要ではない産業にとっては長すぎるのである。

2。2-2-3強 制実施許諾制度

特許の中には、権利者が実施 しないにもかかわ らず他に実施許諾 を与えない場合がある。こ

れは防衛特許 と呼ばれ、他に実施許諾を与えると権利者の生産ないし技術上の優位な地位が崩

れたり、あるいは競争上不利になる等の不利益を避けるために行われる(注8)。しか しなが ら、

この特許の不実施は社会的厚生の増加に対 してはマイナスの効果を及ぼす。なぜな らば、特許

権で保護される新技術は実施されたはじめて社会的厚生を増加させるからである。言い換える

と、特許が不実施であると、その新技術の研究開発に費や した費用だけが残ることになり、社

会的厚生に損失が生 じることになるのである。この特許の不実施による弊害は特許制度の有す

る独占の弊害の一つであるといえる。そ こで、多 くの国の特許制度においては、この ことを避

けるために特許の実施希望者には政府の裁定の下に、その特許の権利者か ら一定の適切な実施

料でもって実施許諾を強制的に受け取れる強制実施権制度が設けられている(注9)。しかしなが

ら、この強制実施許諾制度は、特に先進国においてはほとんど運用されていないといわれてい

る(注10)。

強制実施権制度を理論的に分析するとどうなるのであろうか。強制実施許諾制度に関 しては、

これまでMachlup[1958]等 によって制度的側面から、Scherer[1977]等 によって実証的側

面から、そしてStiglitz[1969]、Tandon[1982]等 によって理論的側面から研究が行われ て

きた(注11)。ここではTandonの 分析を基に、ある特許について実施許諾を希望する企業が あ

るにもかかわ らず、権利者が実施せず不実施の状態になっている場合 において強制実施許諾制

度 を導入 した らどのようになるかを分析することにする。この特許の不実施の場合においては、
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権利者にとっては不実施 によってその特許に帰属する収入が、実施許諾を行うことによって得

られるロイヤルティ収入を上回る状態であるといえるのである。

まず、はじめに特許が不実施である状態をモデル化する。 ここに企業Aが あり発明Xと 発

明Yに 関する特許権を有 している。発明Xと 発明Yは 財aの 生産において平均費用をc。か らc、

に引き下げるものであるとする。但し、発明前の平均費用c。が十分に高かったため、発明前に

おいては財aの 生産はゼロであったとする。また、平均費用をc。からC1に 引き下げる発明はこ

れ ら以外には存在 しないものとする。企業Aは 発明Xと 発明Yの うち発明Xだ けを自ら実施

し、発明Yに 関しては不実施であるとする。このようなことを前提 とした場合に、g(Q)を生産

量Qに ついての限界収入 とすると、財aの 生産量Qは 、

9(Q*)=c1①

を満たすようなQ*に 決定される。f(Q)を財aに 関する需要関数の逆関数 とすると、これは企

業Aの 独占利潤{f(Q)-c、}Qを 最大化するものである。従って最大化された企業Aの 独占利

潤は、

rI(Q*)={f(Q*)-c1}Q*②

となる。

ここで、企業Aの 独占利潤n(Q*)は 発明Xと 発明Yの 両方の特許によって実現されている。

従 って、仮 りに、不実施の発明Yに 関する特許が企業Bに よって保有される、例えば、企業B

に不実施の発明Yに 関する特許を実施許諾するとすると、企業Aは 財aの 生産を独占的に行 う

ことができず、企業Bも 財aの 生産 を行 うために市場全体の生産量はQ*を 上回る。この場合

には、企業Aは ②式の独 占利潤 を得ることは不可能となり、得 られる利潤は②式を下回るの

である。以上のことから、発明Xと 発明Yの 両方の特許を保有 している企業Aに とって、不

実施である発明Yに 関する特許を企業Bに 実施許諾 した場合には、得 られる利潤が独 占的に生

産 していた時の利潤よりも減少することになるのである。

上述の場合において、強制実施許諾制度が導入され、企業Bが 不実施の状態にある発明X

に関する特許の実施許諾を求め、政府が これに応 じて企業Aに 対 して強制的に実施許諾を行

わせるとする。すなわち、実施を求める企業があれば、これに実施許諾を与えるという強制実

施許諾制度 を想定するのである。但 し、この場合にロイヤルティを不当に高くして、実施許諾

を求める企業が実質的に実施することが不可能となってはならない。そこでロイヤルティをr

とすると、

r≦f(Q*)-c、 ③
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でな くてはな らない。

この強制実施許諾制度 の下 で企業Aが 得 る ことが できる利潤及 び ロイヤルティ収入 の合 計

は、

rl'(Q)={f(Q)-c、}Q+rQ④

となる。但 し・Qは 市場全体 の生産 量であ り、Q*を 上回 って いる。前述 の通 り、強制実施 許

諾制度がな い場合 に企業Aが 得 ることができる独 占利潤rl(Q*)={f(Q*)-C、}Q*よ りもrl(Q)=

{f(Q)-c1}Qは 小さい。す なわち、n(Q*)>rl(Q)で ある。従 って、強制実施許諾制度 を導入

す る場合に・企業Aの 技術 開発活動 に対す るイ ンセ ンティブを減退 させな いためには、rl(Q*)

とn(Q)の 差 分に補 うロイヤル ティ収入rQが 得 られる ことが望 ま しいので ある。言 い換 えれば 、

rQ-II(Q*)-n(Q)と な るrを 保証す るような制度 が必要 とされ るのであ る。

2-3特 許制度の問題点と課題

前節の特許制度の経済分析において、特許制度は特許権 という一種の独占権を付与すること

か ら、制度そのものに独 占による弊害を内在 していることを指摘 した。従って、特許制度が技

術革新プロセスの全ての段階に寄与するという技術政策の中でも重要な位置付けにおいて、そ

の機能を十分に果たすためには独占による弊害を最小にする必要がある。そのためには、特許

制度をどのように運用 していけば良いのであろうか。本節ではこのことについて、特許期間と

強制実施権制度という二つの側面か ら検討することにする。

2-3-1特 許期間

特許期間については、Nordhausの 理論か らも明らかな通 り、最適な特許期間は産業によ っ

て、あるいは技術によっても異なるものである。しか しながらi実 際の制度 としては一律の一一

定年数が特許期間として規定されている。、例えば、日本、米国では出願 日から20年 と規定さ

れているのである。特許制度の現実的な運用に照 らし合わせて考えると、発明毎に最適な特許

期間を設定することは不可能であるし、また、産業別に最適な特許期間を設定することも不可

能である。

しかしなが ら、Nordhausの 指摘の通 り、発明による社会的厚生の増加を最大にしようとす

れば、特許期間もそれぞれの発明で最適な水準に決定することが必要である。少しでもそのよ

うな状態に近づけるためには、発明の水準によって特許を何段階かに分け、それぞれ異なった

特許期間を設定するという方向が望ましいのである。すなわち、発明の水準が高ければ、研究



20

開発費も多く必要であるが、それによって引き下げられるコス トも大きいと仮定し、特許期間

をある程度長 くするという方法である。現実的には、日本及び ドイツの特許制度で採用されて

いる実用新案制度がこれに類似するものである。

2。3-2強 制実施権制度

新技術の普及を促進させることは、特許制度の果たす役割の中でも重要なものであり、また、

特許制度の有する独占の弊害を小さくするためにも欠かすことのできない機 能であるといえ

る。特許制度においては、発明者に独占権を付与することが根幹 となっている以上、特許権で

保護された新技術を普及させるためには、特許期間が終了し誰 もが自由に使用できるようにな

るまで待つか、あるいは権利者から対価を払い実施許諾を受けるかという二通 りの方法しかな

い。前者については、技術進歩の速度が著 しく速 くなっている今 日においては、特許期間が終

了する頃には大部分の技術は陳腐化 してお り、あまり意味がない。従って、後者の方法で新技

術の普及を図ることになる。

これについては、特許権が権利者に新技術の実施についての独 占権を与えている以上、新技

術の実施を希望する者と権利者との間での当事者間の交渉によることが原即である。しか しな

が ら、実施を希望する特許が防衛特許である場合には、権利者が実施許諾を与えるとは限 らず、

また、実施許諾を与えたとしても非常に高額のロイヤルティを要求されることもあり得るので、

当事者間の交渉だけに委ねる場合には新技術の普及が円滑に進まない可能性 もある。従って、

当事者間の交渉だけではうまくいかない場合に、政府が裁定で もって強制的に実施許諾を与え

させることが極めて有効 となるのである。

しかしながら、前節で分析 した通 り、強制実施許諾制度に基づいて強制的に実施許諾を与え

ざるを得な くなる権利者にとっては、その独 占利益が減少することによって技術開発活動に対

するインセンティブが減殺される恐れがある。そ こで、強制実施許諾制度によって保証される

ロイヤルティが、その補完となる程度のものであることが必要となるのである。

現状では多 くの国においてこの強制実施許諾制度は存在しているが、特に先進国では積極的

に運用されているとはいえない。しか しなが ら、特許は実施されてはじめて便益を生じるもの

であることか ら、不実施の特許に対 して実施希望がある場合には、この強制実施許諾制度によ

って実施許諾が与えられることが望ましい。これに対 して、強制的に実施許諾を与えさせ られ

る権利者にとっては、自らの独占利潤が減少するばか りではな く、特にそれが防衛特許の場合

には財の生産における優位性をも失うことになることか ら、例えロイヤルティ収入があるとし
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て も、技術革新に対するインセンティブを失ってしまうこともあ り得るのである。

以上のことから、新技術の普及という目的の実現をよ り確かなものにするためには強制実施

許諾制度を活用 していくことが特許政策の中で重要となるのであるが、その前提 として、実施

許諾をさせ られる権利者が、さらなる技術革新 を追求 して技術開発活動を行 うためインセ ンテ

ィブを維持できるような方策を制度 に盛り込んでおくことが必要 となるのである。

2-4特 許制度の国際的調和

2-4-1国 際的調和の必要性

前節において技術政策として望ましい特許政策のあり方を検討したが、それは一つの国を単

位 とした国内制度として捉えたものであった。特許制度はその歴史的背景、あるいはその国の

おかれている状況等の要因によって、国毎に制度が異なっている。企業活動が国内にとどまっ

て いる時代 には、それほど大きな問題 とはならなかったが、企業活動がグローバル化するにつ

れて研究開発活動 もグローバル化 してくると、国毎に特許制度が異なるという状況は研究開発

活動の妨げとな り、技術革新プロセスが円滑に進まないという状況を引き起 こしかねないとし

て問題視されるようになってきた。

さらに、1980年 代 に入ると米国では海外への生産シフ トにより空洞化 した製造業の復興を

中心 とする経済再建のための方策がとられ、知的財産政策 も重要政策の一つ として強化された。

それに伴い、米国政府は諸外国に対 しても知的財産の保護を強化することを要求 し、それに応

じない国に対 しては、制裁措置を取るに至った(注12)。また、米国政府の知的財産権重視の姿

勢に呼応 して、米国企業も知的財産権を活用 した企業戦略を取 り、表2-1に 示 した通 り、知的

財産に関する紛争が数多 く発生するようになった(注13)。こうした状況の下で、日米欧の先進

諸国を中心に知的財産権に関する制度、特 に特許制度の調和を推進する動きが生じてきた。言

い換えれば、特許政策に国際的な視点が加わることにな り、制度の国際的調和が特許政策の中

で重要な位置付けになってきたといえるのである。

そ こで本節では、初めに日米両国間の特許制度の比較分析を行 い、制度の国際的調和を進め

るに当たって、障害となる大きな相違点を明 らかにする。そ して、それを基に企業活動がグロ

ーバル化するに伴って発生 してきた特許制度の国際的調和の要請に対 して
、特許政策として ど

のように対応していくことが必要かという視点か ら、その方向性について検討 していくことに

する。
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表2-1米 国における特許訴訟件数の推移

1986年 .・ 年 1988年.;.年 1990年 1992年

合計件数 924 1097 120111105 1044 1346

日本企業関連件数 31 33 650 40 60

(出所)(調 査 レポー ト)米 国における知的財産権訴訟件数の推移、服部健一

米 国通 商関連知 的財産情報Vol.2No.2日 本機会輸 出組 合

2-4。2日 米簡の特許制度の比較分析

日米両国は、それぞれの歴史的背景、技術革新及び特許に対する考え方に基づき特許制度 を

創設 し運営してきた。そのために、当然のことながら日米両国の特許制度には相違が生じてい

る。その中で大きなものを挙 げると(1)先 発明主義と先願主義、(2)公 開制度、(3)審 査期

問、(4)特 許期間の四つである。これらの相違点が後述するように特許制度の国際的調和 の

大きな障害 となっているのである。

そ こで、ここでは最初に1980年 代に入って大きく転換された米国の知的財産政策及び日本

のそれとを検討 し、次に上述の四つの相違点について分析していくことにする。

2-4-2-1知 的財産政策

米国では、1980年 代に入ると弱体化 した製造業の復興と国際競争力の強化をめざし、産業

の活性化政策の重要な柱として知的財産政策を強化 した。この政策のベースとなるものは、産

業競争力に関する大統領委員会の答申した知的財産戦略勧告、いわゆる 「ヤングレポー ト」で

ある。このヤングレポー トにまとめられた知的財産戦略とは、簡潔にいえば、無形の財産であ

る知的財産をアメリカの経済の復興及び発展のために有効に使おうとするものである。このヤ

ングレポー トによって、米国の特許政策は、それまでの独占禁止政策 を重視 し、特許権の強化

は独占の弊害を増大させるとして特許権の範囲を狭くそ して弱 くしてきたア ンチパテン ト政

策か ら大 きく転換された。

このヤングレポー トに基づく政策の中心 となるのがプロパテント政策、つまり特許権を強化

し、特許権者 に有利な取 り扱いをする政策である。具体的には、特許権侵害訴訟の控訴審を専

属的に管轄する連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が 新たに設置され、このCAFCに おいて特許権

者 に有利な判決、いわゆるプロパテント判決が確立された。このプロパテント判決の主な特徴

は、(1)高 額の損害賠償の認定、(2)侵 害品の対象範囲の拡大、(3)懲 罰的賠償の採用、(4)

均等論 による権利範囲の拡大(注14)と いう四つである。
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これに対 して日本では、プロパテント政策あるいはアンチパテン ト政策 と明確に判断される

特許政策の変遷は見受けられない。つまり、日本の特許政策は基本的にアンチパテントあるい

はプロパテントという偏 りはなく、特許法の規定を遵守するものである。但 し、特許侵害訴訟

における裁判所の判決については、基本的に特許権 の効力をあま り強力にしない傾向は認め ら

れる。

2-4-2-2先 発明主義と先願主義

発明がなされた場合に特許権 を誰に付与するかについては、先発明主義と先願主義という二

つの考え方がある。先発明主義 とは、特許性のある発明について先に発明 した者に特許権 を付

与 し保護する考え方であり、先願主義とは先に出願 した者に特許権を付与 し保護する考え方で

ある。国際的には先願主義が大半を占めてお り、日本においても採用されている。これに対 し

て、先発明主義は少数派であり、現在は米国とフィリピンだけが採用 しているにすぎない。

先発明主義は、最先の発明者 に権利を認めることになるため、権利の認め方としては自然な

考 え方であるという長所があるが、その反面、いったん権利が認められても、先に発明した第

三者が出現する可能性があり、その場合にはそれまでの権利関係が覆えされ得る不安定さが残

る欠点がある。一方、先願主義は、先に出願 した者に権利を与えるため、常 に真の発明者が保

護 されるとは限 らない欠点があるが、その反面、権利者に特定が出願の前後 という客観的な基

準で判断されるため権利関係が安定する長所がある。

米国では、発明及びそれを権利化した特許権は、発明者個人に帰属するという考え方が従来

か ら強 く、企業の技術開発活動が発明の中心となった現在でも出願は発明をな した各個人の名

義で行 う等の方法が取 られている。米国においては、現在でも発明者が誰であるかが重要視 さ

れてお り、 この考え方が基になって先発明主義が維持 されている。先発明主義の立場か らは、

先願主義においては出願の早い者に特許権が付与されることになるため、組織が しっか りして

お り、そして資金力が豊富な大企業に有利であるという批判がなされている。従って、逆に言

えば、米国においても大企業の側からは、権利者が客観的に確定する先願主義の方が望 ましい

という意見 もかなり強いといえるのである。

企業活動 という視点か らは、先発明主義の下で起 こりうる、いったん特許権が付与されても

最先の発明者が現われた場合に権利関係が覆えされる不安定さは極めて好ましくない。従って、

企業活動を円滑に進めるためには、常に真の、換言すれば最先の発明者が保護される保証はな

いが、出願の前後 という合理的な基準によって権利関係が確定する先願主義が望ましいといえ
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るので ある。

2-4-2-3公 開制度

公開制度は、特許出願された発明の内容を一般に公開する制度である。この制度には特許後

公開制と早期公開制の二つの考え方がある。特許後公開制は米国で採用 されている制度であ り、

特許出願された発明を全て審査 し、特許権 を与え られたものについてだけ特許権付与後に公開

するものである。これに対 して、早期公開制は日本において採用されている制度であり、特許

出願から一定期間経過すると自動的に出願内容を公開し、それ と同時に仮保護の権利を認め、

出願人は自分が必要とする出願についてのみ審査請求をして権利化するものである。

日本が採用 している早期公開制の下では、出願された発明についてその内容を権利化される

以前に知ることができるため、企業にとっては他社の特許 を侵害することを未然に防止するこ

とができ、あるいは研究開発の重複を避けることができる等、研究開発を効率的に進めること

ができる。これに対 して、米国が採用 している特許後公開制の下では、特許権が付与されて初

めてその発明の存在がわかるため、企業にとっては技術的な変更が間に合わず他社の特許を侵

害するケースが発生したり、あるいは研究開発が重複 した りする等、研究開発活動に無駄が発

生する可能性が大きくなる。企業が研究開発活動 を行 う場合には、一般的には多数の技術者と

多額の資金を長期間にわたって投入 しなければならない。その企業にとっては、他社が同様の

研究開発を行っていたとして も、特許権 を獲得するまでそれを知ることができないため、他社

が特許権 を獲得 して しまうとそれまでの投資が全て無駄になるのである。従って、企業活動の

視点からは、特許出願から一定期間経過 した時点で出願内容、言い換えれば、他社の研究開発

動向を把握することができる早期公開制が望 ましいといえるのである。

2-4-2-4審 査制度

審査制度とは、出願された発明について、特許権 を付与するかあるいは拒絶するかを、どの

出願についていつまでに行うかを取 り決めるものである。この審査制度については二つの考え

方がある。一つは、出願された発明についてその全てを早期に審査 し、特許権 の付与あるいは

拒絶の決定を行 う制度である。もう一つは、出願後一定期間内に審査請求を行わせ、審査請求

のあった出願についてのみ特許権の付与あるいは拒絶の決定を行う制度である。

米国は前者の制度を採用 している。そして、出願か ら審査終了までの期間は平均して2年 か

ら3年 となっている。米国では、後述のサブマリン特許の存在が問題 とされているが、出願人
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が意図的に審査を遅らせない限り審査請求までの期間は短いといえる。これに対 して、日本は

後者の制度を採用 している。特許法48条 の2及 び48条 の3第1項 によると、「特許出願の審

査は、その特許出願 についての出願審査の請求を待って行い」、「特許出願があったときは、

何人も、その日か ら7年 以内に特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすること

ができる」と規定されている。その結果、出願審査 を行 う場合の出願か ら審査終了までの期間

は平均して7年 からiO年 といわれてお り、米国と比較するとかな り長いといえるのである。

表2-2日 米欧主要国の特許出願件数の推移

1980 1981 1982 .; .;.
1985 ・:.

1987 1988 .;. 1990

日本 382,805 417,24Q 440,21S 460,19: :.… 507,816 524,299 542,70S 511,073 504509 505,884

米国 104,329 106,413 109,625 1α3,7(B iii,28a 117,00E 122,433 133,E 147,344 161,660 176,100

ソ連 .::・ 149500 159,95E 151,97C 148β2G 169,54E 173,036 ... 131,913 151.808 123,7～ η

西独 :L/ 82,912 82,85 82.804 80,902 79,45_' 76,8'75 58β16 57,846 56,610 124,703

イギリス 41.460 39,214 37,093 34,69 32,82E 33,004 32,167 31,565 32,132 31,494 92.891

フランス .;.
,. 22,242 21,176 20,20E 19,593 is,su 1857C 17,63 17,578 81,884

世界合計 1,017,867 1,C38.689 1.0η,824 1.072.17C 1,140,23C 1.237,92 1,246,432 111,291 1.266,529 1,32A,424 1,&33,078

(注)日 本、西独については、実用新案出願件数 も含む。

(出所)特 許庁公報、特許庁年報各年度版

この審査制度に関して日本は大きな問題を抱えている。表2-2か らわかる通 り、日本は毎年

50万 件以上の出願 を行い、第2位 の米国の約3倍 の出願件数を誇 り、全世界の出願件数の約

27%を 占める特許大国である。そのため、特許庁の審査能力が追いつかず、未審査あるいは審

査中の出願が非常に多 く、また審査終了までの期間が長くなる。松居祥二[1994]に よると、

1991年 に日本には未審査あるいは審査中の出願が300万 件あ り、米国はこの状況を米国のサ

ブマ リン特許に相当するものであり、米国企業の日本への進出の障害となると日本に改善を強

く求めている(注15)。さらに表2-3か らわかる通 り、日本企業が 日本だけに出願 し、他の諸外

国 には出願しないという特許出願はかな りの数にのぼる。従って、日本が早期公開制の下で出

願後18カ 月経過時点で出願内容が公開されても、日本語の特許明細書しかないため、外国企

業は実質的にその内容を知ることができないでいるのである。米国はこの状況を、日本には権

利化されるかあるいは拒絶されるかがわか らない特許出願が多数存在してお り、加えて米国企

業 に日本語の特許明細書を読む能力がほとんどないことから、米国企業の日本進出を妨げる非

関税障壁の役割を果たしていると批判 しているのである。

以上のことか ら、審査制度にっいては企業活動 という視点か らは出願 した発明の全部ではな
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く、自らが選択し審査請求 したものについてだけ審査が行われる制度の方が望ましいといえる

が、この場合であっても、出願か ら審査請求 までの期問を現行の 日本の制度よりもかなり短縮

し、また審査終了までの期間も制限する等、期間面での修正が必要になるのである。

表2-3日 米両 国か らの国別 出願件数(1990年)

日本 米国 ソ連 西独 イギ リス フランス 対 自国出願 対外国出願

日本 333,230 35,771279 16,387 14,644 2,471333,230 119,891

米国 15,8301. 91,41q2,523 21,544 22,284 20,09491,410 290,722

(出所)特 許庁公報、特許庁年報各年度版

2-4-2-5特 許期間

特許制度の比較分析の最後 として特許期間について検討する。特許期間について議論となる

点は、シー リング制度の採用の有無である。シー リング制度 とは、特許期間を出願 日から起算

し一定期間に制限するというものである。このシー リング制度の目的は出願人の恣意的な手続

き及び審査の長期化によって陳腐化 した技術が長期間保護 されることを防 ぐことにある(注16)。

例えば、特許期間が出願 日から20年 というシー リング制度の下では、特許権の成立が遅れれ

ば遅れるほど、その特許権を持つメリットは小さくなる。なぜな らば、例えば出願か ら15年

を経過 して成立した特許はあと5年 しか有効期間がないことになるか らである。これに対 して

シー リング制度を採用 しない場合には、出願人が出願 した発明を分割出願する等 して意図的に

審査を遅 らせ出願か ら15年 後に成立した場合であっても、その時点か ら特許期問が始まるた

め、特許権の成立が遅れれば遅れるほどその特許が第三者に与える影響は大きくなることが多

い。つまり、このような場合、特許成立の時点では既に一般化 し普及 している技術が権利化 さ

れるため、その技術を使用 していた第三者が特許侵害として訴えられ、特許権使用料の支払い

を余儀なくされるリスクが大きくなるのである。

日本では、特許期間は出願公告 日から15年 であるが、出願 日から20年 を超えないシーリン

グ制度を採用 している。これに対 して、米国では、特許期間は出願 日からの制限はなく特許権

の付与 日か ら17年 と規定されている。日本の制度では出願 日から20年 を経過 した発明は、第

三者が使用 したとしても特許侵害を生じることはないため、企業は安心してその発明を使用す

ることができる。しかしながら、米国の制度においては、出願 日か らの制限がないため、出願

か ら権利化 されるまでに長期間かかると実質的な特許期間がその分だけ延びることになる。こ

の場合、権利化されないと公開されない特許後公開制 ともあいまって、既に一般化 し普及 した
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技術についてある日突然権利化 され、それを使用 して いた者が特許侵害として訴えられるリス

クが大きくなるのである。出願から長期間潜伏 し、その後突然浮上 して権利化される特許はサ

ブマリン(潜 水艦)特 許(注1ηと呼ばれている。このサブマ リン特許の被害を受けているのは

日本企業ばか りではなく、米国企業も同様に標的 とされている。

以上のことか ら、特許期間については、企業活動の立場か らはシーリング制度を採用するこ

とが望ましいといえる。なぜならばシーリング制度の採用によって出願から長期間経過 し一般

化 した発明が権利化されることを防ぐことができるか らである。サブマリン特許については、

初めか ら個人発明家がロイヤルティを目当てにしていることが多いため、シーリング制度を採

用 しこれを防ぐことで、企業 としては余分なリスクを負う必要がな くなるのである。

2-4-3国 際的調和への動き

ここまで検討 してきた通 り、日米両国に限っても特許制度には少なからぬ相違がある。そし

て制度の相違が、国際的な特許紛争を引き起こした り、あるいは円滑な企業活動を妨げた りし

ている。この状況に対して、日米欧の先進諸国を中心に特許制度の国際的調和を求める動きが

高まった。そこで、ここでは前章で述べた日米間の特許制度 の比較 を基にして、特許制度の国

際的な調和に向けての取 り組みについて分析する。

2-4-3-1WIPO及 びGArTに お ける特許制度問題 の多 国間協議

日米欧 の先進諸 国を中心 とす る特許制度の国際的な調和 のた めの取 り組 み として、1985年

か ら世界知的所有権機関(WIPO)に お いて特 許調和条約締結 に向けて の協議が重ね られて き

て いる。 また、1986年 に 開始 された関税 貿易一 般協定(GArT)の ウル グアイ ・ラウン ドに

お いて 非 関 税 障壁 と知 的所 有 権 の 関係 が取 り上 げ られ 、TRIP(Trade-RelatedAspectsof

IntellectualProperty:知 的所有権 の貿 易関連側面)が 交 渉対 象の一分野 とされ、1993年12月

にはTRIP交 渉につ いて は一応 の合意 された。

この両機 関における協議 の中心 は、日米両国 の特許 制度 の特異な部分の取 り扱 いで あった と

いえる。具体 的にいえば、米国の制度 につ いて は、先発明主義 か ら先願 主義 への移行 、特許権

の起算 日の適正化が求 め られ 、また 日本の制度 について は、審査 に要す る期 間の短縮 、外国語

によ る出願 の容認、意義 申立制度の改革等 が求め られた。この 中で特 に議論 の的 となった事項

は、米 国の先発明主義か ら先願主義への移行 につ いてで ある。そ して、特許調和条約の締結 は、

米 国の先願 主義への移 行 につ いての合意 が大 前提 で あると考 え られ た。米国は、この要求 を日
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本及び欧州諸国の特許制度の改革の実行 ということを条件に基本的に受け入れた。この米国の

態度を背景 として、WIPOに おいては、先願主義への統一、特許権の起算 日の出願日への統一、

公開制度の採用等を柱 とする特許調和条約の交渉は締結 目前まで進んだ。しか しながら、クリ

ン トン政権はブッシュ政権の決定を覆えし、1994年1月 に先願主義への移行の見送 りを決定

してお り、現在のところ特許調和条約は締結されてはいない。

2。4-3。2日 米両国による二国間交渉

GATT及 びWIPOに おける多国間協議と並行 して、日米間では個別に二国間協議が行われて

きた。 日米両国は、それぞれの特許出願件数をあわせると全世界の特許出願件数の約40%に

も達する特許大国であるため、 この両国が特許 制度 の調和 に向 けて個別に合意する ことは

GArT及 びWlpoに おける多国間協議の進展にとって非常に大きな意味を持つ。この二国間協

議では、米国は早期公開制の導入及び特許期間について出願 日からの制限の設置、言い換えれ

ばシー リング制度の採用を行い、 日本は特許期間の出願 日から20年 への変更、権利付与後異

議 申立及び英語による出願を認める形で、各々の特許法を一部改正するという基本的な合意が

なされた。

この合意 に基づき、日本は1996年 に特許法改正を行い、上述の三項目を全て実施 した。 こ

れに対 して、米国に関しては特許期間についての改正が行われただけである。これによって、

米国での特許期間は出願 日か ら20年 とな り、改正以後の新規出願 についてはサブマリン特許

が成立する ことはなくなった。しか しながら、先発明主義か ら先願主義への移行及び公開制度

の導入 については未実施の状態である。日米両国間の特許制度の調和は、両国がいわゆる特許

大国であるがゆえに、特許制度の国際的調和 に向けて非常に重要な意義を有するものである。

従って、米国政府の早急な対応が望 まれるのである。

2-4-4特 許制度の今後のあり方

ここまでに日米両国間の特許制度の比較を通 して 日本、米国それぞれの特許制度の問題点を

明 らかにした。米国の特許制度の二大問題点 といわれてきた先発明主義 と特許期間の起算日に

関 して、後者については日本や欧州諸国と同じ制度へ修正されることになったが、前者につい

ては米国政府は堅持する姿勢を崩 していない。一方、日本の特許制度の大きな問題点 といわれ

てきた審査期間の長さについては、日本政府は現行の制度の変更ではなく、特許庁の審査官の

増員等の施策によって対応する姿勢であるが、欧米諸国が要求する審査期間に到達するにはか
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な りの時間がかかるといえる。

特許制度に限 らず、一般的に多くの制度は、各国によって特有の考え方や歴史に基づいて作

られてお り、他国の制度との関係はあまり考慮されていない。従って、そのような制度を国際

的に調和 させようとすることには多大な困難が伴 う。しかしながら、特許制度を利用する企業

が国境を越えて活動する今 日、各国毎に異なる制度はその活動にとって大きな障害となる可能

性がある。従って、各国政府はこの障壁を除去するための努力を惜 しんではな らない。特 に、

日米両国は特許大国であり、両国が特許制度の調和に前向きの姿勢を示す ことは、特許制度の

国際的調和にとって極めて有効であるといえるので、今後とも二国間協議を中心に前向きに交

渉 を進めていくことが重要である。

最後に、2-4-2章 で取 り上げた各制度を中心に、現在の特許出願の大部分を占める企業にと

って望ましい国際的調和の方向をまとめることにする。その場合の考え方の基本としては、特

許権の明確化 と安定化が特に重要となるといえる。このことの重要性は、企業の研究開発活動

によって新技術が生み出されるまでには、多数の技術者、多額の費用そ して長期 にわたる開発

期間という、いわゆる多大な投資を必要とすること、及び企業活動の国際化に伴 い特許権 に関

する係争が多発 していることか ら明 らかである。この考え方を基本として、各制度 について望

ましい調和の方向をまとめると次の通 りとなる。

第一に先発明主義か先願主義かという問題 について考える。先発明主義の長所は最先の発明

者 を特許権者とすることにある。しかしなが ら、このことはしばしば特許権の帰属についての

紛争を発生させる。個人発明家が中心であった時代はともかく、グローバル化 した企業が特許

出願の中心 を占める今 日では、特許権の帰属が不安定であることは好ましくない。言い換えれ

ば、特許権の帰属については、客観的な基準に基づいて決めることができる制度が必要とされ

るのである。従って、特許権の帰属を出願の前後で客観的に決めることができる先願主義に統

一 されることが望ましい
。

第二に公 開制度についてであるが、これには早期公開制と特許後公開制という二つの考え方

がある。企業の技術開発競争が活発化 している今 日では、権利化 された後 に公開される特許後

公 開制を採用 した場合には、公開後すなわち特許権の付与後に設計変更を余儀なくされる等、

企業の技術開発活動に及ぼす影響が大きい。従って、出願後一定期間経過後にその内容が公開

される早期公開制に統一される方向に進むことが望ましい。

第三 に審査制度であるが、日本のように出願後7年 以内に審査請求を行い、その分について

のみ権利化の審査を行うという制度においては、審査請求されるか否かについて不安定な期間
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が長 くなる。欧米諸国が出願後全数を審査 し2年 か ら3年 程度で権利化についての結論 を出 し

ていることを考えると、公開制度のところで述べた通 り、早期公開制に基づき出願後のできる

だけ早い時期に全ての出願を公開 し、その上でその全数を審査 し、また審査終了までの期間に

一定の制限を設けるような形で統一を図ることが望ましい
。

最後に特許期間についてであるが、特許期閥に関する最大の問題はシーリング方式を採用す

るか否かである。特許制度が発明、言い換えれば、新 しい技術を保護することを目的とするも

のである以上、特許出願か ら長期間経過 し陳腐化 した技術までも特許権 を付与して保護する必

然性はない。特に出願人が特許出願後の意図的な策略により権利化を遅 らせるような場合はな

おさらである。従って、特許期間については、シー リング方式を採用 し、特許期間の起算 日を

権利化された日ではなく出願 日とする方向で統一を図ることが望ましいのである。

【注 】

(1)日 本 の特 許 法 に お い て は 、第1条 にそ の 目的 と して 、 「この法 律 は 、発 明 の保 護 及 び利 用

を図 る こと に よ り、 発 明 を奨 励 し、も って産 業 の 発 達 に寄 与 す る こ と を 目的 とす る 。」 と

規 定 され て い る。

(2)Machlup,E,杉 林 信 義 編 訳,『 知 的 財 産 の 創 造 と保 護 』,南 窓 社,1991,pll

(3)村 上雅 博,『 特 許 ・ライ セ ンス の 日米 比較 』,弘 文 堂,1990,pp.7-9

(4)以 下 の議 論 は 、Machlup,F.&E.T.Penrose,"ThePatentControversyinNinethhethCentury,"
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て、自国産業の育成 という観点か ら自国企 業 に技術 を移転 させ るとい う目的で、この強
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第3章 技術移転政策

3-1技 術移転

本章では技術移転政策を取 り上げる。第1章 で述べた通 り、技術移転政策は技術革新プロセ

スの中では、主に新技術の研究開発段階に対 して効果を発揮する政策の一つであるといえる。

本章では、最初に技術移転の歴史的な経緯をまとめた上で、若干の経済 的分析を行 う。次 に

技術移転を促進す るために必要な政策について検討す る。 ここでは国際 間の技術移転の中で

も技術を導入する側の国について中心に考える。そして、最後に国際間の技術移転のケー ス

スタディとして 日本の工作機械産業を取 り上げて検討することにする。

3-1-1技 術移転の歴史及び形態

技術移転という概念は、ミクロ的にはある特定の目的で使用 されている技術 を他の目的の

ために転用するということから、マクロ的には同一国内の企業間での技術の移転 そして国

際間の技術の移転 まで含む非常に広 い範囲のものである。その中でも国 レベルでの技術革新

プロセスに作用させるためには、同一国内における産業間の技術移転あるいは国際間の技術

移転等が重要 となるが、本章では特に国際間の技術移転に焦点 を絞 って分析することにする。

技術の国際間の移転については、歴史的に見ると古 くは古代オリヱン ト文明あるいはギ リ

シャ文明の時代にまでさかのぼることができる。近代 においてはイギリスの産業革命が成功

した大きな要因の一つに、ヨーロッパ大陸各地からイギ リスに渡った多 くの人たちが、それ

ぞれが有する優秀な技術あるいは技能をイギリスに伝 播させたことが挙 げられる。例えば、

オランダ人による繊維技術及び土木技術、 ドイツ人による鉄鋼及び機械技術等がイギ リス に

伝え られ、産業の発展に大きく貢献 したのである。このように、この時期 においては技術の

国際間の移転は、主として人の移動に伴って行われたのであった。産業革命以後、国際間の

貿易が盛んになるにつれて技術の国際間の移転において貿易の果たす役割が大きくなって き

た。つまり、輸入 された商品に内在する新技術を模倣することによって技術が移転される こ

とが多 くなってきたのである。そ して、帝国主義時代 に入ると、国際間の技術移転は国際投

資 との関係が深 くなった。宗主国と植民地間の技術移転がその典型的な例である。さらに、

第二次世界大戦後 は経済発展に占め る技術の役割が重要度を増 してきて いる。また、技術の

高度化が進み、技術革新のための研 究開発活動の中心が企業となってきた。それに伴って、

技術そのものの商品化が進み、技術の流通市場が発展 してきている。このように、現在では

技術の国際間の移転は商品貿易に付随するものから、技術が独 自に輸出入される技術貿易 に
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中心が移行 して いるので ある(注1)。

3-1-2技 術移転の利益

企業が技術開発 を考える場合、自国で開発するだけではなく、海外か ら既にある技術を導

入することを選択することも可能である。また、逆に企業は自国で開発 した技術を海外へ輸

出する ことを選択す ることも可能である。企業が技術移転 を選択す る ことについて は、

St。neman[1987]は 次の二つの疑問を投げかけた。すなわち、①なぜ企業は独自に技術開発

を行うことよ りも技術 を導入することを選択するのか、このような企業の選択は社会的に最

適な選択 と異なってはいないか、及び②なぜ企業は自らの技術で生産す ることよ りも海外へ

技術を移転することを選択するのか、このような企業 の選択は社会的に最適な選択 と異なっ

てはいないか、という疑問である(注2)。この二つの疑問の中でも特 に①について検討 してい

くことにする。

企業が自国で技術開発することよ りも海外から技術 を導入することを選択する理由として

は次のことが挙げ られる。すなわち、①対象 となる技術開発のための知識を有 していない。

②海外の企業が技術的に大きな優位性を有 してお り簡単 には追いつくことができない。③ 自

ら研究開発を行ったが失敗 した。④対象となる技術が特許で保護 されており、それを回避 し

て開発することが困難である。また、斉藤優[1979]は この ことを技術導入の利益 と捉えて

次の六項目を指摘 している。すなわち、①技術進歩利益、②研究開発か らはじめる必要がな

く研究開発投資が節約できるという利益 ③研究開発 リスクを回避できるという利益、④模

倣の利益 ⑤創業者が経験 したような失敗を回避できるという利益、⑥ 実際に存在し、実現

可能で利益のあるものが選択できるという実存選択の利益、というものである(注3)。この こ

とからいえることは、企業が 自国において独力で技術 開発 を行 うことが、常 に企業の利益 を

最大化するものであるとは限 らないということである。

以上は、技術移転の利益について企業の立場か ら検討 したものであるが、Stonemanの 疑問

の中にもあった通 り、企業の利益の最大化が常に社会的利益の最大化 といえるのであろうか。

企業は技術開発に関して自国での独 自開発を行うか、それとも海外から技術導入するかの意

思決定を行 う際には、社会的利益を考慮に入れることは稀であり、通常 は企業の利益の最大

化 を優先する。そ の結果、企業が海外か ら技術導入を行 うことが社会的には最善ではないこ

とが起 こりうるのである。また、逆 に企業が自国での独自開発を行うこ とが社会的には最善

ではないことも起 こりうるのである。 しかしながら、技術開発は個々の企業にとっても重要
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な要素であるが、国の経済発展にとっても非常に大きな役割を果たす ものである。従って、

海外か らの技術導入することが社会 的利益の観点か ら望ましい場合には、国が技術導入を促

進 し企業がそれを受け入れやすい環境を整備することが重要 となるので ある。そ して、国が

前述のことを行うための手段 として用いるものが技術移転政策であるといえるのである。

3-1。3技 術移転政策

国際問の技術移転を考える場合には、技術の供与国 には供与国の政策があり、技術の導入

国には導入国の政策がある。一般的 には各国とも関税 政策、輸出入審査 に関する政策、外国

投資政策等各種の政策によって管理 している。これらの政策によって、技術の供与あるいは

導入が国全体の利益に反しないように管理しているのであり、 これが適切に行われないと、

例えば技術導入によって自国での技 術開発が妨げられたり、技術導入時の不当拘束条件を認

めることによって将来的な輸出を妨げるという弊害が起 こりかねないのである。そこで、 こ

こでは技術の導入国の技術移転政策 について検討していくことにする。

技術の導入国における技術移転政策については対外政策 と国内政策 という二種類に分けら

れる。前者は主として海外からの技術の移転が行われやすい環境を整備するための政策であ

り、後者は国内において導入技術によってもた らされる効果 を大きくするための政策である。

対外政策 としては、海外か らの投資促進に関する法制度、特許制度をは じめとする工業所有

権制度、標準制度等が挙 げられる(削 。投資促進 に関する法制度については、特に開発途上

国においては海外か らの企業進出等の直接投資が技術移転の重要な手段 となっているので重

要である。また、導入しようとする技術が供与国において特許等で保護 されている場合に導

入国において特許制度が未整備であると模倣が防止できず、海外からの技術の移転が進まな

いことになる。 このような事態に陥 らないようにするためにも工業所有権制度の整備が重要

になるのである。国内政策 としては、次節で明 らかにする通 り、技術伝 播率の上昇及び技術

吸収力の向上のための政策が必要 とされる。前者については、導入された技術を狭い範囲に

とどめずに国内各地へ広めるための情報発信機関の整備等が挙げられる。また、後者 として

は、国内の研究開発 レベルを向上させるための公的研究機関の整備、大学等の高等教育機関

の整備等が挙げられるのである。

3-2技 術移転の経済分析

次 に国際間の技術移転に関する若干 の経済学的な分析を行 うことにする。 ここでは、
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Mansfield[1968]の モデル を基 に、それ を簡 略化 して基礎的なモデル分析 を行 う。最初 に記

号 を次 のよ うに定 めてお く。

Y:生 産 量

L:生 産 要素投入量

a:平 均 生産性

a*:外 国か らの導入技術 の生産性

λ:技 術伝播率

生産 関数 をY=aLと 想定す ると、生産成長率は次 の通 りとなる。'

△YIY=△ala+△ 肌 ①

ここで、海外か ら現状の国内技術よ りも生産性 の高 い技術が導入 され る とす る。 このよ うな

場合、一般 的には生産 性は上昇す るが、それは次の通 りとなる。

△a=λ(a*-a),a*≧ 灸1≧ λ≧0②

仮 に海外か ら導入 され た生産性 の高 い技術 を現状 の国 内技術 を用 いて い る全ての企業が採 用

すれ ば技術伝播率 は1(λ=1)で ある。逆 に導入 された技 術が高度すぎて全ての企業 が採用 しな

いな らば技術伝播率 は0(λ=0)で ある。但 し、現実的 には技術伝 播率 が1あ るいは0と いうこ

とは極めて稀な ことで ある。 ここで、②式 は次 の通 り書き換え ることができる。

△a1露 λ{(a*-a)1a}≦ λ△a*ノa*③

△a/aは 海外 か ら新 技術 が導入 され、実際にそ れが伝 播 し生産性 を上昇 させた、 いわ ゆる技術

進 歩率であ るといえる。 これ に対 して 、△a*/a*は 伝 播可能 な最大の技術進歩率で あるといえ

る。次に③ 式 を① 式に代 入する と次 の通 りとなる。

△YIY=λ △a*1a*+△IJL④

さ らに△LJI.(生 産要素 の成長率)が 一定であ ると仮定す る と、△Y/Y(生 産 の成 長率)を 最大

とす るた めには△a*礎(生 産性の成長率)を 最大 とす ることが必要で ある。 しか しなが ら、

新技術 の導入国が その新技術 を吸収 する能力が乏 しけれ ばλ(技 術伝播 率)は 低 くなって し

まう。そ こで、その国の技術吸収能力の限界 をDと す ると△a*/a*≦Dと な る。 さ らに、導入

された新 技術が高度 な ものであれば あるほ ど、導入 国 にお いて伝播 しに くくなる といえ る。

言 い換えれ ば、△a*!a*が 大 き くなればな るほど λは小 さくな るといえるのである。 このよ う

な関係を次のよ うに仮 定す る。

λ={(△a*1a*)+lbll△a*ノa*≦D,b>0⑤

但 し、bは λと△a*/a*と の 間の相反関係の強 さ を表す係数で ある。そ こで、上述 の関係 の下
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で、導入対象 とな る新技術 の中か ら最適な ものを選択 す る ことにな る。 そ のためには③ 式 よ

り

△aノ旗Max(λ △a*1a*)⑥

となるケー スを見 つける ことが必要 とな るので ある。

次 に上述 の ことを図に表 して分析 してい くことにする。⑤ 式か らλと△a*が の関係 を図 に

表 す と図3-1の 通 りとな る。

図3-1

λ

i

3

λ1

λ㌔
Da*/a*

△a*ノa*3△a*!a*i△a*1a*2D

図3-1に お いてはX軸 に△a*/a*、Y軸 に λをと り、⑤式 を表 した曲線1、H、 皿を伝播 曲線

と呼ぶ ことにする。 ここで③式 よ り△a/aは △a*が とλを乗 じた もので あるか ら、図3-1に お

いてはX軸 、Y軸 及び伝 播曲線 を結ん でで きる四角形 の面積 で表 され る。従 って、△a/aを 最

大 とす るため には この四角形の面積 を最大 とする△a*/a*と λの組み合わせ を選 択すれ ばよ い

といえる。ここで 、あるbに 対す る伝播曲線が1で あると仮定す ると、b>1で ある限 り△a!a、

言 い換 えれ ば実現 され る生産性成長率 を最大 とす る導入技 術の技術進歩率 が0とDの 問 に必

ず存在す る。そ こでその点 をB1=(△a*/a*i,λ1)と す る と、△a/aは(0,λ 、,B、,△a*h㍉)で 囲ま

れ た 四角形 の面積 となる。仮 りによ り高度 な技術 を導 入 しよ うとす る場 合 には、技術進歩 率

は大き くな り△a*1a*、か ら△a*1a*,と なるが、逆 に技術伝播率 は小さ くな りλ、か らλ2と な る。

従 って、実現 され る生産性成長率 は(0,λz,BZ,△a*/a*z)で 囲まれ る四角形 の面積 とな り小 さ

くなる。 また、技 術伝播率 の高 い技術 を導入 しよ うとす ると今度 は技術進歩率 が小 さ くな り、

実現 される生産性成 長率 は(0,λ3,琵,△a*/a*3)で 囲 まれ る四角形の面積 となるためやは り小

さ くなる。以上の ことか ら、仮 りに技術伝播率 が同 じな らば技術 進歩率 が大 きい技術 の導 入
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を図ればよく、逆 に技術進歩率が同 じならば技術伝播率が大 きい技術の導入を図ればよい こ

とがわかる。

それでは技術伝播率を上昇させるためにはどうした らよいであろうか。技術伝播率の上昇

は図3-1に おいて技術伝播曲線が1か らIIへ、そ して皿へ変化する ことで表され、それによっ

て実現される生産性成長率は大きくなっていくのである。技術伝播率の上昇に伴って技術 伝

播曲線はλニ1に近づいていき、最終的には実現される生産性成長率は△a*ノa*が最大となるD

によって決まることになる。言 い換 えれば、常に技術進歩率の最大の技術が実現される生産

性成長率を最大にするのである。

以上のことか ら、海外からの技術導入によって国内での生産性 を上昇 させるためには、図

3-1に おいてX軸 、Y軸 及び技術伝播曲線で囲まれる四角形の面積を大 きくしていくことが必

要であり、そのためには、①技術伝播率を大きくして技術伝播曲線を上方にシフトさせる こ

と、及び②技術吸収能力を大きくしてその限界点Dを 右方向にシフトさせることが必要にな

るのである ㈱ 。

3-3技 術移転政策 についてのケーススタディー工作機械産業を例として一

3-3-1日 本 ・韓国 ・中国の工作機械産業の実態

本節では技術移転政策のケースス タディとして 日本、韓国及び中国の工作機械産業を選択

し、それぞれの国の技術移転政策を分析し比較していくことにする。バ ブル経済の崩壊後 、

日本は戦後最長の景気後退期を迎えてお り、自動車、家電、半導体、造船等の産業が世界市

場での優勢なシェアを失いつつある。 しかしなが ら、市場規模は比較的小さいがこれ らの産

業 と比較 して重要性は劣 らない工作機械産業がその地位を保持 し続けている。今 日の工業製

品は全て部品、装置、機械を使用して製造されているが、それ らは全て工作機械 によって製

造されている。 このようなような意味で、工作機械は"マ ザーマシーン"と いうことができ、

製品の品質の善し悪 しは工作機械に依存するといえる。今日の 日本の工作機械産業は非常 に

高い水準の技術を持ってお り、今後5年 から10年 間は市場において大きなシェアを享受する

ことができるだろうといわれている。

しか しながら、日本の工作機械産業も当初から高い品質レベルを有していたわけではなく、

それは欧米諸国の技術に追いつき、そ して技術革新競 争に打ち勝 とうという大変な努力の末

に手に入れたものである。日本の製造業は明治維新以降の産業化の進んだ技術を徐々に吸収

していく過程にお いて"デ ツドコピー"と いわれる模倣か ら始まっている場合が多い。そ し
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て次の過程で、積み重ね られた技能及び熟練を含む欧米諸国の技術を日本の技術に吸収 し消

化 したのであり、工作機械産業はその代表的な例ということができる。

表3-1日 本の工作機械産業の推移

(単位:百 万円/%)

年度 生産 輸出 輸出割合 輸入 輸入依存度

(C)/(D)(A)生 産 高 NC割 合 (B)輸出額 NC割 合 (By(A) NC (C)輸入額 NC割 合

1961 81,882 ● ●● 2,434 ○ ●● 3.0 ●■じ ::.. ●●o

32.9

1962 100,892 ● ● ● 2,588 ● ●● 2.6 o● ●

47,582 ●o■ 32.6

1963 95,132 ● ●o 4,295 ・ ●o 4.5 ●■● 22,796 ●o●

20.1

1964 ・1・1・ ● ●● 6,509 ■● ● 7.2 ● ■● 21,320 ● ■o 2Q.2

1965 70,349 ■ ●○ 8,943 ■o● 12.? ●o● 13,963 ●o●

is.s
・..

76,453 ■o● 14,611 ●■ ■ 19.1 u●o

7,586 ・o・

10.9

1967 126,041 ●● ● 17,642 ●●● 14.0 66● 12,839 ● ●●

10.6

1968 175,986 ●●■ 18,583 ● ●■ 10.6 ● ● ●

34,176 ● ●,

17.8

1969 ..:: ● ● ● 21,742 ● ■ ● 9.1 ・ ●o

34,485 ● ■●

13.6

1970 312,349 7.8 24,088 2.5 7.7 2.4 44,162 8.3 13.3

19'71 264,405 9.5 28,044 3.5 10.6 3.9 39,763 8.0 14.4

1卯2 205,180 ia.e 27,408 5.9 13.4 6.5 22,366 7.8 11.2

1973 305,223 15.6 35,237 5.0 1LS 3.7 21,332 4.9 7.3

1974 358,610 16.3 57,664 9.3 16.1 9.2 37,211 6.4 11.0

ims 230,739 17.3 61,611 13.1 26.7 20.2 21,575 6.8 11.3

1976 228,604 22.4 76,073 23.8 33.3 35.3 13,867 4.2 8.3

1977 312,844 25.7 115,493 3L5 36.9 45.2 15,720 7.7 7.4

1978 365,525 29.4 162,138 38.7 ... 58.3 19,683 zs.c 8.8

1979 484,132 42.4 206,643 .一 42.7 .一 26,214 10.4 8.6

1980 682,102 ..; 269,577 64.1 39.5 50.9 38,221 11.8 8.5
.; 851,312 51.E 310,763 70.5 36.5 50.4 38,623 11.2 6.7

.; 782,776 53.9 247,576 65.6 31.6 38.5 43,585 19.' 7.5

.・
702,287 60.ワ 237,445 65.5 33.8 36.4 32,517 28.1 6.5

.;. :.・: ..・ 315,132 71.7 35.8 38.3 29,259 24.0 4.9

.;
1,051,128 67.0 395,040 72.1 37.6 40.5 35,186 32.5 5.2

1986 899,402 67.5 363,606 71.8 40.4 42.8 33,241 42.2 5.8
.・

688,779 70.7 296,374 69.3 43.0 42.2 22,073 46.3 5.3

1988 881,(y70 70.4 ,.. 79.7 36.5 41.3 35,726 39.3 6.2
.;.

1,139,205 73.E 428,591 81.3 37.6 41.9 50,494 38.1 6.6

1990 1,303,442 75.7 455,809 81.6 35.0 37.? 68,645 42.E 7.5

1991 1,265,58'7 72.5 ・,:
78.7 32.5 35.3 ・・. 43.1 6.4

.. !: 72.5 330,291 80.1 39.7 43.9 41,027 51.5 7.6

..

592,727 77.3 306,094 78.c 51.6 52.4 25,230 46.1 8.1
..,

554,080 79.2 328,786 78.6 59.3 58.9 25,226 33.6 10.1

igss 699,351 82.3 478,054 77.6 .: 64.5 41,032 33.4 15.6

(注)D:国 内需 要 ・(D)ニ(A)+(C)一(B)

(出所)JMTBA

また・東アジアは現在、世界経済 の中でその成長が注目を集めているが、それは様々な種
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類の進んだ技術を導入することによってもた らされた ものであるといえる。工作機械産業 に

ついても同様であ り、特に台湾 と韓国については既に先進国の工作機械産業のシェアを脅 か

す程の技術水準に達している。また、中国の工作機械 産業については輸入が拡大 してお り、

現在の生産 レベルは比較的低いが無限の可能性を秘めている。

表3-2日 本 の工作機械 メーカー のア ジア進 出例(1995年 現在)

日本企業 現地企業 生産開始 製品

韓国 第一金属 KoreaMachineTool 1969.9 CenterLathe

NCLathe

フ ァナ ック FanacKoreaCorporation ims.s CNCWire-cutEDM

CNCDrill,CNC

中国 光洋精工 WuxiKoyoMachineIndustries 1994.5 CenterlessG血der

ソデイツク BeijingSod'ickMachinery&

ElectronicsCo.,Ltd.

1995.5 CNC

ソデイツク SuzhouSodickSp㏄ialEquipment

Co.,Ltd.

1995.11 EDM

フ ァナ ック wing-FanacMechatronicsCo.,Ltd. 1993.9 CNC

台湾 滝沢機械 TaiwanTakisawaMachineryCo.,Ltd. 1971.9 CenterLathe

NCLathe

ファナ ック FanacTaiwanLtd. ..; CNC

シンガポール 牧野製作所 MakinoAsiaPte.,Ltd. 1981.9 MachiningCentre,WireEDM,

CenterLathe

岡本機械 Okamoto(Singapore)Pte.,Ltd 1973.12 SurfaceGriner

山崎マザック YamazakiMazakSingaporePte.,Ltd. 1992.5 NCLathe,MachinigTool

Conpoments

フ ァナ ック FanacGEAutomationsigapore

Pte.,Ltd.

1995.1 MicroPLC

タイ 岡本機械 Okamoto(Thai)Co.,Ltd 1987.12 SurfaceGrinder

ソディツク Sodick(Thailand}Co.,Ltd. 1990.4 EDM

インド ファナ ック FanacGEAutomationIndiaLtd. 1993.7 CNC

(出所>JMTBA

日本の工作機械産業の成長については、1961年 か らの生産額、輸出額、輸入額の推移で表

3-1に 示 した通 りである。これによると生産額についてはバブル経済期において最高水準に達

したが、現在ではおよそその半分であり、最高水準 を回復するに至っていない。数値制御(NC)

工作機械の成功によって、輸出についてはこの時期 に後で示す表の通 り輸出が輸入を超過 し

た。 このことは日本の工作機械が品質、価格の面で欧米の工作機械 と同等になったことを示
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している。NC工 作機械 によって、日本は輸出を増加させることができたが、その結果、総生

産の半分以上を輸出に依存する体質となった。このように輸出が突然増加 した ことによって、

欧米諸国との貿易摩擦が生じ、この状況に対応するために日本の工作機械メーカーはアメ リ

カあるいはヨーロッパ諸国に生産拠点 を作 り進出した。それに加えて、同様の進出は表3-2に

示す通 りアジア諸国に対 しても行われた。

ここで世界の工作機械市場について概観 してお くことにする。主要国の生産額、輸出額、

及び輸入額については、それぞれ表3-3、 表3-4、 及び表3-5に 示 した通 りである。これ らの

表か らは日本の工作機械産業は、アメリカが輸入額において世界での最大のシェアを有 して

いるのと同様に生産額及び輸出額において世界最大の シェアを有 している。日本は世界の工

作機械の生産においてその地位 を15年 間で獲得 した。 これ らの表か ら読みとれるもう一つの

特徴は台湾、中国及び韓国の急速な成長であり、1995年 にはそれぞれ6位 、7位 、8位 にラン

ク付けされている。また、日本は最大の輸出国であり、 ドイツがそれに続いてお り、台湾 と

韓国については輸出額の伸びが著 しい。輸入については、アメリカが最大の輸入国であり、

中国が経済成長に合わせて2位 になっている。

表3-3主 要国の工作機械の生産高の推移

(単位:百 万US$)

.;. 1990 1991 .. .. .,,

1995

日本 8,257.5 9,001.2 9,394.9 6,562.1 5,330.3 5,241.0 7,544.8

ドイツ 5,948.5 7,133.8 6,059.3 5,181.8 一.: ,.. 5,164.5

アメリカ 2,428.5 2,374.1 2,254.9 1,999.7 2,083.0 2,463.0 3,125.0

イタリア 2,166.0 2,562.5 2,352.9 2,077.2 1,364.3 1,418.1 i,gm.o

スイス 1,796.6 2,328.7 1,544.6 1,314.2 1,012.5 1,308.0 1,695.5

台湾 788.0 .: 702.3 692.6 715.8 845.7 1,131.7

中国 912.0 594.9 i,im.8 1,266.9 2,079.8 u1,028.6 u1,062.0

韓国 602.9 638.1 659.3 一. 488.7 749.9 1,047.7

イギリス 1,127.8 1,220.2 840.5 716.8 619.9 647.9 785.1

フランス 727.5 .;.
741.1 676.3 459.3 521.3 556.8

インド 180.3 211.8 191.4 186.1 142.6 149.8 200.5

ベルギー 33.3 34.3 34.1 33.1 i7.0 9.8 10.7

シンガポール 47.0 96.2 78.6 89.2 ::一 u82.3 ロ99.5

ロシア c4,200.0 c3,000.0 c2,520.0 c1,240.0 c910.0 c128.5 c1Q5.9

(注)c:推 定u:未 確 定

(出 所)AmericanMachinist
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表3。4主 要国の工作機械の輸出額の推移

(単位:百 万US$
.;.

1990 1991 .. .. .., 1995

日本 3,928.8 3,980.1 3,975.7 3,531.7 3,739.2 3,739.2 6,163.4

ドイツ 55.6.7 5,791.4 5,103.6 4,685.2 3,636.4 3,636.4 5,377.3

アメリカ .,.

1,062.5 :・.・ 1,214.0 1,060.0 1,060.0 1,320.0

イタリア 1,427.9 1,740.3 1,625.0 1,541.7 1,370.7 1,370.7 1,388.2

スイス 1,gns 2,556.9 1,730.1 1,470.6 1,203.3 1,203.3 1,932.2

台湾 657.5 640.3 644.1 659.6 87.9 .:・ 1,090.7

中国 210.1 250.3 230.0 197.0 216.0 216.0 u249.8

韓国 80.5 :.・ 95.4 110.6 ilo.o 110.0 285.0

イギリス 63.6 873.4 727.4 580.9 .一

488.7 672.1

フランス 415.9 520.3 422.4 490.8 300.3 300.3 472.7

インド 30.4 u28.8 19.7 17.3 17.2 ias 13.6

ベルギー 395.2 543.7 436.6 514.6 308.8 251.6 u285.6

シンガポール 130.9 144.9 184.0 234.3 329.8 u189.1 u203.8

ロシア c380.0 c300.0 c480.0 c28.0 c27.0 187.0 u47.5

(注)c:推 定u:未 確 定is"lndustryandTechnology",UNEconomicCommissionforEuropeの デ ー タ

使用

(出 所)AmericanMachinist

表3-5主 要国の工作機械の輸入額の推移

(単位:百 万US$)
.;.

1990 1991 .. .. ..,
igss

日本 508.5 652.3 664.4 546.6 370.8 341.1 531.3

ドイツ 1,779.5 2,421.6 2β08.4 1,867.3 1,213.9 1,220.7 1,686.6

アメリカ 2,406.6 2,305.1 1,971.0 1,874.0 2,188.0 2,866.0 3,540.0

イタ リア 794.4 i,asa.a 873.0 763.6 577.0 744.1 1,034.6

スイス 587.4 811.3 422.6 330.0 pis 251.5 444.6

台湾 396.1 294.2 298.3 456.9 .. 503.Q ・:・1

中国 546.5 544.0 604.3 838.0 1,940.0 u2,060.6 u2,127.4

韓国 777.3 851.1 940.9 967.0 XO9.0 972.0 1,400.0

イギリス 851.5 932.9 .;.
725.6 543.0 542.2 723.9

フランス 1,110.6 1,627.9 1,345.5 1,207.0 b36.0 798.1 949.4

イン ド 123.3 u114.3 109.9 181.4 185.4 199.7 249.9

ベルギー 450.8 60i.o 510.9 354.1 212.5 265.4 u301.4

シンガポール 231.5 322.1 361.0 360.7 650.8 u332.8 u358.7

ロシア c2,000.0 c2,000.0 cl48.0 c98.0 c97.6 1,395.0 c182.5

(注)c:推 定u:未 確 定1:"lndustryandTechnology・,UNEconomicCommissionforEuropeの デ ー タ を

使用

(出 所)AmericanMachinist
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3-3-2日 本の工作機械産業 における技術移転

3-3-2-1技 術移転の歴史的経緯

第二次世界大戦後か ら1970年 代までの経済再建期における工作機械の種類別に見た技衛協

力による外国技術の導入件数は表3-6の 通 りである。

表3。6日 本の工作機械産業の機種別技術導入状況

機種 1952^60 1961^-65 1966^-70 1971^-75 ・ ・:!

普通旋盤

ならい旋盤

自動旋盤

立て旋盤

その他 ・分類不能

2

1

1

3

3

3

1

i

1

1

i

1

3

7

1

4

2

ボール盤 2 1

ベッド型フライス盤

その他 ・分類不能

1 2

4 2

申ぐり盤 1 2 1 2 2

平削り盤 2 i

平面研削盤

工具研削盤

ねじ研肖盤

ベル ト研削盤

その他 ・分類不能 i

3

1

2

1

2

1

2

2

3

4

1

1

4

1

1

1

1

歯車機械 1 1 1

電解 ・放電加工機 4 4

マシニングセンタ

その他のNC機

4

2

5

4

4

8

その他 ・分類不能 i 5 6 is 8

工具 ・装置等の分野 27 33

NC機 関連の分野 2 6 5 15

(出所)㎜BA(躰 工 作.....;工業会)編 「工作機 械30鞭 」

p80及 び小林正人 「日本の工作機械工業の統計的分析」

p102

第二次世界大戦後の日本の工作機械の製造は1952年 に始まった。戦争期間中、外国工作機

械の輸入は禁止されてお り、その後 、戦争による損害 の賠償 として工作機械メーカーの所有

する機械の移転が検討された。従って、10年 近くの間、 日本の工作機械メーカーは欧米の技

術に接することがなかったため、進んだ技術を得て欧米諸国に追いつ くことが必要であり、

そのための最も速効性のある方法が技術導入であったのである。1950年 代において8件 の技

術協力契約が締結され、1960年 代にはフランスか ら14件 、アメリカか ら12件 、西 ドイツか
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ら4件 、スイスか ら4件 、その他の国から3件 の合計37件 の技術が導入された。導入された

工作機械は伝統的なタイプのもので、施盤 フライス盤及び研劇盤であった。また、この時

期 に日本の自動車産業及び家電産業 もまた生産を開始 してお り、導入された工作機械はこれ

に対して大きく貢献したのである。

1960年 代以降については、日本はアメリカか ら先進技術の半数近 くを導入 している。これ

については、 この時期、NC工 作機械が市場に導入されアメリカがこの分野において大半の先

進技術を有 していたという理 由によ るものである。日本の工作機械メーカーも開発のター ゲ

ッ トとしてNC工 作機械 を選択 した。表3-6は1961年 から65年 、及び1971年 か ら75年 の問

に技術導入件数が比較的多いことを明確 に示 している。これらの両時期 ともNC工 作機械に関

す る技術が要因であり、前者は前述 した通 りの理由であり、また後者はコンピューター数値

制御(CNC)工 作機械に関連する理由であるが、これについては後で詳述する。

1970年 代後半においては、技術協力契約の件数は急速に少なくなるが、これは日本の工作

機械産業が最終的 に欧米諸国に追いついたことを意味 している。 この時期においては、日本

の工作機械メーカーは欧米の工作機械メーカーか ら特許権の使用許諾を受けるのみではな く

相互に使用権 を許 諾する、いわゆるクロスライセンスが通常の技術移転形態となった。そ し

て、1980年 代に向けて日本のCNC工 作機械及び産業ロボッ トに関連する技術が欧米諸国の工

作機械メーカーに対 して供与されたが、 このことは欧米企業が日本の技 術を頼 りにし始めた

ことを明確に示 しているのである。

3-3-2-2技 術移転形態

日本への外国技術の導入、すなわち技術移転の形態については工作機械の購入という形態

だけではなく特許権の使用許諾あるいはノウハウの取得 という形態がある。合弁による技術

導入はまだ一般的ではなく、1963年 以降合弁についてはわずか7件 が報告されているだけで

ある。

このことは外国か らの技術導入についての 日本的方法は、近年の東アジアのそれ とは対照

的であ ることを示 して いる。東ア ジアにおける外国技術の導入形態 の特徴は海外直接投資

(FDI)で あ り、これによって多 くの先進技術を導入しているのである。この相違点について

の主な理 由としては、日本の工作機械メーカーが第二 次世界大戦以前あ るいは大戦中には既

にある程度の水準 の技術を蓄積 して いたため先進技術 についてもその吸収がより容易であっ

たことが挙げられ る。一般的には技術や ノウハウは設計図面通 りに部品等から工作機械を組
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み立てることによって習得することができる。このよ うな方法で技能や経験を積み重ねる こ

とによって、いくつかの 日本の工作機械は欧米のオ リジナル と同等の品質 となったのである蝕

6)。従って、戦後の10年 以上に及ぶ欧米技術からの隔離は大きな技術水準の格差をもた らさ

ず、また、その格 差は今 臥 欧米や 日本の先進技術 レベル と発展途上国のそれとの問に存 在

する技術的な格差 と比較 して極めて小さかったのである。さらに、欧米 の工作機械メーカー

は規模が小さく、海外で生産を行 うような能力を有 していなかった。従 って、欧米の工作機

械メーカーは、む しろ高額のロイヤ リティを求める傾向にあり、日本の工作機械メーカー は

それ らを進んで支払ったのである(注7)。

3-3-3日 本の工作機械産業に対する産業政策

3-3-3-1マ クロ経済的技術管理に対する産業政策

次に日本の工作機械産業に対する産業政策について検討することにす る。一般的に日本経

済の成功は民間部 門と政府部門との共同の努力の成果であるといわれて いる。産業政策は産

業を戦略的に育成することが目的で あり、日本市場において外国企業を規制する関税障壁あ

るいは非関税障壁 と言 う手段 によって実施される。またそれは、直接的な補助金のような公

的資金の供給 あるいは例えば財政投融資制度(HLP)(注8)を 通 した低利での資金供給のみ

な らず、設備購入 に対するタックスクレジットや減価償却特別引当金を含む租税優遇措置等

の他の政策の選択肢 も含むものである。

1960年 代においては外国製の工作機械に対する関税率は最低レベルであり、自動車、テレ

ビ、コンピューター等の他の輸入産品に対する関税率よ りも低かった。 これは、国産の工作

機械よりも高品質 の外国製工作機械 の輸入を促進する という政策が反映 されたものであった

(注9)
。このことは工作機械産業が関税面においては必然的に規制対象となっていなかった こ

とを示している。1960年 代初めまでは、工作機械産業あるいは他の産業に対する工作機械購

入 を目的とした直接的な補助金に関 しては数種類の施策が行われていた。1960年 代には工作

機械産業に対 して資金を供給する三つの制度が存在 していた。第一は 「工作機械輸入補助金

制度」に関する法律に基づいて、十大工作機械メーカーに対 してマザー マシー ンを購入す る

目的のために輸入工作機械の価格の50%の 補助金が交付される制度である。第二にはプロト

タイプの生産といった研究開発のための数種類の助成金が大手ばか りでな く中堅の工作機械

メーカーにまで供給 される制度である。この制度は研 究開発活動を支援するものであり、具

体例 としては、1952年 から55年 までの日立精機の研究開発費用 の45%が これ らの制度によ
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って供給された資金によるものであったことが挙げられる。第三には工作機械産業に対す る

減価償却特別引当金が設備の購入 日か ら1年 間に50%の 償却 と規定されたことである。そ し

て、企業はこの特別引当金によって発生した資金を新 しい設備に対する投資に利用すること

ができたのである。結果的に、1952年 から1963年 の10年 間に工作機械産業においては導入

か ら5年 以内の新しい設備の割合が2%か ら45%に 増加 したのである。

3-3-3-2財 政投融資制度(肌P)の 役割

上述の産業政策の財政的基盤が1953年 に創設された財政投融資制度(FILP)で ある。この

制度は公的資金の財政及び投資に関する政府活動についての一般的名称である。

この制度には次 の二つの機能がある。一つは郵便貯金、生命保険、年金のような政府が運

営する郵便貯金制度だけではなく社会保障制度や年金制度を通 して公的資金を収集する機能

であ り、もう一つは、このようにして収集 した公的資金を特定の経済セ クターへの投資を行

う様々な投資主体 に分配する機能である。この制度 に関連する資金の総額は非常に莫大な も

のであり、国家予算のほぼ半分に匹敵する。そのため この制度は、しば しば 「第二の国家予

算」と呼ばれるのである。

公的資金は財政投融資制度を通 して、道路、空港、鉄道 といった経済発展のためのインフ

ラ整備や、病院、学校、下水道施設と言った生活環境の向上のために投資されることになる。

この制度は、工作機械産業に対する産業政策 として、1956年 に制定されその後3回 の改正を

経て15年 間有効であった機械産業振興法の財政的基盤となっていた。 この法律に従って公的

資金が財政投融資制度 を経て低金利 で多数の企業 に融 資されたのである。さらに正確にいえ

ば、日本開発銀行 が大手企業に融資 を行い、中小企業金融公庫が中小企業に融資を行った の

である。工作機械産業は最優先産業 にランク付けされてお り、二番目が自動車産業であった。

このことは、工作機械産業が育成すべき最も重要な産業 と見なされていたことを示 している。

この法律の目的は一般機械産業の設備の近代化を促進することである。一般機械産業に属

す る企業は工作機械の大口需要者で あるため、この法律によって工作機械の需要を増大させ

る効果があった。 また、この法律の もう一つの特徴は大企業だけではな く、中小企業につ い

て も育成の対象としたことである。一般的には、中小企業は銀行融資を受ける際に大企業 と

比較 して不利であるといわれている。 しかしなが ら、 この法律に基づいて上述 した政府系の

投資主体から融資を受けた企業は 「カウベル効果」によって民間銀行か らも融資が受けやす

くなるのである。 なぜならば、公的資金の融資を受けることについて適格性があることは、
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その企業の財政基盤が健全である証拠と見なされるか らである。 日本の産業政策は大企業 の

育成だけが目的ではなかったといえるのである(注1°)。

以上のことから、関税面においては、工作機械産業 に対する産業政策は国内産業を保護す

ることを目的としていなかったが、上述の通 り財政面 においては、産業政策は工作機械産業

の発展に対 して非常に効果的であったといえるのである。

3-3-4日 本の工作機械産業の成長条件

ここまで日本の工作機械産業の成長の過程 を分析してきたが、欧米の技術に追いつき追 い

越す過程においては、技能の蓄積 と熟練が重要な役割 を果た してきた。 しか しなが ら、後述

の別の重要な要素 もあ り、それらは発展途上国の工作機械産業の成長を考える際に重要 とな

るのである。

3-3-4-1階 層的生産構造

日本の工作機械 産業の成長 に影 響 を与えた もう一つ の要素 は生産構造 で ある。 日本 の工 作

機械産業 は 自動車 産 業 と同様 の生産 構造 、いわゆる階 層的構造 とジャス ト ・イ ン ・タイ ム の

生産 システ ム を有 している。 これ らは 日本 の 自動 車産 業の高 い生産性 と 同様 に高品質の基 盤

と して よ く知 られ ている。例 えば、 トヨタ自動車 の生産構造 は一次下請 、二次下請、そ して

三次下請 の総 計34000社 もの部品 メーカーか ら成 ってお り、 トヨタ 自動車 の品質 と価格 は ト

ヨタとその下請 メーカー との共 同作 業の結果なので あ る。 このよ うな生産 システムの経 済 性

につ いてはCoale,R$.[1937]あ るいはWilliamson,0.E.[1989]に よる と、機会 費用や 制

約 された合理性 を起 こらな いよ うにするよ うに取 引費用 や情報 コス トを節約す るものと して

説 明 されて いる。 これ については、 また 「成 長の分 担」 つ ま り トヨタが 成長す る時 に下請 メ

ー カー も成 長する として説 明され るか
、あるいは 「リスクの分担」 として説明 され る(注11)。

そ して 、大部分 の工作機械 メーカー は自動車 メーカー と同様 に上述 の二 つを採用 している の

で ある。

日本の工作機械産業 は、 日本工作機械工業会(JMTBA)が1989年 と1990年 に行 った調査

による と、次 の通 り要約 され るよ うな生産構造 を共有 して いる。 自動車 産業 にお ける組立 メ

ー カー に該 当する工作機械 メーカーが124社 あ り
、そ して金属鋳造、金属加工、鍛 造そ して

組 立のよ うな異なる産業 に属 する一次下請メーカーが5354社 あ る。二 次下請メーカーの数は

約35000社 と推定 され 、 これ は トヨタ自動車 の下請 メーカ ーの総数にほぼ等 しい。そ して、
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工作機械の生産に関する労働者の総数は約20万 人である。 このことから工作機械の生産 には

多数の企業 と労働者が関係 している といえ、日本の工作機械産業の高生産性 と高品質は技術

レベルや中小企業の高生産性のみならず、この効率的な生産構造の結果でもあるのである。

3-3-4-2工 作機械を購入する産業の成長

工作機械について最も大きな需要があるのが自動車 産業、一般機械産業、そ して国際市場

である。前述 した通 り日本の工作機械産業は、その水 準を急成長の時期 に自動車産業や家電

産業 と共同で向上 させることができた。自動車産業、一般機械産業の生産が増加すると工作

機械産業の需要は大きく増加するのである。従って、一般的には、日本の成功は輸出が要 因

となって引き起とされたものである とされているが、 この例は工作機械 産業はそのようなケ

ースには該当せず 、むしろその成長 を促進 したのは国 内需要であったことを示しているので

ある(注12)。

3-3-5韓 国及び中国の工作機械産業の成長

3-3-5-1現 在の韓国工作機械産業

韓国の工作機械産業の成長については表3-3に 示した通 りである。1992年 には景気が後退

し、工作機械の生産も下落 した。しかし、1994年 には著 しく増加 し成長は継続 している。こ

の成長はNC工 作機械と自動車産業向けの特殊用途の工作機械の増加によるものであった。そ

の結果として1993年 にはNC工 作機械のシェアは総生産額の半分を超えたのであった。そし

て、この数字は韓国の工作機械産業が高い品質水準に達 した ことを示 している。

韓国の工作機械産業の輸出入については表3-4及 び表3。5に 示した通 りである。1995年 に

は輸出額、輸入額 ともに急激に増加 してお り、特に輸出額は前年の2倍 を超えている。また

NC工 作機械の輸出のほとんど全てがNC施 盤及びマシングセ ンターである。輸出相手国はア

メリカ、ヨー ロッパ、及び中国である。特に中国に対する輸出は著 しく増加 してお り、過去2

年間の3倍 を上回っている。一方、輸入については日本と ドイツか らが中心である。このよう

な ことから、韓国 の工作機械産業の貿易の特徴は価格優位性のある伝統的な工作機械を輸出

し、技術水準の高いCNC工 作機械 を輸入する構造であるといえるのである。

3-3-5-2韓 国工作機械産業における技術移転 と技術管理

韓国の近代産業の発展に影響を及 ぼしている一つの要素は、ミクロ的な産業政策のみな ら
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ずマクロ的な産業政策も推進する政府の強い指導力で ある。政府は経済政策のガイ ドライ ン

として5ヶ 年計画を設定し、また家電産業、エレク トロニクス産業、自動車産業のような戦略

的産業については特別振興法を制定 している。これらの政策の目的は少数の大企業を成長 さ

せ ることであ り、それによって例えば補助金、優遇税制、研究開発に対する融資、教育等 を

通 して輸出を促進するだけではなく、貿易相手国の参入障壁 を克服できる強い競争力をつ け

させることである。1960年 代及び1970年 代のこのような政策 の影響は 「チョポル」(企 業グ

ループ)の 形成に表れてお り、そのチ ョボルは造船だ けではなく家電製 品や半導体の世界 市

場において大きなシェアを占めるほどになったのである。上述の育成対象となった産業にお

いては、まず最初に技術だけではなくノウハウも習得することができる下請生産やOEM生 産

を行うことによって、特にエレク トロニクス分野において先進技術 を取 り入れたのであった。

次の段階では、それらの産業は合弁事業を通 して技術や技能を蓄積した。1980年 代において

は、チョボルは技 術的能力を育成 し、外国企業を追い越すことができる国際競争力を身につ

け、海外での生産 を拡大するに至ったのである(注13)。

表3-7一71980年 近辺における日本の工作機械メーカーの韓国に対する技術協力

日本企業 韓国企業 対象製品 年度

山崎マザック 韓国重工業 旋盤 1976

池貝鉄工 大宇重工業 NC旋 盤 1977

牧野製作所 大宇重工業 フライス盤 1977

日立精機 起亜機械 旋盤 1979

滝沢機械 貨泉機械工業 NC旋 盤 .・

(出所)FA関 連産業ハ ンドブック

上述の産業政策 は工作機械産業に も影響を及ぼした。韓国における工作機械の生産は朝鮮

戦争後に始まったが、後発組であったため特許の使用許諾 を受けたり、下請生産 といった技

術協力によって先進技術を導入 した。いくつかの 日本の工作機械メーカーは早い時期に海外

直接投資(FDI)に よって工場を建設し進出した。例えば1967年 に設立された韓国工作機械

は日本との最初の合弁企業であ り、 日本側のパー トナーは第一金属であった。もう一つの例

は ファナックであり、主にCNC工 作機械 とそれの部品を供給する子会社が1978年 に設立され

た。(日 本から他のアジア諸国に対する工場移転については表3-2を 参照)ま た、1980年 前

後 における日本 と韓国の企業の間の技術協力の例は表3-7に 示 した通りである。
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表3-8韓 国の主要工作機械メーカーの出荷シェア及び主要製品別売上高構成

(単 位:億 ウォン ・%)

出荷シェア 主要製品の売上構成

出荷額 シェア 総売上高 製品区分 比率

専業 貨泉機械工業 806 11.1 7527 NC工 作機械 55.9

汎用工作機械 a4.i

大宇重工業 1,027 14.1 32,518.6 工作機械 3.8

造船 ・プラン ト 42.6

自動車 10.7

建設機械 8.8

鉄道車両 5.9

現代精工 :. 10.8 15,483.7 工作機械 5.5

自動車 27.a

鉄道車両 17.8

自動車部品 14.4

コンテナ 11.8

特殊重機 11.5

兼業 統一重工業 691 9.5 2,791.2 工作機械 25.1

自動車部品 50.7

特殊品 8.6

現代自動車 544 75 90,522.5 工作機械 0.6

乗用車 67.7

商用車 23.3

斗山機械 375 5.2 1,470.5 工作機械 38.4

化学機械 41.1

食品機械 20.5

双竜精工 282 5.2 520.2 プレス機械 54.7

自動車部品 30.6

産業機械 io.i

ハンファ機械 115 1.6 2,801.6 工作機械 4.1

ベアリング 67.1

(出所)韓 国工作機械工業協会

チョボルが成長するにつれて、それは工作機械産業 において子会社を設立 した。 これは ま

さに、第二次世界大戦以前に日本の財閥が取ったのと同 じ戦略であった。そ して、このこと

は韓国の大手工作機械メーカーの大 部分がチョボルに属 してお り、親企業のために特定用途

の工作機械を生産 していることを示 している。表3-8は 韓国における工作機械の出荷シェアを

示 しているが、これによるとこの産業におけるチ ョボルの重要性は明らかである。貨泉機械

工業が唯一、工作機械専業メーカーであるが、そのシェアは10%を 少 し上回るだけである。

大宇重工業、現代精工、統一重工業 といったより大きなシェアを有する他の企業はそれぞれ



50

チ ョボルに属してお り、工作機械専業ではなくむ しろ親会社である自動車メーカー向けの部

品や設備 を生産 しているのである。

工作機械産業に関しては、上述 した産業政策に従って輸出に耐えうる製品を生産するた め

の早道 としてよ り高品質の外国製工作機械が輸入され た。このことか ら、この産業には余 り

関心が払われなかったということができる。その結果 、基幹技術の外国企業への依存 と日本

及び ドイツとの工作機械の貿易における赤字が発生したのである。

1995年 に、韓国政府は資本財を生産する産業を育成する政策を打ち出した。それは大企業

だけでなく中小企業も育成することによって産業機械や工作機械 といった資本財を商業化 し

大量生産することを目的としていた。政府はこれまで資本財産業においては、商業生産よ り

もむしろ研究開発 あるいは試験生産 を支援していた。その結果、韓国では資本財の大量生産

や商業化に向けて の研究開発と同様 に自国での機械、部品、材料の生産 という面において遅

れ をとることにな った。それゆえ工作機械産業は研究開発投資の不足 というような問題に直

面 し、研究開発については外国技術 に依存することになった。そ して、そのような ことはま

た韓国の工作機械産業が台湾や中国に追いつかれるという結果をもたらしたのである。

従って、新 しい政策はこの状況の改善、及び中小企業の技術水準を向上させ大量生産のた

めの技術を育成す ることによって工作機械における貿 易赤字の改善を目的としている。それ

には次の五つの政策手段が含まれて いる。第一は中小企業に対する資金供給条件の調整によ

る工作機械に関す る国内需要の拡大 、第二は戦略的商品の開発や工業標準の策定 という生産

支援の拡大、第三 は品質保証、第四は人材の育成及び技術水準の向上、そ して第五は海外か

らの投資の導入で ある。韓国政府は工作機械産業が外国技術から完全に独立するためにこの

政策を取 り入れたといえるのである。

3-3-5-3韓 国工作機械産業の将来の発展に向けて

韓国工作機械産業の技術水準は表3-9に 示 されている通 り、今 日までずっと向上 し続けてい

る。施盤、フライス盤、研磨機、穿孔機等の伝統的な工作機械は外国技術に依存 してお らず、

自国内での生産の割合はほぼ100%で ある。 これ に対 して、自動車製造用のCNC研 磨機、ワ

イヤカ ット放電加工機、レーザー ビーム加工機等のCNC工 作機械 に関連する高度な製品につ

いては自国内での生産の割合は50%を わずかに上回るだけである。すなわち、CNC装 置、サ

ーボモーター、ベアリング、ボールスクリュー等の部品に関 して核 となる技術は日本から輸

入 されているのである。
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技能 を向上 させ ノウハ ウを蓄積す るための一つ の方法 は、Arrow,K.J.[1962]及 びHirsh ,W.

[1952]に よって示 されて いる通 り 「実地 で学ぶ こと」で あ る。言 い換えれ ば、そ の産 業 に

おいて生産が拡 大すれば、生産性や技能 の向上はそれ に伴 って ついて くる とい うことであ る。

日本の工作機械 産業 は自動車産 業や一般機械 産業 の成 長 によって この ことを経験 した(注14)。

表3-9韓 国における工作機械機種別国産化状況

機種 国産化年 国産化率 主要輸入部品

ボール盤 1965 98 ベアリング

旋盤 1947 95 ベアリング

フライス盤 1967 95 ベアリング

平面研削盤 1970 95 モーター ・ボールね じ

中ぐり盤 .;
95 ベア リング ・カ ップ リング

機械式プレス ins 90 ベアリング

マシニングセンタ .一
65^-80

(80～85)

CNC装 置 ・ベア リング ・ボールね じ ・サーボモー タ

CNC旋 盤 1977 60～70

(75～90)

CNC装 置 ・サー ボモータ ・ボールね じ

CNC研 削盤 .; 65 CNC装 置 ・サーボ モータ

ワイヤカッ ト放電加工機 ・:.
54 CNC装 置 ・エ クス チ ェンジャー ・ボー ルね じ ・ベ アリ

ング

レーザー加工機 .・
50 レーザー発振機 ・CNC装 置

(出所)韓 国工作機械工業協会

こうして発展した韓国のエレク トロニクス産業は、半導体やメモ リーチップといった製 品

を生産することにおいて トップレベルの技術を確立 した。さらに自動車産業はまだ成長 し続

けてお り、工作機械の需要の4分 の1は 自動車産業によるものである。それゆえ、自動車産業

及びエ レク トロニ クス産業の拡大に伴って、前者は実地に学ぶための基礎をもたらし技能の

向上を導き、後者はハイテクを普及させCNC工 作機械の核となる技術を向上させたのである。

日本経済の発展 は民間部門と政府 部門の問の調和の とれたバ ランスに基づ くものといわれ

ている。すなわち、両部門は成長過程において微妙なバ ランスを保って きたのである。 これ

に対 して・韓国においては政府部門が民間部門よ りもよ り強い指導力を発揮した。 しか しな

がら、その政策は特定の産業において大企業を育成す ることには成功したが、中小企業を育

成することには失敗 したといえる。それゆえ、しばしば韓国経済の弱点は中小企業 において

見出されるといわれるのであり、中小企業を育成するための政策手段が必要 とされるのであ

る(注15)。
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工作機械産業は基幹産業から先進産業、ローテク産業か らハイテク産 業まで経済全体の技

術水準を反映している。ファナックは日本においてと同様に韓国においてCNC工 作機械向け

の同じ部品を製造 しているが、韓国 の工作機械メーカーは日本製の部品を輸入する。なぜな

らば、その日本製部品は日本企業が使用してお り、また依然 として両国 間の工作機械産業の

問には品質面での格差が存在しているからである。しかしながら、日本 の工作機械メーカー

は発展途上国に対 して最新の技術や ノウハウを供与することについて神経質になっている。

なぜならば、いわゆる 「ブーメラン効果」を恐れるか らである。クロス ライセンスはこの こ

とを克服する一つの方法であり、韓国企業が技術水準 を向上させることに役立つものである。

そ して、それによって韓国企業の技術水準が 日本企業が満足する水準に到達するといえる の

である。

これらに加えて、適切なマーケティング戦略が確立 される必要がある。韓国経済において

は労働コス トはもはや国際競争力の基盤にはなってお らず、韓国の工作機械産業は台湾 と競

争状態にあり、中国には追いつかれ ようとしている。 この両国においては賃金 レー トが韓 国

よ りも安いか らである。 もう一方では、韓国製工作機械の平均価格は5万 米 ドルか ら10万 米

ドルであ り、10万 米 ドルか ら30万 米 ドルという平均価格の日本製工作機械よ りははるかに安

いのである。 しか し、日本製工作機械は販売マーケティングとサービスの面で優位性があり
、

それに加えて韓国製工作機械は高品質を裏付けとしたブラン ドを確立す るに至ってはいな い

のである。それゆえに、韓国の工作機械産業はマーケティング戦略にお いて激的な変化が必

要 となるのである(注16)。

3-3-5-4中 国工作機械産業における技術移転 と技術管理

中国経済 は二桁の割合で成長を続けてお り、工作機械に対する需要 も急激に増加 している。

申国の工作機械産業の規模は1992年 には世界第5位 にな り、1995年 には第7位 になった。そ

の特徴は表3-10に 示した通 り、NC工 作機械の比率が低いことであり、総生産数量のおおよそ

5%を 占めるにすぎない。従って工作機械産業の急速な成長は伝統的な製品が原動力となって

いるといえる。NC工 作機械の価格は2万 米 ドルか ら5万 米 ドルであり、それは韓国製あるい

は台湾製工作機械の平均価格 と同等の レベルであるため、中国国内にお いて購入するには高

すぎるのである。従って、中国の工作機械産業はアメ リカ、香港 イン ドネシア等に伝統的

な製品を輸出し、他方で日本、台湾 、 ドイツ、アメリカ等から精巧で高品質な工作機械 を輸

入する構造になっているのである。
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中国の工作機械産業の成長の要因の一っは先進技術の導入である。表3-2に 示されている通

り、日本か らの工場の進出先の多くは中国である。これは、外国企業の導入を図る中国の政

策、及び 日本企業が市場における将来の需要の拡大を期待 した ことの現れであるといえる。

合弁については、1993年 において主 として ドイツ(23社)、 アメリカ(16社)、 日本(9社)、

イタリア(3社)及 び、フランス(2社)が 参加 した。 ここで 日本企業の割合が低いのは、前

節で指摘 したように、日本企業の合弁に対する態度によって説明され得 る。また、工作機械

はCHINCOM等 の国際規制によって統制される戦略的商品であるとされてきたので、日本企

業は特に貿易摩擦が発生した後はその扱いについて極めて神経質になっていたのである。

表3-ld中 国における工作機械機種別生産台数

.;. 1990 1991 i・ ..

NC工 作機械 2,742 2,634 4,051 7,450 13,031

マシニングセンタ n.a. 591

旋盤 :/・ ・ 61,372 82,411 123,017 142,479

ボール盤 /・'・ 16,948 20,115 23,054 27,879

中ぐり盤 5,445 4,823 4,455 4,959 5,478

研削盤 18,007 13,008 14,984 19,803 19,455

フライス盤 15,183 12,555 14,308 20,113 23,810

平削り盤 7,386 4,937 s,aga 7,543 n.a.

その他 27,990 18,204 18,079, 22,717 n.a.

合計 178,700 134,481 163,89'228,656 262,012

(出所)中 国工作機械 ・工具工業協会(CMTBA)

中国の工作機械産業は、品質面にではなく数量面において急激な成長 を遂げた。そ して こ

れは、経営の成果 を割当数量を達成 した範囲によって評価するという計画経済のマイナス面

に起因しているのである。また、現状の技術水準からすると外国技術の吸収は最も重要な こ

とである。 これについて有効な解決策の一っは外国か らの直接投資をよ り多 く導入 し、その

技術及びノウハウを習得 し、技能の蓄積を図ることである。中国は労働 コス ト面で優位性 が

あるので、制度を適切に整備すれば外国からの直接投資を増やす ことができる。 しか しなが

ら、そのためには、税制、関税制度 、特許制度及び財 政制度等の自由な企業活動のための制

度的、法律的枠組 を作る必要がある。財政制度の欠如 、及び権力者が変わると政策や制度 も

変わるという政情不安 という理由で、今 日に至るまで外国企業が中国において事業を行うこ

とは非常に危険が大きいといわれて きた。さらに、技術の向上については、特許制度の整備

のみな らず工業標準の創設が緊急に必要となっている。現在の中国工業標準はソ連の模倣 で
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あ り欧米 の先進 技術 の標準 には合 って いな いので ある(注17)。

3-3-6技 術管理 と経済発展

アジア諸国の近年の経済成長は、特に発展途上国に組立工場を建設 し現地の人材を雇用 す

るという形態の欧米諸国の加工組立産業からの直接投資によってもたらされたものである。

これらの国にとってはそのような産業の導入は製品の輸出による貿易収入のみな らず、雇用

の増加ももたらした。このプロセスによってこれらの国は経済成長を促進し、新しい技術 を

導入 した。 この産業発展の形態は 「蛙飛び型」といわれ、これらの国が基礎技術の習得や研

究開発を迂回したことを示 している(注18)。近年の東南アジア経済における家電産業及びエ レ

ク トニクス産業の発展はこの理論によって説明することができる。つま り、上述の過程を迂

回し、優位性のある労働コス トでもって外国企業 と競争し市場の外へと追 いやったのである。

しかしながら、 このような事例は工作機械産業 には該当しない。その理由はつぎの通 りで

ある。第一の理由は工作機械が組立加工産業を構成す る一部分であり、生産工程が部品、装

置毎に分かれていることである。一つの工作機械の総合的な品質は、全ての部品、装置の品

質の合計とは等 しくならない。前述の通 り、韓国製工作機械 も日本製工作機械 もファナック

や他の日本メーカーが生産するNC装 置、サーボモーター、ベアリング等の基幹部品で構成さ

れているが、両者には品質上の差が依然として存在 しているのである。

第二の理由は工作機械が一つだけではなく非常 に多 くの部品や装置か ら構成されてお り、

それ ら品質が単純 な技術か ら複雑な技術に至るまでの総合的な技術水準 を反映していること

である。従って部品や装置を供給す る産業は技術をバ ランスの取れたレベルで開発すること

が必要となるのである。このことは1960年 代はじめの開発経済学におけるNurkseの 均衡発展

理論をHirshmanの 不均衡発展理論の問の論争を思い出させる。前に指摘 したように、日本の

工作機械の発展はヌルクセ型である と考えられる。これに対 して、現在のアジア諸国の産 業

化は蛙飛び型であ りハーシュマン型であることを示しているのである。

このことを背景 として、日本の工作機械の発展は 「雁行型」モデルであると仮定すること

ができる。これは、国内経済における内生的な発展の過程によって引き起 こされる製品サイ

クルの理論である。前述したように、欧米の先進技術の導入は跳躍型の発展をもた らしたの

ではな く・むしろ欧米に追い付 くことに役立ったといえる。なぜな らば、導入された技術 は

全て伝統的なものであり、当時の日本の技術 レベルで十分吸収することができたか らである。

こうして 日本の工作機械メーカーは、直ちに開発競争に参加す ることができたのである(注19)。
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最後に、工作機械産業に出現 した新たな革新、パソコン制御(PC)工 作機械について言 及

しておく。コンピューターは小型化 が進んでお り大部 分がパソコンである。そ して工作機械

についてもNC装 置からパ ソコンへの置き換えが進んでいる。そこで発生する問題は、工作機

械 メーカーがファナックや三菱のようなエ レク トロニクスメーカーか ら独立した立場になれ

るかどうかであり、自らが製造 したパソコンを自社の工作機械 に組み込 むことができるか ど

うかということである(注2°)。東アジア諸国の工作機械産業についても同様のこと、すなわ ち

それらの日本のエ レク トロニクスメーカーか ら独立 した立場になることができるかどうか と

いうことがいえるのである。このよ うな新技術の出現 によって、今 日世界的規模の産業の大

きな変動が発生するかもしれないのである。

【注 】
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pp.145-146

(3)斎 藤 優 『技 術 移 転 論d文 眞 堂,1979,p.30
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TechnologicalInnovation,1968,Gruber,W.H.&D.G.Marquis 　FactorsintheTransferof

Technology,1969及 び斎 藤 優 『技 術 移転 論 』,1979を 参考 に した。

(6)一 つ の例 と して 、フ ラン ス企 業 で あ るCazeuneuveS,A,社 か らライ セ ンス を受 け た豊 田 工

機 の研 磨 機 が挙 げ られ る。

(7)欧 米 企 業 の この姿 勢 は 日本 企 業 のそ れ とは極 めて 対 照 的 で あ る。3-3-5-3に お いて 詳 細

に議 論 して い る。

(8)日 本 の 財 政 投 融 資 制 度 の役 割 につ いて はTsuji,M,"RoleofthefiscalInvestmentandLoan

PrograminJapaneseEconomicGrowth",ProceedingsoftheInternationalConferenceof
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Queens夏and,1992,pp.597-607を 参 照。

(9)Komiya,R.etal.,lndustialPolicyofJapan,AcademicPress,NewYork,1988,chapterSを 参

照 。

(10)財 政 投 融 資 制 度 の効 果 に つ いて は 長 い 間論 争 が 続 いて い る。 堀 内 ・大 滝 「金 融:政 府 金

融 と銀 行 貸 出 の重 要 性 」で は、 日本 の経 済 成 長 にお け る 財 政 投 融 資 制 度 の役 割 に対 す る

疑 問 が 述 べ られ て い る。そ して そ の理 由 と して 、財 政 投 融 資 制 度 を通 して利 用 可 能 な 資

金 の ほ とん どは 、農 業 関 連産 業 、海 運 業 、石 炭 産 業 と い っ た傾 斜産 業 に投 資 され て お り、

リー デ ィ ン グ 産 業 に は 投 資 さ れ て い な い と い う こ と を 挙 げ て い る。 こ れ に 対 し て
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CalomirlsandHimmelbergは 、 工 作 機 械 産 業 にお け る財 政 投 融 資 制度 の積 極 的 役 割 を経

験 的 に示 して い る。

(11)こ の生 産 シス テ ム の本 質 は市 場 を通 さず に経 済 的 に行 う こ と に ある 。組 立 メ ー カ ー と部

品 供 給 業 者 との 問 の長期 的 な 契 約 関 係 も また 重 要 で あ る 。そ して 工 作 機 械 メ ー カ ー が ジ

ャス トイ ンタ イ ム 方 式 を採 用 して いた の で 、部 品 供 給 業 者 は通 常 は組 立 メ ー カ ー の近 隣

に位 置 して いた の で あ っ た。

(12)計 量 分析 を用 い て構 造 変 換 の分 析 を した もの につ いて は 、Tsuji.,M.(etal),"Growthand

IndustrialTransformationoftheJapaneseMachineToolIndustry"を 参 照 。 これ によ る と 、

自動 車 産 業 、一 般 機 械 産 業 と工 作 機 械 産 業 との関 連 を分 析 し、 自動 車 産 業 の 生産 が1%

増 加 す る と工 作 機 械 に対 す る需 要 は17.295%増 加 し、 ま た 、一 般 機 械 産 業 の 生産 が1%

増 加 す る と工 作 機 械 に対 す る需 要 は21.428%増 加 す る と い う結 果 が 出 され て い る 。

(13)韓 国 のエ レ ク トロ ニ ク ス産 業 の 事例 につ いて はHobday,M.,InnovationinEatAsia ,

EdwardElgar,London,1995を 参 照 。

(14)日 本 との最 初 の 合弁 企業 で あ る韓 国 工 作 機 械 は下 請 と して技 能 労働 者 集 団 を雇 用 した 。

彼 らはそ の会 社 か らス ピ ンア ウ トした元 従 業 員 で あ る。この 方 式 は 労 働 者 が 自 ら技 能 を

向上 させ る こ とに対 す る誘 因 とな る の で あ る 。 「月刊 生産 財 マ ー ケ テ ィ ン グ」1996年6

月号p,A-50参 照 。

(15)Amsden,A.H.,Asia'sNextGiant,OxfordUniversityPress,Oxford,1989,chapter7に お いて 、

韓 国 の 中 小 企 業 につ いて の問 題 点 が 議 論 され て い る 。

(16)工 作 機 械 の 世 界市 場 にお いて は 、 ドイ ツ 製 とア メ リカ 製 の ものが 最 も価 格 が 高 く30万

米 ドル以 上 で あ る 。日本 製 の もの は10万 米 ドル か ら30万 米 ドル の間 で 中 間 レベル で あ

る。 韓 国 製 や 台 湾製 の も の は10万 米 ドル 以 下 で あ る 。 最 近 で はFadalやHaasと 言 っ た

よ う な米 国 の工 作 機 械 メー カ ー が 台 湾 製 の もの と同等 の 低価 格 の 工 作 機械 を供 給 して

い る。

(17)中 国 の 工 業 標 準 に つ い て は 、Kiyokawa,Y.andS.Ish晝kawa,"TheSignificanceof

StanderdizationintheDevelopment .oftheMachine-ToolIndustry:TheCasesofJapanand

China,Part2"を 参 照 。 ま た ソ 連 の 特 許 制 度 の 問 題 点 に つ い て はIshikawa
,M.,

"TechnologyMan
agementofEasternEuropeintheEraofTransition ,DiscussionPaper

96-06,0sakaUniversity,1996に お い て議 論 して い る。

(18)Soete,L.,"lnternationalDiffusionofTechnology,lndustrialdevelopmentandTechnological

Leapfrogging,",Barro,RJ.&X.Sala-1-Martin ,EconomicGrowth及 びHobday,M.,

InnovationinEastAsiaを 参 照

(19)雁 行 型 の 産 業 発 展 モ デ ル はAkamatsu,K.,"HistoricalPatternofEconomicGrowthin

DevelopingCountries;'TheDevelopingEconomics ,PreliminaryIssue,No.1,に よ っ て最 初

に提 唱 され た が そ れ は違 った 意 味 で用 い られ て きた 。そ れ は近 年 の ア ジ ア諸 国 の経 済 発

展 を 日本 が編 隊 の 先 頭 を飛 び 、 そ の後 に韓 国 、台 湾 、香 港 、 シ ンガ ポ ー ル そ して そ の他

の国 々 が続 く とい う説 明 で あ る 。本 章 で は この モ デ ル を本 来 の意 味 で 用 い た 。

(20)こ れ に は工 作 機 械 メ ー カ ー に対 す る経 済 的 な 誘 因が存 在 す る。なぜ な らば 、工作 機 械 メ
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一カーはエ レク トロニクスメーカーに対 して工作機械 の価格の半分以上を支払
ってお

り、これが大きな負担になっているか らである。この理由は、NC装 置が工作機械の中

でブラックボックス的な存在であるということである。
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第4章 ベンチャー育成政策

4。1本 章の目的

本章ではベンチャー育成政策を取 り上げる。第1章 で述べた通 り、ベンチャー育成政策は主

として技術革新 プロセスの中の新技術の商業化段階に対 して効果を発揮する政策である。一般

的にいうと、ベンチャー企業は独自の技術、ノウハウを擁して、既存の企業が手がけていない

分野の事業を行 うものである。そ して、その中か ら事業として成功を収め、新 しい産業が生 じ

る こともある。従って、技術開発に重点をお くベンチャー企業を育成する政策を積極的に推進

す ることは、今 日の技術政策の中でも重要な位置付けにあるといえるのである。実際にも日本

経済は1990年 代に入って低迷が続いてお り、バブル崩壊後、日本経済はゼロ成長が続き、企

業の業績は芳 しくない。円高の進行、金融 システム不安、雇用不安といった状況の中で、製造

業を中心とした産業の空洞化が進み、日本経済は閉塞感を強めている。そこで、技術力のある

ベ ンチャー企業を育成することで、新たな産業を興 し、日本経済 を活性化させていくことが求

め られている。また、地方においても、東京、大阪、名古屋を中心とした大都市圏への集中に

対抗 し、地方における生活を向上させていくために、地域経済の活性化を目的とした様々な政

策が講 じられている。この中の一つとして、本論文で明 らかにす るように技術志向が強い研究

開発型のベンチャー企業(勸の育成政策が重要度を増 してきている。

そこで、本章では第一に、地方においてベンチャー企業の育成が必要 とされているのはなぜ

か という点を分析する。第二に、数多くの優れたベンチャー企業が生 まれてきた米国における

ベ ンチャー企業育成の環境と日本のそれとを比較検討 して、相違点及び問題点を明 らかにする。

但 し、その場合に大都市圏及び地方圏の持つ特質を考慮に入れて検討を進めていきたい。そし

て、最後に本章のまとめとして、地方においてベンチャー企業 を育成するためには、どのよう

な施策が必要か、主として地方 自治体が行 う公的支援 を中心 に考えていきたい。

4。2地 域経済の活性化

4-2-1大 都市圏と地方圏との格差の解消

第二次世界大戦後の経済復興期か ら高度経済成長期にかけては、経済発展を牽引する大企業

を中心に大都市近郊に工場が数多 く建設され、そこでの雇用を求めて地方圏か ら大都市圏へ大

量 の人口流出が発生した。この大都市圏への企業、人口の集中に伴い、大都市圏と地方圏との

経済面での格差が拡大 し、同様に生活面、文化面、情報面等様々な分野においても格差は開く

一方であった。その後、高度経済成長の恩恵は地方圏にも及び、地方経済が発展するにつれて
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大都市圏か ら地方圏への人口の流出が始 まった。その結果、地方圏と大都市圏との格差が縮ま

ることが期待 されたが、この期待は石油ショックによって打ち砕かれた。

二度に渡る石油ショックを日本経済は製造業のエ レク トロニクス革命によって克服 した。こ

の過程で主導的な役割を果た したのが自動車、家電等の加工組立産業であった。そして、1980

年代に入るとこれ らの産業は、大都市圏における地価、人件費等の生産コス トの上昇等の要因

から生産拠点を地方に移転し始めた。さらにバブル経済期にはこの傾向がよりいっそう進展 し、

シリコン・アイランドと呼ばれる九州やハイテクバ レーと呼ばれる東北南部での工場立地がめ

ざましく進んだ。このような地方圏への大企業を中心 とした生産拠点の移転によって、地方圏

の経済発展がもた らされ、大都市圏との経済的な格差が徐々に解消されてきたのである。

地方圏と大都市圏との経済的な格差の解消が進んだ要因として、上述の大都市圏からの生産

拠点の移転の他にさらに二つの要因が考えられる。一つは交通インフラの整備、充実であり、

もう一つは情報通信インフラの整備、充実である。前者については、鉄道による高速での都市

間輸送の充実、高速道路網の整備が挙げられる。特にJR各 社による地方の拠点都市を中心と

する高速都市間輸送の充実によって、拠点都市を中心 とした地方都市の結合が格段 に進み、そ

れぞれの地方圏の規模が大きくなったことが大きな要因として挙げられる。後者については、

パソコン通信、イ ンターネッ ト等の普及によって、大都市cと の情報面での格差が解消されは

じめてきたということである。すなわち、地方圏にあっても大都市圏とのタイムラグな しに、

世界中の情報にアクセスすることが可能とな り、また、地方圏からも直接世界 に向けての情報

の発信が可能となってきたのである。

こうして地方圏においても大都市圏との経済的な格差をは じめとする様々な格差が解消 さ

れつつあり、地域経済の活性化が進展する素地ができてきたといえる。

4-2-2ベ ンチャー企業の育成が必要とされる理由

上述 した通 り、地方圏においては大都市圏か らの工場の移転、交通インフラ、情報通信イン

フラ等の整備によって、地域経済の活性化が進展する素地ができ、実際に様々な施策が講 じら

れているが、その中で地方圏に根ざしたベンチャー企業の育成が必要とされる理由について考

えていきたい。

現在、地方圏においては大都市圏か ら移転 してきた大企業の工場がその地域の経済を牽引し

ている場合が多い。特にバブル経済期において、生産拠点の地方移転が急速に進んだこともあ

って この傾向が強い。しかしなが ら、バブル経済崩壊後の円高の進行によって、製造業では生
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産拠点の海外シフトが一気に加速 した。すなわち、それまでは大都市圏か ら地方圏への工場の

移転が中心であったものが、大都市圏から直接海外へ、あるいは地方圏へ移転した工場をさら

に海外へ移転させるという動きが急速に進展 してきたのである。これによって、地域によって

は経済の申心的基盤を失うというケースもでてきている。また、バブル経済崩壊後の円高は、

地場産業にも直接大きな影響を与えている。これらの要因によ り地方圏においては、雇用に対

する悪影響が懸念されるようになってきたのである。

地域経済の活性化のためには、雇用の創出は非常に重要な施策である。一般的にいって、現

在の状況では既存の地場産業 も円高の影響を受けているケースが多 く、十分な雇用の創出を期

待することはできない。一方、これまで地域経済において雇用の創出に多大な影響を及ぼして

きた大都市圏からの工場の誘致についても停滞状態となってお り、雇用の創出に対する寄与度

は下がってきている。こうした状況の下では、地方圏の雇用を吸収 し、さらに新たな雇用を創

出 し地域経済を活性化させていくためには、地域内の資源を活用 し新たな産業を興す必要があ

る。このことか ら地域内の資源を活用し地域に根ざしたベンチャー企業を数多く育成 し、発展

させていくことが地域経済の活性化のために必要と認識されてきたのである。

4-3ベ ンチャー企業の役割

4-3-1戦 後の日本経済の構造転換

第二次世界大戦後の日本経済の発展を振 り返ってみると、1970年 代以前、1980年 代及び

1990年 代の三つの時期に大きく分けることができる。1970年 代以前は高度経済成長期であり、

欧米諸国か らの導入技術をベースにしたプロセス・イノベーションによる生産性向上が図 られ、

規模の経済性《勘 が追求された。そして、この時期の中心 となる産業は鉄鋼、化学等の素材産

業であった。

1980年 代は経済の安定成長期であり、プロセス ・イノベーションだけではな く、新製品、

新サービスの創出というプロダク ト・イノベーションにも重点がおかれるようになった。また、

この時期 においては、範囲の経済性(注3)が追求された。そ して、 この時期の中心となる産業 は

素材産業から自動車、電機 といった加工組立産業 にシフトしたのである。

これに対 して、1990年 代は経済の成熟期であり、情報通信網等のインフラの整備が求めら

れている。そ して、これによって国境や業種の壁 を超 えたネットワークの経済性(i$4)を追求す

る動きが起 こりつつある。この場合のネットワークの経済性 とは、専門性の高い多様な主体が

できるだけ多く参加 しお互いの交流ができるだけ多いほど、新 しい製品、サービスが創出され
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付加価値が高まることである(注5)。この時期の中心 となる産業は、マルチメディアに関連する

情報通信産業である。

4-3-2ベ ンチャー企業の役割

1970年 代以前の高度経済成長期においては、経済発展に占める大企業の役割が大きかった。

素材産業を中心 とした大企業は、欧米諸国か らの導入技術をベースにプロセス ・イノベーショ

ンを進めることでコス ト削減を図り、大量生産、大量販売によって、規模の経済性をいかんな

く発揮した。1980年 代の安定成長期においては、既存の事業の成長力は鈍化 したものの事業

の多角化に乗 りだし、範囲の経済性を追求することによって一定の成長力は保った。しか し、

1990年 代の成熟期に入ると、多くの大企業は成長力を失い、事業のリス トラクチャリングを

迫 られている。大企業は、規模の経済性もしくは範囲の経済性を追求するためには最適な組織

であるが、これ らの経済性がさほど重要視されなくなった今 日においては成長力が失われてき

ているのである。

一方、現在の経済性の特徴であるネットワークの経済性を活か し、プロダク ト・イノベーシ

ョンによ り新製品、新サービスを創出していくのに最適な組織がベンチャー企業である。その

理 由としては、①規模が小さく専門性が高いがゆえに社内外の経営資源を連結 しやすいこと、

②経営の意思決定が迅速かつ柔軟であること、③ニッチな分野 に集中できること、④失敗 して

も失うものが少な くリスクテイクが可能なこと等(注6)が挙げられる。

これらのことか ら、規模の経済性、範囲の経済性の役割が後退 し大企業の牽引力が減退して

いる90年 代において、低迷を続けている日本経済を再び成長軌道に乗せていくためには、ネ

ットワークの経済性を十分に発揮できプロダク ト・イノベーションを創出する力のあるベンチ

ャー企業が数多く生まれ、成長 していくことが極めて重要になるのである。

4-4ベ ンチャー企業を取 りまく環境の日米比較

4-4-1日 本のベンチャー企業の特徴

米国ではアップル ・コンピュータやマイクロソフト等、現在では世界的な大企業となったベ

ンチャー企業の成功例が数多くある。これに対 して、日本では米国の例に見 られる起業家が一

か らビジネスを起 こして大企業まで成長させたという例は、ソニー、ホンダ、京セラ等を除い

てはあまり多 くはない。

それでは、日本では一部の例外を除いてベンチャー企業は存在してこなかったといえるので
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あろうか。 日本経済は50年 代の繊維、60年 代の鉄鋼、70年 代の自動車、家電、80年 代のハ

イテク産業というように、その時々においてリーディング産業が興って産業構造の転換に成功

してきた。一般的には、産業の構造転換の発生に対しては、ベ ンチャー企業の果たす役割が大

きいといわれている。日本においてベンチャー企業が存在 してこなかったとするならば、この

経済の構造変化が起こってきた要因は何であろうか。

これについての最大の要因は、企業グループの存在であり、それをベースに日本では米国型

とは異なった形態の子会社・分社化ベンチャーといわれるベンチャー企業が生まれてきたこと

にある。戦後の日本経済を担ってきた大きな力は企業グループであ り、日本企業は旧財閥系の

6大 企業集団を代表として、大なり小なり企業グループを形成 してきた。企業グループには、

ワンセット主義といわれるように、様々な産業にグループ内企業が含まれている。企業グルー

プは、次代のリーディング産業が明らかになると、その分野のグループ内企業に経営資源を移

し産業構造を転換させてきた。こうして古河財閥の富士電機か ら富士通、豊田自動織機か らト

ヨタ自動車、イ トーヨーカ堂か らセブンイ レブンが生まれたのである。この子会社 ・分社化ベ

ンチャーという形態が、日本におけるベンチャー企業の中心であり、最大の特徴である。

しか しなが ら、既に成熟 し生産拠点の海外移転が進む現在求められていることは、国内で新

しい雇用を創出し、次世代のリーディング産業となるべき新 しい産業を生み出すことである。

1980年 代までは子会社 ・分社化ベンチャーによって産業構造の転換 を図ることができたが、

1990年 代に入ると、技術や産業構造の変化が著 しくなり、将来のリーディング産業に必ず し

もグループ内企業が入っている保証はなくなってきた。言い換えれば、これまでの子会社 ・分

社化ベンチャーによって産業構造 を転換し、新 しい産業を創出していくメカニズムが十分 には

機能 しないということが生じうるのである。そ こで、日本経済が次世代のリーディング産業を

生み出すためには、米国型のベンチャー企業 も生まれるような環境を作っていく必要がある。

このような視点か ら、次にベンチャー企業を取 りまく環境について見ていくことにする。

4-4-2ベ ンチャー企業を取 りまく環境の日米比較

ベンチャー企業が育成される環境とは、人、資金、情報という三つの経営資源を効率的にベ

ンチャー企業に配分するメカニズムが有効に働 くことである。言い換えれば、ベンチャー企業

の育成のためには、起業家、創業資金及び運転資金等の資金、そ して技術、経営、市場情報等

の情報という三つの資源が必要となる。そこで、ここではベンチャー企業を取 りまく環境につ

いて、日米間の比較を行 う。そ して、日本 についてはそれと大都市圏と地方圏の有するそれぞ
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れの特質との関連 を明らかにする。

4-4-2-1人

米国では、建国以来のフロンティア精神か ら他人に雇われるよりも自分で事業を起こす こと

の方が理想とされ、成功すればアメリカン ・ドリームの具現者として賞賛される。言い換えれ

ば、起業家に対する社会的評価は高いといえる。従って、大学 を卒業しても大企業に就職 して

定年まで勤め上げることは稀であ り、理工系の出身者であっても自らの専門分野だけではな く、

ビジネススクールで経営を学び、事業を起 こすことが多い。

一方、日本では大都市圏、地方圏を問わず、起業家に対する評価はあまり高くはない。特 に

高学歴者については官庁や大企業に就職することが多く、起業家を志す者は少ない。さらに、

地方圏においては大都市圏よ りも年功序列の考え方が強く、起業家が生まれにくい傾向にある

といえる。

この日米間における相違の背景には、教育制度 と人事制度の相違があるといわれる。そ こで、

この二つの制度 について検討することにする。

①教育制度

教育制度については、一般的に米国では個性が重視され、日本では協調性が重視 されるとい

われている。米国では個性重視の観点か ら、特定の分野でNo.1を めざす教育が行われ、起業

家精神が育まれる。これに対 して、日本では協調性重視の観点から、周囲と協調 して同一歩調

をとる教育が行われる。この相違か ら、米国ではプロフェッショナル志向の人材が育ち、日本

ではゼネラリス ト志向の人材が育つのである。従って、米国の教育制度の下で、起業家を志す

人材が多 く輩出される可能性が高いということは明らかである。

②人事制度

米国の人事制度は契約雇用 ・業績評価が基本である。また、採用面では人材の外部市場、す

なわち中途採用市場が発達 している。従 って、ベンチャー企業を起こし失敗したとしても、他

の企業に就職することが十分に可能であり、逆にベンチャー企業も必要な人材を外部市場か ら

採用することができる。

これに対 して、日本の人事制度は終身雇用 ・年功序列が基本である。当然のことながら、中

途採用市場は米国ほど発達 してはいないため、官庁、企業への就職後にベンチャー企業を起 こ

すためにスピンアウ トすることは難 しく、失敗 した場合に他の企業に就職するということも困

難である。また、ベンチャー企業も必要な人材 を外部から採用することが難 しい。以上のこと
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か ら、起業家を生み出す という環境にっいては米国の方が 日本よりも望ましい環境にあるとい

える。

4-4-2-2資 金

ベンチャー企業は、① シーズ段階、②研究開発段階、③事業化段階、④発展段階の4段 階を

経て成長するといわれる(注7)。シーズ段階とは、起業家がアイディアのみを持っている段階で

ある。研究開発段階とは、アイディアがある程度具体化 し、実験を行ったり試作品を作る段階

である。事業化段階とは、新製品を市場に出す段階である。そ して、発展段階とは、事業が軌

道 に乗 り株式市場への上場を考える段階である。

ベンチャー企業が順調に発展していくためには、それぞれの段階において必要 とされる資金

を調達できることが必要となる。 しか しなが ら、ベンチャー企業については事業はハイ リス

ク ・ハイリターンであり、キャッシュ ・フローは不安定で、不動産等の担保 となる財産は少な

いのが一般的である。従って、銀行等の金融機関からの借入や社債の発行は困難であるため、

ベ ンチャー ・キャピタル(注8)、店頭公開、公的資金による支援が主な資金調達源 となる。ここ

では主としてベンチャー ・キャピタル と公的資金 による支援について、日米間でどのような相

違があるかを検討する。

① ベンチャー ・キャピタル

米国においては、ベンチャー企業の発展段階に応 じて、エ ンジェルと呼ばれる個人投資家、

ベ ンチャー ・キャピタル、連邦政府あるいは州政府という多重的な資金供給セクターか らベン

チ ャー企業に対 して資金が供給される仕組みが整備されている。その中でベンチャー ・キャピ

タルについて見てみると、その特徴は独立系のベンチャー ・キャピタルの占める割合が高いこ

とであり、1988年 では総数の約60%、 投資残高の約80%を 占めている(渤 。そ して、独立系

のベンチャー ・キャピタルが中心であるがゆえに、リスクを回避せず、シーズ段階あるいは研

究開発段階にあるベンチャー企業に対しても積極的に投資が行われるのである。米国のベンチ

ャー ・キャピタルの活動は、1980年 代前半に本格化 し、年間総投資額は1981年 には10億 ド

ルを突破し、1983年 には約25億 ドル、そ して1987年 には約40億 ドルに達 した。その後.1987

年10月 の株式市場の大暴落、いわゆるブラックマンデー以降、活動は低迷し、1991年 には年

間総投資額は10億 ドルを超えるレベルにまで減少した。しかしながら、1992年 に入ると活動

は再び活発化し、1993年 ではベンチャー ・キャピタルは約640社 あり年間総投資額は約30億

ドルにまで回復 している(表4-1参 照)。
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表4-1米 国のベ ンチ ャー ・キャ ピタル の数 と投 資額 の推移

(投資額 の単位:億 ドル)

年 度 .・ .・ .・ .;. .・ 1986 .・ ・:: .;.
1990 1991

.. ..

会社数 一 一 一 一 532 m 627 .: 674 砲 硼 620 砌
投資額 za 15 26 27 26 33 39 38 35 19 13 25 30

(出 所)Venture】Economics``VentureCapitalJournal"

NationalVentureCapitalAssociation"1992AnnualReport"

これ に対 して、日本のベ ンチ ャー ・キ ャ ピタル の特徴 は、ほ とん どが銀行 、証券等 の金融機

関 の関連会社で あ り、独 立系のベ ンチ ャー ・キ ャ ピタルが少 な いことである。従 って、日本 の

ベ ンチ ャー ・キ ャピタルは基 本的 に金融機 関 としての性挌 が強 くリス クを回避す る傾向にあ り、

事業化段階あ るいは発展段階 にまで至ったベ ンチ ャー企業 に対 す る投資が大 半を占め、シー ズ

段 階あるいは研究 開発段 階のベ ンチ ャー企業 に対 する投資が 少ない(表4-2参 照)。1993年

にお いてはベ ンチ ャー ・キャ ピタル の数 は約120社 、年 間総投資額 は約760億 円で あ り、米 国

と比較する と数 につ いては約5分 の1、 年 間総投資額 については約4分 の1に とどまって いる

(表4。3参 照)。 また、日本 のベ ンチ ャー ・キ ャ ピタル に関 しては所在地 が大 都市圏 に偏 って

お り、地方 圏 を地盤 とするベ ンチャー ・キ ャ ピタル の数 は少な く、地元 金融機 関系のベ ンチ ャ

ー ・キャ ピタルが各県 に1社 存在す る程度 であ り
、割合 的にはベ ンチ ャー ・キャ ピタルの総 数

の約70%が 大都市 圏、約30%が 地方 圏に所在 して いる(注i°)。従 って、大都市 圏のベ ンチ ャー

企 業 と比較 する と、地方 圏のベ ンチ ャー企業 がベ ンチ ャー ・キ ャ ピタル を利用 して資金の供給

を受 ける機 会は少な いといえるのである。

表4-2日 米 のベ ンチ ャー ・キ ャピタル の投資 ステー ジ

(投資社数構成比)

米国 日本

初期段階 30% 16%

拡大段階 o 21%(5年 以上10年 未満)

63%(10年 以上)

買収等 20% 一

(出所)日 本 開発銀行調査第187号

表4-3ベ ンチ ャー ・キ ャ ピタル の 日米比 較(1993年)

米国 日本

企業数 640社 119社

年間投資件数 1087件 1062件

運用総額 .;億 ㌦ 2兆 円

年間投資額 30億 ㌦ 760億 円
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② 公的資金 によ る支援

米国ではベ ンチ ャー企業へ の資金供給 に関 して は民間資金 だ けではな く公 的資金 の供給 も

多 く、連邦 政府 及び州 政府 がベ ンチ ャー企業 への資金 供給 に大 きな役割 を果た して いる。

連邦政府 の場合は、中小企業庁(SBA)が 行 うSB凪(SmallBusinessInnovationReseazch)、SBIC

(SmallBusinessInvestmentCompany)等 の制度が ある。SBIRは 、国防省やNASA等 の11の

連邦省庁 の研究 開発予算 の1.25%を 留保 し民間 の補助金へ まわす とい う1982年 に創設 され た

制度である。SBIRで はSBAが 年4回 各省庁 のプロジェク トを公表 して応募者 を募集 し、審査

は プロジェク トの科学 的 ・技術的方向性、商業的応用可能性 を中心 に行われ る。また、資金 の

有効 活用 と実効性 を上げるために商品化 まで をPHASEI(基 礎研究段階)、PHASEH(PHASE

Iで 成果 のあった ものの応用 開発段階)、PHASEIII(商 業化段階)の3段 階 に分 けてお り、

そ の うちの前2段 階に補助 を行 って いる(注11)。SBIRの 実績 は、制度が 開始 された1983年 に

はPHASEIが686件 、35百 万 ドル、PHASEIIが74件 、10百 万 ドルで あった ものが 、1989

年 にはPHASEIが2,137件 、108百 万 ドル、PxasEIIが749件 、322百 万 ドル に増加 して

いる(表4-4参 照)。

表4-4SBIRの 実績

(金額:百 万 ドル)

年度

PHASEI PHASEII 合 計

申込件数 決定件数 金額 申込件数 決定件数 金額 決定件数 金額
.; .,

.:. 35 127 74 10 760 44

.;.
7,955 ... 48 559 338 60 1,337 108

.・ ・1:・
1,397 69 765 砌 130 1,804 199

・:. 12,499 1,945 99 i,iiz 鰍 199 2,509 .・

.;
14,723 2,189 110 2,390 .: 241 2,957 351

.;,;
17,039 2,013 102 ;.. 711 285 2,724 m

.;. 17,233 2,137 108 1,776 749 322 脳 430

累計 .. 11,366 570 :. 3,611 1,247 14,977 1,817

(出所)清 成忠男 『中小企業ルネッサンス』

また、SBICは1958年 に創設 され たベ ンチ ャー一・キャ ピタル に対 する助成 プ ログ ラムで あ り、

ベ ンチ ャー ・キャ ピタル に公的資金 を出 して 、そ の資金 を もとにSBICが ベ ンチ ャー企業 に投

資 す るものである。SBICの 主な方法 は融資 と債務保証で ある。SBICが 対象 とす る中小企業 は、

資 本金1800万 ドル 、税 引後利益が600万 ドル を超えな い企業 と定義 されてお り、融資額は 自

己 資金の3倍 まで とい う制約がある(注12)。SBICで は 中小企業が 中小企業庁 に対 して応募 して
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認可されると資金の提供を受けられる。1985年 か らの認可状況は表4。5に 示した通 りである

が、認可件数は減少傾向にあ り、また累計件数も減少している。このように新規認可件数が減

少 してお り、徐々に低下傾向にあるが、参加する民間資本金は増加 している(表4-5参 照)。

表4-5SIBCの 認可状況

(単位:百 万 ドル)

年 件数 民間資本金

累計残高

件数 民間資本金 SBA融 資
.; 48 90 518 1,332 1,262

1986 17 26 473 1,401 i,iss

.・ 30 121 435 1,625 1,206

・:: 17 32 416 1,785 1,229

.;.
24 50 姻 :: 1,319

・・1
20 37 'L

2,004 1,107

iii is 46 349 2,245 1,015
..

10 23 saz 2,117 955
..

4 10 ㎜ 2,263
..

...
11 55 .. 2,412 762

(出所)辻 正次 「米 国のベ ンチ ャー ・ビジネス ・マ ネジメ ン ト」

次に州政府の公的資金による支援 について検討する。州政府による支援 としては、ベンチャ

ー企業の育成による地域経済の再活性化を目的として、州政府系のベンチャー ・キャピタルに

よる事業化への総合的な支援、州政府による融資等が行われている。ここではペンシルバニア

州 ピッツバーグ市のペン ・フランクリン ・テクノロジー ・センター(BenFranklinTechnology

Center)を 例にとって見ていくことにする。ピッツバーグ市はかつては鉄鋼の町として栄えて

いたが、日本等の鉄鋼業の復興に伴い競争力を失って衰退 した。そ こで、ハイテク ・タウンと

しての再活性化 を目的として、ピッツバーグ大学、カーネギー=メ ロン大学との提携のもとに

ベン ・フランクリン ・テクノロジー ・センターが設立されたのである。ここでは支援の対象分

野が、バイオテクノロジー、コンピュータ関連、新素材、新技術装置、製造システム、環境技

術 と明確に決められており、技術力のある中小企業を支援するプログラムとなっている。最大

の特徴は融資ではなく補助金という形態をとり、企業に対してではなく、新製品あるいは新技

術 に対して補助金を与えることにある。従 って、ベンチャー企業側 としては、失敗しても返済

す る必要はなく、成功 した場合に売上額の一定率をロイヤルティとして支払うことになる。

これに対 して、日本における公的資金による支援策としては、'日本開発銀行、中小企業金融

公庫、国民金融公庫等の政府系金融機関による融資が、事業化段階にあるベンチャー企業に対

して行われている。また、中小企業投資育成㈱ による中小企業の自己資本充実と健全な発展の
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ための投資、働研究開発型企業育成センターによる中小企業の研究開発のための債務保証、産

業基盤整備基金による債務保証、新規事業投資㈱ による投資等 も行われている。

また、地方 自治体が地域経済の活性化の観点から、様々なベンチャー企業育成支援制度 を整

備 している。これについては支援内容によって、①融資支援型、②ベ ンチャー ・キャピタル型、

③総合支援型の三つの類型(注13)に大きく分 けることができる。融資支援型は、新たにベンチ

ャー企業を創業する際の資金等を融資するものである。この融資支援型については、従来か ら

独立開業資金的な性格が強 く、同一業種における経歴や知的所有権等の条件があるものが多い。

しかしなが ら、最近ではこの条件を緩和 し、薪規のアイディア、技術を事業化しようとする起

業家に対 して も創業資金等の融資が行われる方向に変わ りつつあるといえる。具体的な例 とし

ては、山形県のrニ ュービジネス等創業支援制度」、広島県の 「ビジネスフロンティア育成事

業」等が挙げられる。

ベンチャー ・キャピタル型の支援制度は、地方自治体が設立 した公的なベンチャー ・キャピ

タルによってベンチャー企業に対 して投資を行うものである。地方圏においては民間のベンチ

ャー ・キャピタルの数が少なく、資金供給面で地方自治体の役割が大きくなるが、これまでは

融資、補助金が中心であった。しかしなが ら、地域経済の活性化のためには、やる気のある元

気なベンチャー企業の育成が必要であり、この観点か らベンチャー ・キャピタル型の投資 とい

う支援方法の効果が期待される。具体的な例としては、働大阪府研究開発型企業振興財団、宮

城県の 「新世紀創造的企業育成支援制度」等が挙げられる。

総合支援型は、研究開発から事業化に向けての新規創業まで を多方面から総合的に支援する

ものである。従って、支援内容としては研究開発支援、技術支援、金融支援、人的支援等多岐

に渡る制度であるといえる。具体的な例としては、岡山県の 「ヤング ・エジソン育成支援事業」、

高知県の 「ベンチャー企業総合支援事業」、横浜市の 「上場企業100社 作戦」等が挙げ られる。

ここでは岡山県の 「ヤング ・エジソン育成支援事業」、高知県 の 「ベンチャー企業総合支援事

業」を詳細に見ていくことにする。岡山県の 「ヤング ・エジソン育成支援事業」は、岡由県の

産業活性化と産業構造の多様化を図るために、若者の柔 らかい頭脳か ら生まれる独創的なアイ

ディアを活か した新たな時代にむけてのベンチャービジネス を創造育成する ことを目的とし

ている。この制度は大学院生、大学生を対象としており、大学内に潜在するビジネスチャ冫ス

を支援するものであり、研究開発段階か ら創業までを総合的に支援するものである。具体的な

内容 としては、研究費の補助、技術支援、インキュベー トルームの無料貸与、経営診断等があ

る。高知県の 「ベンチャー企業総合支援事業」は、資金面の支援だけではなく技術、経営、販
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売面等についての支援 も行う総合的なベンチャー企業育成制度である。この制度は特許権等の

知的所有権に基づ く新技術、新製品を企業化 しようとする中小企業や個人に対象とするもので、

平成7年 より3年 間に毎年3件 の支援企業を選定し、金融支援、人的支援、技術支援等の総合

的な支援を行って、研究開発型の成長性のあるベンチャー企業を育成 しようとするものである

(注!4)
。

ここまで公的資金による支援 についての日米両国の実態を分析 してきたが、特に米国におい

ては、地域経済の活性化の観点から州ベースでのベンチャー企業育成支援制度が充実している

ことが特徴である。そして、大学が地域産業の活性化の一翼を担っていること、及び資金面の

支援だけではなく、研究開発段階か らの総合的な支援が行われていることが重要な要素である

と考えられる。これに対 して日本においては政府系金融機関による事業化段階に達 したベンチ

ャー企業に対する資金面での援助が中心である。また、最近になって地方自治体が主体 となっ

た総合的なベンチャー企業育成制度が実施されるようになってきたが、まだその数は少な く、

成果 も十分に上がっているとはいえない。このように、特に地域経済の活性化をめざした地方

独 自の育成制度の充実 という点において、日米間にはまだまだ大きな格差があるといえる。

4-4-2-3情 報

ベンチャー企業が創出され成長するためには、技術シーズや市場ニーズに関する情報が 自由

に交換することができる環境が必要である。技術シーズについては、大学や研究所か ら生まれ

ることが多いので、基礎研究は大学の研究室で、実用化あるいは商業化は大学と民間企業との

共同研究でといった産学問の連携が重要となる。また、自由な情報交換のためには、インター

ネ ット等の誰もが参加できる安価な情報通信 インフラの整備が不可欠であるとともに、EDI

(ElectricDataInterchange:電 子データ交換)、CALS(CommerceAtLightSpeed:光 速電子

取 引)(注1分等の普及による情報のオープン化が重要 となる。 ここでは大学等の研究機関の役割

を中心に分析する。

米国においては、私立大学を中心に大学自身が研究室で生まれた新技術を積極的に売 り込も

うとし、研究者や研究室の技術 と起業家を結びつける技術移転センターを持っている大学が多

く、大学当局がビジネスの一環として、起業家と大学の持つ新技術 をコーディネイ トしている。

そ して、商業化に成功 した場合には、大学や研究者に対 しても一定のロイヤルティが入る仕組

みとなっている。また、各州の州立大学においては、州経済の活性化 という観点から大学自体

が学内にインキュベー ト機能(注16)を有するサイエンス ・パークを作 り、大学での研究開発の
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成果を事業化するためにベンチャー企業を積極的に育成 しているところが多い。

これに対 して、日本の大学には産学協同に対 して強いアレルギーがあり、大学は基礎研究 を

行 い、実用化に向けての応用研究は企業が行 うものと切 り分けて考え られている。しかし、大

学の基礎研究か ら生 じた新技術も、企業 との連携なしには応用研究につなが らず、経済発展へ

の寄与は少ないものでしかない。国公立大学の研究者については、教育公務員特例法等の規制

により企業との連携に一定の制約があるが、欧米の大学 との人材交流が活発になってきている

こともあって、私立大学や工学系学部を中心に産学協同に対するアレルギーは少なくなりつつ

あり、民間企業との共同研究等も行われるようになってきている。

日本における産学協同の代表的な例 としては、多 くの国立大学に設置された共同研究セ ンタ

ーでの民間企業との共同研究、民間企業か らの受託研究、あるいは研究者の受入等があり、件

数としては1994年 で1488件 、受入研究者数は1602人 にのぼっている(表4-6参 照)。 また、

私立大学の中には、米国の大学の例に見 られるように民間企業 との連携をビジネスの一環 とし

て捉えるところもでてきている。例えば、立命館大学では、学内の研究から生まれた特許等の

成果 を民間企業に売り込むためのリエゾン ・オフィスを設立 し、研究成果の事業化に乗 り出し

ている(注17)。しか しなが ら、米国の大学のように大学自体が学内にインキュベー ト機能を有

するサイエ ンス ・パークを設置 している例はなく、大学自らが学内で創出された新技術を事業

化 していくためにベンチャー企業と結びつ くレベルには至っていない。

表4-6国 立大学等における民間企業等との共同研究、受託研究の件数と研究者の受入人数の推移
.・ .;. ・:・

.. .・ ・:: .;. 1990 1991 .. .. ...

件数 56 160 21SI272 396 D 705 869 1,139 1,241 1,392 .一

人数 66 184 2541325 465 /f 842 1,031 :: 1,398 1527 1,602

(出所)文 部省 「民間等との共同研究」の平成6年 度の実施状況

4-5地 域経済におけるベンチャー企業育成のために必要な政策

ここまで米国のベンチャー・企業を取 り巻 く環境と日本のそれとを比較検討してきた。日本に

は、以前か ら 「子会社 ・分社化ベンチャー」 という形でのベンチャー企業は存在 してきたが、

米国型のベンチャー企業は一部を除いて存在 してこなかった。しかしなが ら、今後は日本にお

いても、地域経済、さらには日本経済全体の活性化のためにも、米国型のベンチャー企業の育

成が必要となってきている。

そこで、最後に本章のまとめとして、地域においてベンチャー企業育成のために必要 とされ
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る政策について検討していきたい。

4-5-1技 術シーズの創出

現在、多くの地方中核都市には、サイエンス ・パークあるいはリサーチ ・パークと呼ばれ る

研究開発拠点が設置されてお り、計画中のものも加えると総数は全国で130余 りにのぼる(表

4-7参 照)。 そこではハイテクやコンピュータ関連企業を中心に誘致を図ってお り、大都市圏

に拠点をおく大企業だけではなく、地元企業も参加 していることが多い。サイエンス ・パーク

の主な目的としては、①産学官の連携による技術の向上、②地域企業への技術のフィー ドバ ッ

クや高度化、③インキュベー ト機能等がある(注18)。そ して、組織的には国、地方自治体 と地

元企業の出資による第三セクター方式が中心である。このサイエンス ・パークでは、特色のあ

る技術開発や、将来性のある企業の育成に力点がおかれているが、特 に地方圏で立地 しやすく、

設備投資等の立ち上げ費用が少なくてすむソフトウェア産業、あるいは地場産業の伝統的技術

の再開発に重点がおかれていることが多い。

表4-7日 本 にお けるサ イエ ンス ・パ ークの地域分布

完成 建設中 構想中 合計

北海道 7 i 1 9

東 北 3 2 4 9

関 東 22 8 16 46

中 部 3 4 7 14

近 畿 4 ii 5 20

中 国 2 7 3 13

四 国 0 3 1 4

九 州 ii 3 5 19

合 計 52 39 42 133

(出所)最 近の研究施設

このサイエンス ・パークの機能を十分に発揮 し、地域におけるベ ンチャー企業育成に必要な

技術シーズを創出するための課題は大学 との連携の緊密化である。米国のサイエンス ・パーク

においては大学が中心的存在 とな り、積極的に技術移転を行っているが、日本においては大学

が中心的存在であるサイエンス ・パークは稀で、ほとんどの場合大学から距離的にも離れてい

る。前述の通 り、日本の大学には依然として産学協同に対するアレルギーが残っているが、私

立大学あるいは工学系学部を中心に姿勢が変わ りつつある。また、最近では地域経済に果たす

大学の役割が重視されてきていることの現れ として、釧路、青森、会津、宮崎等の公立大学、
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あるいは福井、岡山県立大学、広島市立大学等が相次いで設立されている。従って、この動き

をさらに積極的に推進 していき、技術シーズの創出という面でサイエ ンス ・パークの機能にお

ける大学の果たす役割を拡大 し、地域経済と大学との結びつきをより緊密にしていくことが重

要となる。

4-5-2ベ ンチャー企業育成のための地方自治体 による支援制度の整備

サイエンス ・パーク等の研究施設の充実によって技術 シーズが創出されても、それを事業化

することができなければ地域経済の活性化にはつながらない。従って、地域のベンチャー企業

が技術シーズを事業化 していくためには、地方自治体による支援制度の整備が必須 となる。そ

こで、最後に地方自治体 による支援制度のあり方 について検討することにする。

米国の場合は、連邦政府、州政府がそれぞれにベンチャー企業育成のためのプログラムを持

ち、公的資金の供給 を中心に様々な支援制度が整備されている。特に、ベンチャー企業を起 こ

すための創業資金、あるいはシーズ段階、研究開発段階にあるベンチャー企業に対する資金の

供給が充実 しているのが特徴である。すなわち、ベンチャー企業を起 こすに当たって、あるい

は創業はしたがまだ事業化されていない段階という、一般の金融機関から融資を受けることが

極めて困難な時期に、連邦政府あるいは州政府が公的資金を供給 し、ベンチャー企業を育成す

るのである。また、特に州政府はペンシルバニア州のべン ・フランクリン ・テクノロジー ・セ

ンターの例のように地域経済の再活性化 という観点か ら、連邦政府 とは異なった独自の方策で

ベンチャー企業の支援 を行っている。

日本においても、前述の通 り、地方自治体による地域経済の活性化 を目的としたベンチャー

企業育成支援制度は様々な類型のものが実施されている。その中で も特にサイエンス ・パーク

が設置されている地域においては、研究開発に関する支援制度が充実 してお り、研究開発助成、

融資、人材育成等の支援策が実施されている。一方で、都道府県が制度化 している既存のベン

チャー企業育成支援制度は、事業の近代化、設備投資、新規分野への進出等に対する融資が多

くなっている。従って、一方では研究開発段階、もう一方では発展段階中心の支援策が充実し

ているといえるが、このことから逆 に研究開発の成果を事業化するためのベンチャー企業の新

規創業という面での支援が不足していることが考 えられるのである。この観点から、地方自治

体 に対 しては、インキュベー ト機能を有 し、新規創業及び創業 したばか りのベンチャー企業の

育成 に十分な機能を発揮できる総合的な支援制度の充実が望まれるのである。具体的には、前

述 した岡山県の 「ヤング ・エジソン育成支援事業」や高知県 の 「ベンチャー企業総合支援事業」
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等、ベンチャー企業の新規創業についての研究開発助成、創業資金の融資、技術支援、経営支

援等を含む総合的な支援プログラムの充実がよりいっそ う望まれるのである。

【注】

(1)ベ ンチ ャー企業 とは、ベ ンチ ャー エ ンター プ ライズセ ンター(VE()が1982年12月 にま

とめた報告書 によると、 「新 しい技術(高 度 技術、独 自技術)を 武器 として、自らの力

で新規 に市場 を開拓 して いく若い中堅、中小企 業であって、経 営者 が企業の社会 的役割

を認識 し、積 極的 に経営 を拡大 しよ うとい う企業家精神 を持 って いる企業 をいう」と定

義 されて いる。 また、安保邦彦 はベ ンチ ャー企業 とは 「企業家精神 の旺盛な企業家 に率

いられて独創的な技術力 のある商品を開発 したか、あるいは独 自の ノウハ ウを確 立 した

研 究開発型企業 。しか もそれ らの技術が一 人歩き しないで近代的な経営感覚 と一体 とな

り、長期 に渡 って業績の向上が見込 まれ る中堅、 中小企業」 と定義 している。

(2)「 規 模の経済性 」 とは、よ り正確 には規模 に関する収穫逓 増 といわれ、土地、資本 、労

働 といった生産 要素 を全て何倍 かに拡大す る と、生産物 はそ れ以 上の倍率で増加す る こ

とを いう(大 量 生産 の利益)。

(3)「 範 囲の経済性」 とは、複数 の生産物 を同時に生産 し販 売する方が、それぞ れの生産 物

を単独 に生産 し販売 す るよ りも生産 コス トが低 下す る こ とをい う(業 務 の多様化 の利

益)。

(4)「 ネ ッ トワー クの経済性」とは、あるネ ッ トワー クに参加す る人や 企業の数が多い ほど、

そ のネ ッ トワー クか ら得 られ る情報が多 くな り、そ こか ら得 られ る利 益が多 くなる こと

をい う。言 い換 えれ ば、 「ネ ッ トワークの外部効果」 の ことであ り、一定 の加入者 を も

つネ ッ トワー クに加入す る ことによる効用 の増加、あ るいは費用 の削減(利 潤の増加)

をいう。(辻 正次 ・西脇 隆 『ネ ッ トワー ク未来』 日本評論社 、p.26参 照)

(5)西 脇隆 「日本企業のダ イナミズム とベ ンチ ャー企業創 出の鍵」 郵政省研究所 月報1995

年10月P.10

(6)西 脇隆 「日本企業のダイナ ミズム とベ ンチ ャー企業創 出の鍵」 郵政省研究所 月報1995

年10月PP.10-11

(7)辻 正次 「ベ ンチ ャー をいか に育てるか」 郵 政省研究所 月報1995年8月p.63、 及 び 「ベ

ンチ ャー育成 の 日本型スキームを」 月刊金融 ジ ャーナル1995年11月 号p18。 また、米

国ベ ンチ ャーキャ ピタル協会 の投 資 ステー ジの分 類 によ るとベ ンチ ャー企業 は①Seed

段階、②Early段 階、③Later(Expantion)段 階の3段 階を経 るとされて いる。Seed段 階は

研 究 開 発 段 階 、Early段 階 はベ ンチ ャ_一企 業 を 創 業 し事 業 化 を 計 画 す る 段 階 、

Later(Expantion)段 階は事 業を開始 し企業規模 が拡大 していき、最終 的には株式上場 に向

けて の準備 をす る段 階である。

(8)ベ ンチャー ・キ ャ ピタル とは、危険負担す る資本 の ことで あ り、本来 は これか ら伸び よ

うとするベンチ ャー企業 のスター トアップを手 助けす る投資会社 を意味す る。
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(9)日 本 開発銀行調査第187号 「新規事 業創出 の方策」p.50、 尚、 同書pp.46-58に 米 国

のベ ンチャー ・キ ャピタル の実態 に関す る詳細 な分析が されている。

〈10)日 本 開発銀行地域 レポー トVoLllr新 規創業支援 に関す る地域動 向」p.18,尚 、同書

では大都市 圏を東京都 、神奈川県、愛 知県 、大阪府 と し、そ の他 を地方 圏 として扱 って

いる。

(11)日 本 開発銀行調査第187号 「新規事業 創出 の方策」pp.82-85

(12)日 本 開発銀行調査第187号 「新規事業 創出 の方策」pp.86-87

(13)日 本 開発銀行地域 レポー トVol.11「 新規創業支援 に関す る地域動 向」で は、地方 自治

体 によるベ ンチ ャー企業育成支援制度 を更 に細 か く類型化 し、① 新規創業支援 型、②独

立 開業一 のれん分 け支援型、③独 立開業一業種指定支援型 、④知的所有権事業化支援 型、

⑤テ クノポ リス地域等 にお ける技術 高度 化支援型 、⑥ 既存企業 の技術 高度化支援型 、⑦

異業種交流 グルー プや 団体の技術高度化 支援型 、⑧近代化 ・設備高度化 ・構造調整 ・事

業転換支援型、⑨そ の他 に分 けて いる。

(14)日 本 開発銀行地域 レポー トVo1.11「 新 規創業支援 に関す る地域動 向」pp.56-58

(15)CALSと は、CommerceAtLightSpeed(光 速電子取引)の ことをいう。 これはネ ッ ト

ワー クを使 って企業 間の取 引を高速化 す る ことをいい、デー タの相互運用性 を実現す る

ため、データの表現や受 け渡 しに業界標 準やISO(国 際標準化機構)の 標準 を採用す る

もので ある。 また 、ContinuousAquisitionandLifecycleSupport(調 達情報 システム)の

ことを指す こともある。 これは資材調達 か ら設計、生産、保守 に至 る製品 の全 ライ フサ

イ クル にわたる情報や取 引情報な どをデー タベースで一元管理 し、コス ト削減、作業効

率化 、品質向上 の達成 を図る システムの ことで ある。

(16)イ ンキ ュベー ト(量ncubate)とは、孵化 させ る、育成す る という意味で ある。従 って、この

場合のイ ンキュベー ト機能 とは新 しい ビジネス を育成 して い く機能 をいう。全米 ビジネ

スイ ンキュベー シ ョン協会(NBIA)は ビジネス ・イ ンキ ュベーター を 「企 業家的な 中小企

業 にスペースを提供する とともに、サ ポー ト ・サー ビス と財務 、マーケティ ング、マネ

ジ メン トな どの事業開発サー ビスを共有 す る施設。イ ンキュベーター はひ弱な創業期 に

お いて共 に企 業の存続 と成長を助 ける上で、養成 的な役割 を演 じて いる」と定義 して い

る。(日 本語訳 は清成忠男 「インキ ュベー ター とは何 か」による)(JapanResearchReview

1995年5月 「ベ ンチ ャー ・ビジネス の成長 を阻む ものは何 か 一日本型 ビジネス ・イン

キュベーシ ョン ・システムの構築 に向けて 一」pp...参 照)

(17)日 本経済新 聞1995年12月25日

(18)日 本開発 銀行地 域 レポー トVol.11r新 規創業支援 に関する地 域動向」p.72
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第5章 標準化政策

現在、市場に出回っている数多 くの商品あるいはサー ビスが互換性を有 していたり、標準

化 されていたりす る。例えば、異な ったテレビ局の番組であって も同じテレビで見ることが

できるし、一つのソフ トウェア ・プログラムを異なったコンピュータで使用することもで き

る。また、家庭用VTRに ついてはそれが市場に登場 した時点ではβ方式 とVHS方 式が併存 し

ていたが、事実上の標準化に向けての競争が起 こり現在ではVHS方 式に事実上統一されてい

る。こうした標準化はどのようにしておこり、またどのような利益をもた らすのであろうか。

本章においては、最初に標準化についての経済分析を行い、標準化のもたらす利益がどのよ

うなものであ り、それがどのようなプロセスで発生す るのかということを分析し、あわせ て

標準化の種類及びその具体例についても触れていくことにする。次に標準化を実施する際 に

問題となる知的所有権 との関係について検討 し、両者 の関係の望 ましいあり方 を、主として

情報通信分野を中心に考察することにする。

5-1標 準化の必要性

5-1-1ネ ッ トワークの外部効果

現代社会においては、数多くのネ ットワークが形成 されてお り、インターネッ ト等の大規

模なネットワークから地域のボランティア組織まで様 々なネットワークが存在 している。企

業 にとっても、ネ ットワークの形成 は重要な意味を持 つに至っている。 ネットワーク形成 の

最大の利点は、情報の共有化である。すなわち、企業はそれぞれ独 自の情報を持っているが、

単独では自らの情報だけしか利用で きない。 しか し、ネットワークが形成されれば、他の企

業 との問で情報が交換され、情報が共有化されることになる。そ して、 これによって企業 は

よ り正確に市場のニーズ等を把握でき、市場の要望に邸 した製品あるいはサー ビスを提供す

る ことによって、利潤を増加させることが可能となるのである。

それでは、市場での製品あるいはサービスの消費についてネッ トワークが形成される場合

には、どのように考えられるであろ うか。 この場合の効果が、ネットワーク外部効果 といわ

れ るものである。 このネットワーク外部効果 とは、ある製品やシステムを利用する人が増 え

てネットワークが拡大するほど、その製品や システムの価値が高まる現象である。一般的に、

ネ ットワーク外部効果には、直接的効果と間接的効果がある。直接的効果 とは、ある製品 あ .

るいはサービスを利用する人の増加 自体が、その製品 あるいはサー ビスか ら得 られる便益 を

増大させることをいう。典型的な例 としては、電話、FAX等 の通信機器あるいは通信サー
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ビスが挙げられる。また、間接的効果とは、ある製品 あるいはサービス を利用する人の増加

によってその製品あるいはサー ビスと補完関係にある製品あるいはサービスが増加、充実 し、

結果的にその製品あるいはサービスから得 られる便益が増加することをいう。典型的な例 と

しては、コンピュータのハー ドウェアとソフトウェアが これに該当する。

ネットワーク外部効果が強く働く市場においては、企業はどのような行動をとるのであろ

うか。一般的な市場においては、新技術を開発 し新製品を出す企業は、その市場を独 占あ る

いは大きなシェアを得ようとする。そして、新技術については他社の模倣 を防ぐために特 許

権等の知的所有権 を得て保護 を図る。しか しなが ら、ネットワーク外部効果の強く働 く市 場

においては、企業 はこれとは大きく異なった行動 をとることもある。なぜならば、この市 場

においては、ある製品あるいはサー ビスの利用価値が、同じものが他に どれだけ多く使われ

ているか、言い換えれば、ネットワークの規模に依存 して定まるという特質があるからであ

る(注2)。従 って、ネットワーク外部効果の強 く働 く市場 においては、企業は自らの新技術 を

公開し標準 とする ことによって他社 の参入を促進する という行動を選択するケースも多い。

そ して、それによ ってその市場の拡大を実現 して、よ り大きな市場での リーダー的地位を獲

得 しようとするのである。 このことか ら、ネットワー ク外部効果が働 く市場においては、ネ

ッ トワークの規模が大きくなればなるほどその価値が高まるので、規格や方式を標準化す る

ことによってそれ らを統一 し、より大きなネットワー クを形成することが重要 となるので あ

る。

5-1-2標 準化の必要性

前述の通 り、ネ ットワーク外部効果が働 く市場分野 においては、同一用途あるいは同一 目

的の製品が異なった規格、方式で開発された場合、標準化へ向けての競争が繰 り広げられ る

可能性が高いといえる。この標準化競争の結果、ある一つの規格、方式が最終的に勝利 し標

準 となった場合は、事実上の標準化がなされたことになる。逆に、場合 によっては囚人のジ

レンマに陥 り、いずれの規格、方式 も標準 となり得ず、最終的に共倒れ になることもある。

このような標準化競争が繰 り広 げられた場合、どちらにしても多数の企 業が長期間にわたっ

て多大な資源を投入することになり、社会全体か らみた場合にはロスが大きくなる可能性 が

高い。そ して、極端な場合には市場から製品が消えてしまうこともあり得る。

これに該当するのが、1970年 代に新技術が開発された4チ ャンネルステレオである。4チ

ャンネルステレオは、日本 ビクターが α)-4方 式、米国のコロンビアがSQシ ステム方式とい
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うそれぞれ独自の方式で開発された。両方式には一長一短があり、それ に適合するソフ トも

違 う方式であった ことか ら、市場で はどちらの方式が主流になるのかという模様眺めの状態

になった。両者は自らの方式の優位を主張し、話 し合いによる方式の統一もなされなかった。

その結果、4チ ャンネルステ レオは製品としてはすばらしいものであったが、消費者からはそ

っぽを向かれ市場から消えて しまったのであった。この例は 「4チャンネルステ レオの悲劇」

といわれるものである。

このような標準化競争の発生を防 ぐためには、当事者を中心に事前に標準化 に向けての話

し合いが必要となる。これが公的機関を中心に行われれば公的な標準化 であ り、当事者間で

行われれば自発的な標準化である。従って、ネ ットワーク外部効果が働 く市場においては、

標準化競争の発生を避けるために、公的な標準化もしくは自発的な標準化が必要 となるので

ある。

5-2標 準化の利益

5-2-1標 準化の機能

標準化の機能として最も重要なものは互換性の確保 ということである。一般的に互換性 と

は、相互 に補完関係にある製品間において接続、交換 が可能であることをいう。特に市場 に

はじめて出すような新製品あるいはサービスについて は、供給する企業が異なれば規格や方

式が異なるというケースが多い。そ こで、このような場合にその規格や方式を標準化する こ

とによって互換性 を確保することができるようになる。例えば、互換性 の確保は情報通信分

野において特に重要となる。情報通信は相互につなが ってはじめて機能 を果たすことがで き

るという特質を有する。すなわち、情報通信が機能を十分に発揮するためには多数存在する

通信ネッ トワーク相互間において、プロトコルやインターフェイスが合致 していること、言

い換えれば互換性の確保が必須 となるのである。

また、互換性があるということは、目に見えな くともそ こにネットワークが存在 している

ことである。逆に言えば、互換性が あっては じめてネ ットワークのメリットを享受すること

ができるのである。その意味では、技術標準の決定は互換性の確保には欠かすことのできな

いプロセスであるといえる。

5-2-2標 準化の利益

一般的に、標準化は多大な利益を もたらすといわれている。各国政府が標準化を担当す る
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官庁、例えばアメリカであればNationalBureauofStandards(NBA)、 イギ リスであればBritish

StandardsInstitute(BSI)を通 じて積極的に標準化を推進するのも標準化による利益を実現する

ことが目的であるといえるのである。それでは標準化 の利益とは何であろうか。最初に消費

者の利益か ら検討する。標準化によ って消費者が得る利益は数多 くあるが、第一にはネッ ト

ワークの外部効果が挙げられる。これは、ある消費者 のある財に対する価値が他の消費者 が

その財と互換性のある財 を購入した り利用 したりする ことによって増加することをいう。具

体 的な例としては、電話等の通信サービスあるいはコ ンピュータのソフ トウェア等が挙げ ら

れる。第二には、互換性を有する財 の市場が拡大する に伴い、その財の補完財、例えばスペ

アパーツ、サービス等がよ り安く、より容易に利用できるようになるという市場が介在 した

利益が挙げ られる。第三は中古市場がより拡大する利益である。そ して、最後に挙げられる

のは標準化が進み互換性を有する財 が増加することによって売り手側に価格競争が生じる こ

とである(注3》。

次に製造者の利 益について検討す る。 この四つの消費者の利益については、最後に挙げた

価格競争をもたらす こと以外は製造者が自社の製品を互換性のあるものにすることに対す る

インセンティブともなるものであり、言い換えれば製造者の利益になるともいえるのである。

それに加えて、標準化された財を製造するための部品等については規模 の経済性が働き、製

造者はその財の製造に必要な投入物 をよ り安価 に手に入れることができるようになることも

製造者の利益として挙げることができる。実際の標準 化は、政府が意図 して行ったものとい

うよ りはむ しろ製造者間のネットワークの外部効果によって自発的に発 生したものである こ

とが多い。言い換えれば、他の条件が同一ならば、製造者は自社の製品 について、競争企業

の製品と互換性を持たせることを選択することも、合理的な判断としてあ り得るのである。

Katz&Shapiro[1985]は 消費者はある財について、それが他の消費者の選んだ財 と互換性

を有する場合に、その財の価値を高 く評価するという内容、すなわちネ ットワーク外部効果

が働く場合の寡占モデルを考案 した。 この研究の中で 、彼 らは企業が互換性のある製品を作

ったり、あるいは互換性のない製品から互換性のある製品に切 り換えたりすることについて、

企業にとっての社会的及び私的インセンティブに関す る分析を行っている。 これによると、

特に市場において優位性のある企業 については、自社製品に競合他社製品との互換性を持た

せないという選択 をするだろうという結論を出してい る。その理由としては、仮 りに互換性

を持たせた とする と、それによって他社製品を購入す る消費者の利益が増大 し、その結果 、

自社製品の市場でのシェアが実質的に減少する恐れがあることが挙げられる(齣 。
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以上のような標準化の利益 に対 して不利益 も存在す る。すなわち、第 一に標準化が進む こ

とによってその対象となる製品について画一化が進み 、消費者にとっては選択肢が狭まる こ

とが挙げられる。第二は、ある製品について一旦標準化が実施 されると固定化されてしまい、

新たに技術革新が起 こり新技術が生 まれても、新 しい標準が作 られなか った り、あるいはよ

りよい標準への進化がなされなかった りすることがあ り得ることである。 このことについて

は、Hemenway[1975]がNBSは 標準を実施すると技術革新が妨げられる恐れがあるという

理由でコンピュー タのインタフェイスについての標準 を作成することを行わなかったと指摘

している(注5)。また、現在キーボー ドのキー配列において標準となっているqWERTY方 式は、

他のキー配列に対 して入力の効率性等で劣っていると多くの研究者 によ って指摘されている

が、標準化による利益が多大なため他のキー配列が新たな標準 となることはないといわれて

いるのである。標準化の不利益の第二点は、標準化を分析するに当たって非常に重要な点 で

ある。すなわち、前述 した通 り、標準化による利益は消費者のみならず 、製造者に対 して も

もたらされるので標準化が進められ る。 しか しながら、一旦標準が決定 され実施されると、

製造者はその標準 をできるだけ長期 間維持 し、それによる利益を享受 しようとするために、

技術革新が停滞することがあり得るという弊害が生じるのである。

5-3標 準化の経済分析

ここでは標準化 についての経済学的分析を行 うことにする。前節で述べた通 り、標準化 の

実施によって製造者にも利益がもた らされるため、多 くの標準化は市場 において自発的に行

われている。そこで、市場において社会的に望ましい水準の標準化が自発的に発生するか ど

うか、仮 りに発生するとした らそのメカニズムはどのようなものかを分析することにする。

これについては、David[1986]は 既存の技術を使用して手に入れることができる利益の最大

化 を実現する水準 の標準化の水準を達成するような市 場メカニズムは不完全になりがちであ

ることは一般的に理解 されていると指摘 している(注6)。

このDavidの 指摘に関 してはKatz&Shapiro[1985]が クールノー均衡 を用 いた寡占モデル

で理論付けしている(注7)。ここに二つの製品1及 び2が ありi冩12と する。その場合に消費者

によるその商品の評価は、その商品 と互換性のある商品全体について期待する市場規模に依

存するものとする。言い換えれば、消費者はその製品 に対する評価につ いてネッ トワーク外

部効果を考慮 し、その製品との互換性を有する全ての製品に関する期待購入数量、すなわち

ネッ トワークサイズの合計に依存するのである。従 って、仮 りにX`eが 消費者の製品iに つい
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ての期待購入数量であるとすると、製品1及 び2が 互換性を有 しない場合には消費者による製

品iの 評価は、

r+v(X,e)

であると仮定される。これに対 して、製品1及 び2が 互換性を有する場合には消費者による製

品iの 評価は、

r+v(X,`+Xe2)

であると仮定される。但 し、rはネットワーク外部効果による便益を除いたその製品固有の価

値評価額である。 この場合に次の三つの前提をお く。

①その製品の生産にかかる固定費はゼロとする。

②変動費は一定とする。

③企業1及 び2は クールノー均衡を求める行動をとる。

この仮定の下で消費者及び企業が次の要領でゲームを行う。

①消費者はそれぞれの製品の期待購入数量を予想する。

②企業1及 び2は 消費者の期待購入数量を所与 として産出量ゲームを行 う。

③産出量ゲームの結果として製品1及 び2の 価格が決定される。

④消費者はそれぞれの製品のネットワークサイズを考慮 したその製品に対する価値

評価額と産出量ゲームによって得 られたそれぞれの製品の価格との差、すなわち消

費者余剰が最大 になるように購入する製品を決定する。

これより次の二点が明らかになる。

(i)二 つの製品が互換性を有する場合には、企業1及 び2が 同一水準の産出量で生産するとい

う唯一の均衡点が存在する。

(ii)二つの製品が互換性を有 しない場合には、次の三つのタイプの均衡が起 こりうる。すなわ

ち、均衡した二社による寡占、一社のみによる自然独占、二社の産出量が異なる不均衡な

寡占の三つである。このうち、最後の場合には二社のうち規模が大きい企業の方が一般的

には産出量は大きい。なぜな らば、消費者が規模の大きい企業に対してよ り多 くの産出量

を期待するからである。

Stoneman[1987]に よると、このKatz&Shapiroの 研究の最 も興味深い点は互換性に対す

る私的なインセンティブと社会的なインセンティブの両方を問題として いるところである。

互換性を実現するメカニズムについては二通 り考えられ、一つは標準の共同での採用であり、

もう一つはある一 つの企業を互換性 を実現することに参加させることで ある。互換性を持た
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せ るために支払いの必要がない場合 には、いずれか一社が互換性の実現 について利益がある

と判断すれば参加者が生まれるので あるが、標準を共 同で採用 しようとする場合には、両者

とも利益があると判断しなければ、その標準は受け入れ られないのである。逆に支払いが あ

り得る場合には、共同の標準は共同で利益を上げられるな らば受け入れ られるのである(注8)。

最初に一つの標準を共同で採用することについて分析する。Katz&Shapiroに よると、製品

が互換性を持たない場合のどんな均衡点よりも互換性 を有 している場合の方が総産出量は大

きくなる。また、互換性を拡大 しようとするいかなる行動によっても、消費者余剰(△S)は 増

加する。しかしなが ら、このような行動は必ず しも共同の利益(△ π)を増加させるとは限 らな

い。仮 りにそ うであるとすると、社会的厚生(鵬 π+S)が増加するであろうことは明らかで あ

る。しか しながら、互換性を達成するための固定費用(F)が△π<F<△Wで あるならば、'それ

が企業にとって最大利益をもた らす ものではないため に、企業による互換性達成に向けて の

社会的に望ましい行動はおこされな いのである。それ ゆえに互換性を持つために支払いを必

要 とする場合でさえも市場の失敗が起こりうるのである。

互換性 を有するための支払いがない場合には、双方 の企業が共同の標準から利益を得る こ

とができる場合に限って、この共同の標準が採用されるのである。言い換えれば、双方の企

業 ともに互換性を達成するための固定費用を上回る利益を共同の標準か ら得 られることが必

要 となるのである。 この ことか ら、互換性 を持たせるための支払いがない場合において企業

が社会的に利益のある標準を採用で きなかったという一連のケースは、支払いがある場合 の

ケースよ りも多いといえるのである。

次にある一つの企業を互換性を実現することに参加 させることについて分析する。この戦

略 においては、ある一つの企業の利益が参加者を作 り出す費用以上に増加することが必要 と

される。非互換の均衡点が対称的であるな らば、互換性のための支払いなくして参加者を作

り出すという私的インセ ンティブは非常に低いといえる。しかし、50%を 下回る市場シェアし

か有 していない企業は、参加者を作 り出す費用が社会 的便益を上回る場合であってもそのた

めのインセ ンティブを持ちうるのである。

以上の結果は、市場に委ねた場合 には社会的に望ま しい水準の標準化 は発生しにくいとい

うことを示唆して いる。従って、そのような状態を補正 し社会的に望ま しい水準の標準化 に

導 くためには、標準化を担当する政府機関、例えばNBA、BSIの ような機関、あるいはそれ

に類するような公的機関による標準化の推進が必要とされるのである。
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5-4標 準化の分類

一般的には標準化はそれがなされ るプロセスの相違 によ
って、①事実上の標準化、② 自発

的な標準化、③公的な標準化、という三つの種類に分けられる。

5-4-1事 実上の標準化

事実上の標準化 とは、複数の異なった規格、方式を用いた互 いに競合する製品あるいはサ

ー ビスが市場で競 争を繰 り広げた結果
、圧倒的なシェアを獲得 した製品あるいはサービスが

採用 している規格 、方式がその分野での標準となることをいう。事実上の標準化の典型的な

例 としては、1970年 代後半か ら':1年 代にかけて争われた家庭用VTRの 標準化競争が挙 げ

られる。 この標準化競争は、 日本ビクターが開発 したVHS方 式 とソニーが開発 した β方式の

問で行われた。この両方式の間には機器 自体はもとよ り、補完財であるビデオソフ トにつ い

て も互換性がなかったため、典型的なネットワーク競争とな り、その優劣は市場の判断に委

ね られた。当初は両方式 ともに譲 らぬ戦いをして いたが、やがて市場での流れはVHS方 式に

傾 いてきた。1981年 のビデオソフ トの総販売額のうちVHS方 式が54%を 占め、β方式は35%

にとどまった。そ して、1984年 にはVHS方 式を採用するメーカーのシェアの合計は80%を 突

破 したのに対してβ方式のシェアは10%を 割 り決定的な差がついたのであった。 この結果 、

日本のみならず欧米市場でもVHS方 式は勝利 し、家庭用VTRの 標準方式 となった(注1°)。

5-4-2自 発的な標準化

自発的な標準化 とは、複数の異なった規格、方式を用いた製品あるいはサービスを複数 の

企業が市場に出そ うとしている場合 に、供給開始前に関係する企業が協議 して規格、方式 を

統一 し、それがその分野での標準になることをいう。自発的な標準化の例 としては、1995年

12月 に規格が統一 されたDVD(デ ジタル ・バーサタイル ・ディスク)が 挙げられる。将来的

には10兆 円を超える大市場が期待 される次世代の映像 ・情報記録媒体であるDVDは 、当初、

東芝 ・日立 ・三菱電機 ・日本 ビクター ・パイオニア ・仏 トムソンの開発したSD規 格 とソニー ・

フィリップスが開発 したMMCD規 格という二つの規格が対立 し主導権争いを繰り広 げていた。

しかしなが ら、1995年9月 に両陣営は統一規格 を作ることに合意 し協議を重ねてきた。そ し

て、1995年12月 にDVDの 統一規格が決定され、製品が市場に出される前に標準化されたの

である。統一規格 が作成された背景には、二つの規格 が並立したまま商品化がなされた場合

には家庭用VTRの 例で見 られたような市場での標準化競争となり、両陣営ともにその競争に
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敗 れ た場合の リス ク を回避 した いと いう動きが あ った こと、及び ソフ トを作成す る側か らの

規 格統一への強 い要請があった こと等があった といえ る(注11)。

5-4-3公 的な標準化

公的な標準化とは、行政機関、国際機関あるいは標準化を推進する機 関等における調整 、

勧告 によって標準化がなされることをいう。この公的な標準化について は、情報通信分野 に

おけるITU(国 際電気通信連合)に おける標準化が例として挙げられる。

情報通信分野においては、公共性が高いという観点か ら国際機関であるITU(国 際電気通信

連合)の 下部組織であるC(:IR(国 際無線通信諮問委員会)及 びCCITT(国 際電信電話諮問委

員会)に おいて技術的な規格、方式について研究、検討 されて標準化に向けての勧告が出 さ

れる。CCIR及 びCCITTで は数多 くの標準化勧告が出されているが、代表的な例としてはG3

ファクシミリの標準化が挙げられる。

5-5標 準化と知的所有権の関係

5-5-1知 的所有権制度の特徴

一般的には、知的所有権 とは特許権、商標権、意匠権からなる工業所有権及び著作権をい

う。 これ らの中でも、技術革新という面からは特許権が最 も重要視される。特許制度は、第2

章で述べた通 り、技術開発の成果で ある薪技術の発明者に対 して一定期 間その技術 を独 占的

に実施する権利を与えることによって新技術を保護す るとともに、新技術の開発を促進す る

ための制度である。そ して、現在では特に技術の進歩 と産業の発展 という見地から広 く各国

において取 り入れ られている。

一般的に新技術は情報という無形財産であるといえる
。情報はいったん公表されると複製

することがきわめて容易となり、独 占することが困難 となる。すなわち、情報は公共財とし

ての性質を色濃く有する。従って、企業が多大な人的資源 と費用 をかけて新技術を開発した

としても、その新技術が発表された とたんに公共財となってしまうのであれば、新技術 を開

発 しようとするイ ンセンティブは減殺されて しまう。従って、このような技術の特質を考慮

して、一定の要件 を満たした新技術 の実施に独占権 を与えることによって、企業に新技術 の

開発に対するインセンティブを与え、技術開発を促進するのが特許制度である。
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5・5。2標 準化 による公有化 と知的所有権による独 占化

このことか ら、標準化による公有化と知的所有権による独占化 との関係について考えて い

きたい。まず、この両者が企業戦略か ら見た場合にどのような位置付けをされるかを簡潔 に

まとめてお くことにする。標準化による公有化 と知的所有権 による独占化 とは、公有と独 占

という面においては互いに正反対の性質を持つものである。 しかしながら、企業にとっては、

両者とも市場での優越的地位の確保という共通の 目的を有するものであるともいえる。

知的所有権による独 占化は、その市場においてネッ トワーク外部効果が働くか否かにかか

わ らず、新技術の独占実施権を確保 し、市場での優越 的地位を確保する という面から、多 く

の企業が選択する戦略である。 ところが、前述の通 り、ネットワーク外 部効果が働く市場 に

おいては、自らの規格、方式を標準 とすることも市場 での優越的地位を確保する上で、きわ

めて効果的な戦略である。 しか しなが ら、標準化戦略 を選択する場合で あっても、第三者 に

よる新技術の無制限の模倣を防 ぐために特許権等の知的財産権を確保 してお くことも必要 と

される。また、自 らの規格、方式の標準化に失敗 した場合の リスクを回避するためにも特許

権等の知的所有権 を獲得 しておくことは重要である。従って、こうした場合に、標準化によ

る公有化 と知的所有権による独 占化とが交錯するという問題が発生するのである。

5-5-3問 題点の所在

この問題は基本的に次の二つである。一つは、事実上の標準化による標準の知的所有権化

であ り、もう一つは、標準化 しようとする技術とそれに付着する知的所有権 との関係である。

前者は、事実上の標準化がなされる ことによって、本来公有であるはず の標準が知的所有権

として独 占されることをどのように扱うかということであ り、後者は、標準化 しようとす る

技術に第三者の権利が付着 している場合に、その権利 をどのように扱うかということである。

特に、前者につ いては、最近では事実上の標準化が増加する傾向にあ り、それに伴って標

準の知的所有権化 、言い換えれば標準の私有化が進む という状況になってきている。しか し

なが ら、事実上の標準化というプロセスを経たとして も、標準 というものである以上、公有

という性質は消えてなくなるもので はなく、依然として存在 していることに留意すべきで あ

る。

また、標準化を進める場合であっても、技術開発が活発に行われ、技術革新が継続的に行

われることが重要である。知的所有権による権利化は技術革新 に対するインセンティブとし

て大きな役割 を果 たしている。さらに、自らの技術を標準化 しようとす る企業にとっても、
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その技術に対 して知的所有権 を有 しているということは、技術的優位を保ち、その後の技術

開発 にとって有利であるというメリッ トがあるといえる。このように標準化を進める上で も、

知的所有権 は重要な役割を果たすことにも留意すべきである。

そ こで、次に情 報通信分野において、上述の問題を どのように考えて いくことが望 ましい

かを検討す る。

5-5-4情 報通信分野における知的所有権と標準化の関係

これまで情報通信分野においては、公的な標準化を中心に数多 くの標準化が実施されて き

た。そこで、ここでは基本的に標準化を、政府の標準化政策が関与する公的な標準化に絞 っ

て考えていくことにする。

5-5-4-1情 報通信分野における標準化の意義

はじめに情報通信分野における標準化の意義についてまとめておく。情報通信は相互につ

ながってはじめてその機能を果たす ものである。従って、情報通信分野 における標準化の意

義 あるいは必要性は、簡潔にいえば通信を円滑にかつ効率よくつなぐことにある。

その意義は、具体的には次の通 りにまとめられる。すなわち、第一には通信に不可欠の前

提 としての互換性 を担保することで ある。一般の標準化では品質改善や能率の向上等が目的

となるが、情報通信の場合は通信そのものの不可欠の前提 としての互換性が問題となる。ネ

ッ トワーク相互、ネットワークと端末、端末相互の間で相互通信性を確保することによって、

ユーザー利便の確保、国際的規模 まで含めての情報通 信システムの円滑な構築、通信コス ト

の低減を図るので ある。第二には、標準化が情報通信 の高度化の先導的役割を果たす ことで

ある。 これは先導的標準化と呼ばれ るものである。 この先導的標準化においては、標準の実

施 を通 して技術移転による高度化先導の輪を大き く広 げることになるのである。第三には、

標準化によって新 たな通信手段の普及の前提条件、言 い換えればマーケ ット拡大の前提をな

し、競争を促進することになるのである(注ix)。

以上のような標準化の重要性 を支持する意見に対 して、標準化 による弊害もあるとの指摘

もされている。具体的には、標準化 によって技術が固定されてしまうという指摘である。特

に情報通信分野のように技術革新のスピー ドが速い分野においては、いったんある技術が標

準 と決まったとしても、その後か ら次々と開発 される新技術と比較する と常に遅れていく可

能性が高いという指摘がされている。
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また・標準化をしなくても市場での優劣等の要因によって事実上の標準化がなされてい く

という指摘もされている。しかしながら、このような標準化の弊害の指摘に対しては、次 の

よ うな反論ができる。まず、技術の固定化 という指摘 については、標準化団体が最新の技術

動向に目を配 り、標準を改訂 したり、あるいは新 しい標準 を策定することによってかな りの

部分回避することができる。

次に、標準化を行うこと自体が不要ではないかという指摘については、事実上の標準化 に

至 るまでには長い時間が必要であった り、あるいは多数の企業を巻き込 んだ激 しい競争が繰

り広げられ、その結果として事実上の標準化がなされたとしても社会全体で見た場合には、

莫大な費用がかか ったということにな りかねない。特 に情報通信分野の場合には、大企業 に

よる大規模な技術開発そして情報通信網の構築が中心 となるため、そ こに投入される人的資

源及び費用は莫大 なものになることが多い。事実上の標準化がなされた場合には、極論すれ

ば標準以外の方式のために費やされた人的資源及び費用が浪費されてしまったともいえる。

この点についても、標準化団体が目的にかなった標準化を効率的に行い関係各企業等がそれ

に協力する場合には、社会全体の費用のロスもかな りの部分回避できる。

以上のことか ら、情報通信分野においては標準化、特に公的な標準化が企業戦略としても、

社会全体の厚生を高めるという面か らも望ましい。また、自発的な標準化についても公的な

標準化とほぼ同じである。従って、情報通信分野にお いては、標準化が重要ではあるが、中

で も公的な標準化もしくは自発的な標準化が望ましいといえる。

5-5-4-2情 報通信分野における知的所有権 と標準化の問題

前述の通 り、情 報通信分野においては、公的な標準化 もしくは自発的な標準化が情報通 信

の効率的な運用に必要なものであり、また、それを実施することで社会 全体にもたらされる

メリットも大きい といえる。そ して、 この場合、上述 した問題点のうち標準化技術に付着 し

た知的所有権の取 り扱いをどうするかということがクローズアップされて くる。 これにつ い

ては、理想的には標準化された技術は誰もが無償でかっ自由に使用できることが望ましい。

しか しなが ら、一方では技術開発 を行 う企業にとっては、自ら開発 した技術についてはその

開発に費やした投資を回収するためにも、その技術について特許権等の知的所有権を獲得 し、

一定期間独 占権を得ることが望ましいともいえる
。そ して、この場合には、権利者 自ら独 占

的 に実施することができるだけではな く、他社にライセンスを与える場合に、誰 にライセン

スを与えるか、あるいはロイヤルテ ィはいくらにするのかを自由に決めることができること
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に な る。

この標準化技術 に付着する知的所有権の扱いという問題は大きく三つ に分けられる。第一一

の問題は、標準化技術に標準化時点 において存在 している特許権に対 してどのような処理 を

するのかである。 この場合、一つの標準に対 して一つの特許権が存在す るだけであるな らば

大 して問題 とする こともないかもしれない。 しか しなが ら、通常は一つの標準に対 して多数

の特許権が存在す るケースが大多数 を占め、問題の処理がかな り難しい ものになる。なぜな

らば、標準化を実施するために多数 の権利者と交渉 して、その全員を納得させなければな ら

ないからである。

第二の問題は、標準化技術に標準化の後に特許権が発生した場合にどのような処理をす る

のかである。 これ は標準化において先導的標準化の役割が重要視される場合に、特に大きな

問題 となる。この問題については、標準化の時点 において特許出願がな されているかどうか

さえも分からないため、事前に対応することが非常に難 しい。すなわち、標準化作業が活発

な技術開発競争の中に取 り込まれ、先導的役割が重要視されればされるほど、いまだ特許 出

願 中で公開もされていない技術の標準化が問題とな りうる。すでに成立 した特許、あるいは

公開後の出願であれば、手分けして調べればだいたいの ことは分かるが、公開前のもので も

標準作成後、各メーカーが実施を始 めた段階で特許権 が付与されると、標準の実施が特許侵

害に当たるといった重大な事態が発生するのである(注13)。

5-5-4-3知 的所有権 と標準化の問題 に対する現実の対応

現実的には、標準化団体等によって公的な標準化が なされる際には、上述の問題 に対して

どのような対応が とられているので あろうか。各々の標準化団体は、標準化を行 うに当たっ

て、特許権等の知的所有権の取 り扱 いを内部的に定めた、いわゆるパテ ン ト・ポ リシーを策

定 している。ある技術を標準化 しよ うとする場合には、その案がほぼで きあがった時点でそ

の技術に関連する分野の特許調査を行い、すでに権利化された特許権、公開された特許出願、

そ して公開される以前の特許出願についての把握を行 う。そ して、標準化団体は、この調査

で判明した特許権者あるいは将来特許権者になりうる、いわゆる潜在的な特許権者に対して、

自らの特許権あるいは将来付与され るであろう潜在的な特許権を含む技術が標準 として使用

された場合に、その特許権あるいは潜在的な特許権 をどのように扱 うか について打診するこ

とになる。

この場合・標準 を広 く普及 しかつ 円滑に実施 してい こうとすれば、標準 を実施する者に対
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しては基本的に誰 に対 しても同一の条件でライセンスを許諾することが望まれる。しかしな

が ら、権利者側か ら、標準を実施す る者については誰 に対 しても同一の条件でライセンス を

許諾するという回答を得たとしても、標準を実施する側と権利者側とのライセ ンス交渉にお

いて、標準を実施する側の技術水準 によってかな りライセンス条件に格差があるのが現実 で

ある。つまり、実施する側の技術水準が高く、あるいは特許権 を多数有 しているような場合

には、権利者側が使用 したいと考えるような技術を有 している可能性 も高いため、クロス ・

ライセンスの交渉 に持ち込むことができる。その結果 、標準を実施する側のライセンス条 件

が有利になるのである。

5-5-5標 準化と知的所有権の理想的な関係

繰 り返 しになるが、情報通信分野においては標準化 、特に公的な標準化 もしくは自発的な

標準化が非常に重要である。そ して、前述の通 り、標準化を進める際には、標準化技術に付

着 した知的所有権 との関係をバランスよく処理してい くことが必要である。そ こで、本章 の

まとめとして、両者の理想的な関係について検討する。

公的な標準化あるいは自発的な標準化 を実施する場合に、標準化と知的所有権の関係で最

も望ましいのは、全ての知的所有権 の権利者が標準化 に理解 を示し、標準化団体の要請に応

じて、標準を実施する全ての者に対 して自らの知的所有権を無償で使用することを許諾す る

ことである。 しか しなが ら、 この状態は制度上の裏付 けが何もなく、権利者の誠意に頼る こ

ととな り甚だ不安定である。同様のことは権利者側が有償での実施権を許諾することに同意

する場合にも該当する。従 って、特 に情報通信分野のように標準化が重要な意義を有する分

野 においては、私的独占を多少制限してでも標準化を推進できる法的制度が必要とされる。

具体的には、第一に標準化の定義 、目的及び諸手続等を包括的にまとめた、いわゆる標準

化基本法のような法律を制定 し、そ の中で特許法をは じめとする各種知的財産権法との関係

を明確にし、そ こである一定の要件 を満たした標準化 を進めるために、知的所有権を部分的

に制限するととを規定することが考 えられる。また、第二に特許法で規 定されている強制実

施権の考え方を準用 して、知的財産権法の中で、ある一定の要件を満た した標準化を実施す

る場合には、権利者にある条件の下で実施権を許諾 させることを規定することが考えられる。

いずれの方法によっても、独占権 としての知的所有権を制限することになり、あまりにも

制限の度合いが強 い場合には、企業の技術革新に対す るインセンティブが損なわれる危険性

がある。これを防ぐためには、標準化の実施に対 して自らの知的所有権 を許諾する場合には、
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相応のロイヤルティが与え られることが必要である。

以上、標準化による公有化 と知的所有権による独占化の理想的な関係 について検討した。

その結論 としては、情報通信分野のように標準化の推進が重要な意義を有するような分野 に

おいては、標準化 の実施のために知的所有権が一定の制限を受けることは合理的であるとい

える。 しか しなが ら、自らが開発 した技術が標準化されるような場合で あっても、企業が技

術 開発に対するイ ンセンティブを失 うことのないように権利者側のメリットを、例えば相応

のロイヤルティ等の対価を得ることができる等の方策で確保するが必要となるのである。
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第6章 技術政策についてのケース ・スタディー東欧(ハ ンガリー ・ブルガリア)を 例として一

6。1本 章の目的

1989年 か ら1990年 にかけては、東欧諸国にとって激動の時期であった。 この時期に東欧

諸国の政治的民主化の動きは一気に加速 し、共産党政権は相次いで崩壊 し、民主勢力が政権 を

握った。一方、経済面では新政権の下で、計画経済から市場経済への転換をめざした経済改革

に乗 り出しているが、成果は十分に上がっているとはいえない。第二次世界大戦後40年 以上

も続いた計画経済を短期間で市場経済へ転換することは様々な困難を伴うことであるが、世界

経済の仲聞入 りを果たすためには早急 に経済改革の効果を上げる必要がある。しかしなが ら、

そ のためには、次の段階として世界経済の中での激しい競争に勝ち抜いていかなければならな

い。

他方では、「世界の成長セ ンター」 と呼ばれる東アジア経済においては、近年の経済発展は

欧米諸国の企業、特に家電産業やエレク トロニクス産業のような組立加工産業に属する企業に

よる海外直接投資によって加速されてきた。これ らの産業を導入することによって、東アジア

諸国の経済では雇用が増大 し輸出が増加 した。そ して、さらにその後には、貿易黒字が発生す

るに至ったのである。この方法で東アジア諸国は経済発展を促進 し、新技術を手に入れたので

ある。技術の観点から見ると、これらの国々は基礎技術を習得 したり、技術開発を実行するこ

となく、産業の発展を促進 したといえる。そして、この点が これ らの国々における経済成長の

秘訣であるのである(注i)。

東欧諸国の多 くは、市場経済に移行するにあたって自国の産業構造の転換が必要であるとし

ており、育成することが必要な産業として電機機器、電子機器等のエ レクトロニクス産業を挙

げている。その理由としては次の四点が考え られる。第一はエレクトロニクス技術の発展 が

様 々な製品技術、生産技術に及ぼすインパ クトが大きいこと、第二はエレク トロニクス技術が

比較的容易に技術導入できること、第三にはエレク トロニクス技術は大企業だけではなく中小

企業においても十分に利用可能であること、そ して第四には従来のメカニクス技術にエレク ト

ロニクス技術を取 り入れることによって比較的容易にメカ トロニクス技術化できることで あ

る・しか しなが ら、東欧諸国においてはエ レク トロニクス分野はもとより大半の分野での技術

水準は、西側諸国 と比較 して遅れている。従って、経済改革を実効あるものにしていくために

は、適切な技術政策の下で技術開発力を強化 し技術水準を向上させていくことが必要とされる。

そこで、本章では計画経済か ら市場経済への移行をめざす東欧諸国の中か らハンガリー及び

ブルガリアを取 り上げ、その移行 を円滑 に進めるために必要とされる技術政策のあり方を検討
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す る ことを 目的 とす る。また、その際 に技術分 野 として は、ハ ンガ リー、ブルガ リア両国 とも

技 術 開発力 の強化 の重点分野 と して いるエ レク トロニ クス分野 を中心 とす る(注2)。

6・2技 術開発力強化の必要性

ハンガ リー、ブルガリアにおいては、ロシアに先んじて市場経済化をめざした経済改革が進

め られているが経済の実態は悪化 している。これを克服 していくためにこれ らの国々が行わな

ければならないことは、西側市場において も通用する製品を開発、製造することができる中核

となる産業 を育成することであり、そのための技術開発力の強化である。しかし、その技術開

発力は、①計画経済 システム自体に内包されている技術革新 を阻害する要素(注3)、②コメコン

の国際分業制の下で固定化されてしまった技術水準、③西側先進諸国のココム規制による高度

技術の流出規制等の要因により、西側諸国と比較すると遅れているのが現状である。それゆえ、

ハ ンガリー、ブルガ リアにおいては、市場経済への移行を成功させるために、エ レク トロニク

ス分野を含む技術開発力を高めることに重点がおかれているのである(注4)。

第一の要因については、計画経済システムでは企業の成功指標が利潤ではなく生産量である

た め、技術革新が正確に評価されないことである。言い換えれば、企業にとって生産量のノル

マ を達成することが最も重要なことであり、このノルマ達成に対するリスクとなる可能性があ

る技術革新 による品質向上、生産工程の合理化等を行うことについて消極的になり、技術革新

が積極的になされず技術レベルの停滞を招くのである。

第二の要因については、1956年 に提唱された社会主義分業 という理念に基づき、コメコン

加盟国の当時の技術 レベルに応 じて特定分野の生産を割 り当てるという分業体制が行われた。

この分業体制の目的は、コメコン加盟国の国際競争力の増大 にあったが、結果的には加盟国の

産業水準、技術水準の固定化をもたらしたのである。

第三の要因については、エ レク トロニクス技術をはじめとする先端技術開発は西側諸国が中

心であるため、ココム規制によって西側諸国か らの技術導入が進まず、旧ソ連邦か らの技術導

入に頼 らざるを得なかったために技術水準の向上がなされなかったのである。

しかしなが ら、東西の対立関係の解消という状況の下で、計画経済から市場経済への転換が

図 られ、コメコンが解体され、またココム規制が大幅に緩和されつつある。つまり、上述の技

術開発力の向上に対する阻害要因となっていたものが解消されつつあるのである。従って、市

場経済化 をめざす経済改革を実効あるものとするためには、こうした環境が変化 し阻害要因が

解消されつつあるこの時期に、自国での自力開発、外国からの技術移転等によって技術開発力
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の向上を図っていく必要があるのであ り、その中心としてエレクトロニクス技術がとらえ られ

ているのである。

6-3技 術管理

技術管理 とは、技術の研究、開発段階か らその技術を使用する製品の生産段階に至るまでの

技術に関する管理のことをさし、切 り口によって多岐にわたるものであが、ある国における技

術 開発力強化への影響を考えると、その中でも国レベルでの研究開発管理及び技術の権利化 に

関する管理が重要である。ここでは、具体的には技術開発形態 と特許権の取得 という二つの分

野 について検討する。

まず、研究開発形態については、独 自開発、他国からの技術移転 という二つの形態に分けて

考える必要がある。ある技術分野において他国か らの技術移転が中心であるな らば、その国で

はその技術分野を短期間に向上させることをめざしているといえる。なぜならば、一般的には

他国からの技術移転の方が独 自開発よりも短期間で技術 レベルを高めることができるか らで

ある。技術移転という概念は、ミクロ的には特定の目的で使用されている技術を他の目的に転

用することから、マクロ的には国際間の技術の移転まで含む非常に範囲の広いものである。国

レベルでの技術開発力の向上の手段として技術移転を考える場合には、外国企業から国内企業

への企業間の技術移転が中心 となる。従って、本論文ではこの形態を中心 に検討する。この技

術移転の形態においては、新技術が定着するプロセスは一般的に次の通 りとされている。例え

ば、ある機械 装置に関する技術であるとすると、①操作技術の習得 ②保守技術の習得、③

修理技術の習得、④自主設計技術の習得、⑤ 自主開発の五つのプロセスである。従って、技術

移転によってある国の技術開発力が向上するためには、上記のプロセスの最終段階まで達 して、

新技術が定着することが必要となる。

技術移転 の類型については四つのタイプに分けられるという説がある(注5)。四つのタイプは

それぞれ次のように説明される。第 一のタイプは、技術 を有する企業か ら同一産業に属する他

の企業に技術を移転するというものである。第二のタイプは、技術を有する企業か ら同一産業

には属 していないが、その企業との垂直的生産工程の前方あるいは後方に位置する企業に技術

を移転するというものである。第三のタイプは、技術を有する企業から第二のタイプには該当

しないが技術的に関連のある企業に技術を移転するというものである。第四のタイプは、技術

を有する企業から技術的には関連のない産業に属する企業に対して、新 しい産業 を育成する目

的等で技術を移転するというものである。
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一般的に発展途上国の技術開発力を向上させるためには
、先進諸国では利用 されなくなった

技術を移転 し、それまでその国にはなかったような産業を興 していくことに重点がおかれる。

つ まり、第 四のタイプの技術移転が中心となる。しかしなが ら、ハンガリー、ブルガ リアにつ

いては、エ レク トロニクス技術関連の産業をはじめとして、これまで存在 していなかった訳で

はなく、技術水準が低かっただけである。従って、第四のタイプではなく、第一のタイプの技

術移転が中心に行われることが望 ましい。更に、第一のタイプに伴って、第二あるいは第三の

タイプの技術移転 も誘発されるような形態が望ましいといえる。なぜならば、特に組立加工産

業に属するような産業の場合、技術が定着 し技術開発力が向上していくためには、中心 となる

企業への製品開発技術あるいは生産技術の移転だけではなく、生産に必要な部品加工技術の移

転 も重要であるか らである。言い換えれば、部品加工技術を移転することによって様々な部品

を製造する ことが可能とな り、それを基礎として新たな製品の開発も可能となるのである。そ

して、この レベルに達 した場合に、ノウハ ウの現地化が行われたといえるのである。

次に技術の権利化について考えることにする。技術開発活動の成果は、実際の製品開発ある

いは生産工程の改良等 に使用される。このような成果のうち新規かつ独自性の高いものは特許

権 をはOめ とする工業所有権 として 自ら権利化 しておくことが重要となる。この成果の権利化

の効果としては、①権利化された場合には権利者に独占的な権利が与えられるため技術開発 を

進めるインセンティブが働き技術開発の競争状態がより促進 されること、②権利化された場合

には第三者の模倣行為、侵害行為からその技術を保護 し、模倣商品、侵害商品を排除すること

という二つがある。これらの効果のある特許権の取得については、基本的に① ある国への出願

件数 ②ある国からの出願件数という二つの指標 を使用 して検討 していくことにする。この二

つの指標のうち国の技術開発力と直接的に関係するのは後者である。なぜならば、後者はその

国の技術開発の成果のうち一定 の水準に達 したものを量的に表すものである と考え られるか

らである。これに対 して、前者か らもその国の技術開発力のレベルを分析することはできるが、

あまり直接的ではないといえる。む しろ、前者か ら導き出されることは、その国で行われた技

術開発活動の規模及び出願主体の内国人、外国人の構成比か ら導き出されるその国の技術開発

の実態である。つまり、一般的には、内国人出願の割合が高ければその国独自の技術開発が活

発に行われる状態にあり、逆に外国人出願の割合が高ければ外国からの技術移転が技術開発の

中心であるといえるのである。
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6・4移 行期のおけるハ ンガリー、ブルガリアの技術管理の実態

6・4・1技 術開発形態

6-4-1-1ハ ンガリー

ハ ンガ リーでは、1985年12月 の国会で採択 された 「1986～1990年 のハンガリー国民経済

第7次5力 年計画」において、コメコンの科学技術進歩総合プログラムを受け、技術革新によ

る経済発展の重要性が述べ られてお り、共産党政権時代か らコメコン域内の協力だけではな く、

西側諸国か らの技術移転の必要性を打ち出していた(注6)。この政策は、共産党政権崩壊後 も引

き続き積極的に推進されてお り、西側企業との合弁企業の設立、西側企業か らの技術導入、出

資の受入れが積極的に行われてお り、合弁企業の設立件数は1990年 末現在で約5,000社 にの

ぼっている。その多くはサービス業であるが、エレクトロニクス技術に関する分野のものも増

えてきている。代表的なものとしては、表6・1に 示 した通 り、アメリカのコンピュータメーカ

ーであるIBM社 が出資し、コンピュータに関する技術供与を行ったMTコ ンピュータ社、同

じくアメリカのコンピュータメーカーであるHP社 が子会社として設立 したHPマ グヤロルツ

アグ社の例がある。

表6・1ハ ンガリーにおける西側企業の進出例(エ レク トロニクス産業関連)

西側企業名 ハンガリー側企業名 内容

ス ズキ(日 ・自動車) オー トコンサ ーン 合弁(マ ジャールスズキ ・自動車)

ブル(仏 ・コ ンピュータ) ビデオ トン(電 機) 合弁(コ ンピュータ ・情報 システム)

SEL(独 ・電機) ビデオ トン(電 機) 合弁(電 子交換機)

GM(米 ・自動車)・GM

オ ペル ・ハ ンガ リー

ラーバ(自 動車)・ ハ ンガ リー 開発公

社

合弁(自 動車)

ユー シ ン(日 ・電子 部品) ガンツ(電 子部品) 技術供与

GE(米 ・電機) タングスラム(照 明機器) 出資(75%)技 術供与

エ レク トロラ ックス(ス エ

ーデ ン ・電機)

レヘル(冷 蔵庫) 出資(100%)技 術供与

フィ リップス(蘭 ・電機) フィリップス ・ビデオ ・ハ ンガ リー 子会社設立

ヘル シ ンキ ・テ レフ ォ ン

(フ ィンラン ド ・通信)

コン トラックス ・テ レコム(通 信) 技術供与

1'(米 ・コ ン ピ ュ ー タ) MTコ ンピュータ(コ ンピュータ) 出資(過 半数)技 術供与

フォー ド(米 ・自動車) フ堵一 ド ・アルバ(自 動車) 子会社設立

HP(米 ・コンピュー タ) HPマ グヤロルツアグ(コ ンピュー

タ)

子会社設立

(出所)未 来予測研究所rソ 連 ・東欧 ・中国市場動向年報1990年 版』及び

日本経済新聞、日経産業新聞、日刊工業新聞、電波新聞の記事より作成
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6・4・1・2ブルガリア

ブルガ リアにおいては、1988年12月 の国会で採択 された1989年 の社会 ・経済発展計画の

中の重要課題の一つとして 「技術革新のスピー ドを速め、エレク トロニクス、バイオテクノロ

ジー、化学工業の発展を優先させる」ことが挙げ られている(注わ。ブルガリアは、従来か ら旧

ソ ビエ ト連邦との経済的なつなが りが密接であるため、旧ソビエ ト連邦企業との合弁会社が多

い ことが特徴である。しかし、1991年 頃から西側企業 との合弁会社の設立、西側企業か らの

技術導入等が徐々にではあるが行われるようになってきてお り、合弁企業は1991年3月 末現

在で410社 が設立されている。エ レク トロニクス技術に関連する技術移転あるいは合弁会社

の設立はまだまだ少ないが、代表的な例 としては、表6・2に 示 した通 り韓国の金星社がブルガ

リアのエレク トロニカ公団との合弁で設立を計画しているテレビ製造会社が挙げられる。

表6-2ブ ルガリアにおける西側企業の進出例(エ レクトロニクス産業関連)

西側企業名 ブルガリア側企業名 内容

ハ ネウェル(米 ・電機) 合弁(シ ステマティクス ・自動制御機器)

ソー メル(仏 ・椿報 システム) 合弁(ESE・ 情報システム)

ローバー(英 ・自動車) テレム(エ ンジニアリング) 合弁(自 動車)

金星(韓 ・電機) エレク トロニカ公団 合弁(テ レビ)計 画中

フ ァナック(日 ・工作機械) ブルガリア機械輪出公社 合弁(フ ァナック ・マシネックスNC工

作機械保守)

(出所)未 来予測研究所 『ソ連 ・東欧 ・中国市場動向年報1990年 版』及び

日本経済新聞、 日経産業新聞、 日刊工業新聞、電波新聞の記事より作成

6・4-2技 術 の権利化

6-4。2・1ハ ンガ リー

特許 に関す るデータか らハ ンガ リー におけ るエ レク トロニ クス技術 を中心 と した技術 開発

力の現状 を分析す ると次の ことが明 らか にな る。

第一 にハ ンガ リー に対する出願件数 につ いて分析す る と、これ は前述 した通 りハ ンガ リーで

行 われた技術開発活動の規模 を表 す ものであるが、表6・3か ら分か る通 り1980年 代 を通 して

劇 的な増加はな いが、順調 に増 加 している といえる。 しか し、1988年 の6,889件 という出願

件 数は東欧諸国の中だ けで見 て も中位 の水準 で しかな い。例 えば、ハ ンガ リーよ りも技術開発

力 があ り工業化が進んでいるポー ラン ドの10,783件 よ りもかな り少ない ものとな って いる。
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表6-3ハ ンガリーに対する特許出願件数

年 合計件数 内国人出願件数 外国人出願件数
1980 3,172 1,601 1,571

1981 3,652 2,124 1,528

1982 3,903 2,344 1,559

1983 4,290 2,780 1,530

1984 4,475 2,869 1,606

1985 5,224 2,905 2,319

1986 5,560
..

2,712

1987 6,311 3,231 3,080

1988 6,889 3,266 3,623

(出 所)"lndustrial.PropertyStatistics1989"World

Inte皿ectualPropertyOrganization

第二 にハ ンガ リーに対す る出願件数 の内国人、外国人別構成 比 については、表6・3か ら分 か

る通 り1988年 の総 件数 のうち内国人 出願が3,266件 、外国人 出願 が3,623件 とほぼ半々であ

り、 この傾 向は1980年 代 を通 じて続 いて いる。従 って 、この ことか らハ ンガ リーにおいては、

独 自開発 と外 国か らの技術移転 とい う技術 開発形態が ほぼ半々である といえるのである。これ

に対 して、東欧諸国 の中で は工業化 が進 んで いるポー ラ ン ド等 にお いては、内国 人出願 の割 合

が 高 く約80%と なって いる。

表6-4ハ ンガ リーか らの特許 出願件数(1988年)

合計件数 ..,

対自国出願件数 2,661

対外国出願件数 3,228

(出 所)"lndustrialPropertyStatistics1989"World

IntellectualPropertyOrganization

第三にハ ンガ リーか らの出願件数について分析する。前述 した通 り、これはハンガリーにお

ける技術開発の成果の量的な水準 を表すものであるが、1988年 の...件 という件数は東欧

諸国の中の中位の水準である。 また、この件数 を対自国出願 、対外国出願別 に分けると、表

6・4に示した通 り2,661件 対3,228件 となる。外国出願 を行 うことは、その技術が自国だけで

はなく外国においても通用することを意味するため、特に出願対象国が西側先進国等技術水準

の高い国が多い場合には、技術開発力も高いといえる。表6-5に 示した通 り、ハ ンガリーにつ

いて見ると東欧諸国に対するよりもむしろ日本、アメリカ及びイギ リス、旧西 ドイツ等のEC

諸国に対する出願の方が多いため、ある程度水準の高い技術開発がなされているといえるので

ある(注8)。
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表6。5ハ ンガ リーか らの外国出願件数国別内訳(1988年)

国名 日本 アメリカ イギ リス 旧西 ドイツ フランス 旧ソ連

出願件数 132 238 199 235 176 131

国名 旧東 ドイツ チェコスロバキア ポー ラン ド ユーゴスラビア ブルガリア

出願件数 62 72 55 33 41

(出所 〉"lndustrialPropertyStatistics1989"WorldInte皿ectualPropertyOrganization

最後 にハ ンガ リーか らの出願 件数 に関する産業 分野別の出 願 シェアにつ いて分析す る こ と

にす る。産業分野別 の特許出願 につ いて は、表6-6に 示 した通 り、機械工業 の20.9%及 び化学

工業の17.3%に 偏 って いる。エ レク トロニクス技術 に関す る分野で は電機工業 の9.9%、 計測 ・

ロボッ ト工学 の6.5%、 事務用機械 ・情報処理 の3 .5%と それぞれ 占める割合 は低 い。 また 、

ハ ンガ リーか ら二国以上の国に 出願 された件 数 に関する産 業 分野別の シェア は、機械工業 が

22.1%、 化 学工業が25.8%と シェア を伸ば してい るのに対 して、電機工業は7 ,3%、 計測 ・ロ

ポ ッ ト工学 は4.8%、 事務用機械 ・情報処理 は2.1%と そ れぞ れ シェアを落 と して いる(注9)。

表6・6ハ ンガ リーにおける産業分野別出願件数シェア(%)

機械 化学 医療技術

出願件数シェア 20.9 17.3 10.9

2ヶ 国以上への出願件数シェア 22.1 25.8 21.1

電機 計測/ロ ポット 自動車製造

出願件数シェア 9.9 6.5 5.3

2ケ 国以上への出願件数シェア 7.3 4.8 7.3

事務機/情 報処理 生物/遺 伝子 その他

出願件数シェア 3.5 2.2 20.2

2ヶ 国以上への出願件数シェア 2.1 5.8 3.?

(出 所)KonradF."ACIuetotheTechnologicalPotentialofComeconCountries,"jyb-digestJune1990

Vo1.131990,IFOInstituteforEconomicResearchMunich

6・4・2・2ブルガ リア

ハンガリーの場合と同様に、特許 に関するデータからブルガ リアにおける技術開発力の現状

を分析すると次のことが明らかになる。

第一にブルガリアに対する出願件数は、表6・7に 示 した通 り、1988年 には5,701件 であ り

ハ ンガリー と同様 に東欧諸国の中でも中位の水準である。 しかし、1980年 代後半については

出願件数はほぼ横這いであり、1986年 を頂点にわずかに減少傾向にある。このことは、ブル

ガ リアにおける技術開発活動の規模にはあまり変化がないことを示している。
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第二 にブルガ リア に対 する出願 件数の内国人、外 国人別 構成比 につ いて分 析する と、表6・7

か ら分かる通 り、総出願件数5701件 の うち内国人 出願 はわず かに30件 に とどまって いる。

一 般 的には技術 開発 力の高 くな い途上 国 にお いて は外国 人 出願 の割合 が高 い傾 向が見 られ る
。

す なわち、このよ うな国で は、独 自の技術 開発 はあま り行われ ず、外 国企業 の下請 的な地位 に

あ るとい う場合 が多 く、そ して、外国企業が 自 らの技術 を保護す るために途 上国 において多数

の特許 出願 を行 うために、 こう した傾 向が現 れるのである。ち なみに1984年 のデー タで ある

が 、内国人 出願 の割合 は、イ ン ドネ シア4.4%、 メキ シコ16.0%、 イ ン ド30.4%、 ブラジル30.7%

となって いる(注10)。

表6・7ブ ルガリアに対する特許出願件数

年 合計件数 内国入出願件数 外国人出願件数
1

4,101(3,648) 3,297_(3,296) 804(352)
1981 4,544(4,179) 3,6?3(3,669) 871(510)
1982 4,345(4,005) 3,628(3,628) 717(377)

1983 4,539(4,199) 3,811(3,809) 72$(390)
.;.

458.1__(4,277) _3,843.(3,842) 738(435)
1985 5,480(4,434) 4,014(4,412) 1,466.(422)
1986 6,014(4,656) 4,189(4,188) 1,825 .(468)
1987 5,_9__53_(4,252) 3ニ872 _(3,869) 2,081(387)

1988 5,70.1__(3,567) 30(24) 5,672.(3,543)

(注)()内 の 数字 は発 明 者 証 の件 数 で あ る。

(出所)"lndustrialPropertyStatistics1989"WorldIntellectualProperty

Organization

第三 にブル ガ リアか らの特許 出願件数 につ いては、表6・8に 示 した通 り、1988年 には3,583

件 となって いる。これ は、前述 した通 りブル ガ リアにお ける技術 開発 の成果の量的な水準 を表

す もので あるが 、これ はあま り高 くはな いといえる。この件数 の うち、対 自国出願 は3,227件 、

対 外国出願 は356件 とな ってお り、対外 国 出願の割合 はハ ンガ リー等 と比較 して も低 い。 ま

た 、対外国出願 の国別 内訳 につ いて も、表6・9か ら分か る通 り、日本、アメ リカ 、イギ リス、

旧西 ドイツ等の西側先進諸国への出願は10～30件 程度 と低 く、この ことか ら高 い水準 の技術

開発の割合 も低 いので はないか といえるので ある(注U)。

表6・8ブ ルガリアからの特許出願件数(1988年)

合計件数 3,538

対自国出願 3,227

対外国出願 356

(出 所)"lndustrialPropertyStatistics1989"World

IntellectualPropertyOrganization
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表6・9ブ ルガリアか らの外国出願件数国別内訳(1988年)

国名

出願件数

日本

16

アメリカ

30

イギ リス

19

旧西 ドイツ

29

フランス

21

旧ソ連

33

国名

出願件数

旧東 ドイツ

25

チェコスロバキア

27

ポー ラン ド

8

ユーゴスラビア

5

ハ ンガ リー

45

(出 所)"IndustrialPropertyStatistics1989"WorldIntellectualPropertyOrganization

最後にブルガ リアからの出願件数に関する産業分野別の出願 シェアについて分析すること

にする。表6・10に 示 した通 り、ブルガ リアにおいてもハンガリーと同様に産業分野別の特許

出願については機械工業が21,3%及 び化学工業が16.8%と なっており大きいシェアを占めて

いる。エレク トロニクス技術に関する分野では電機工業の9.9%、 電子工業の1.1%と それぞ

れ 占める割合は低い。また、ブルガ リアか ら二国以上の国に出願 された件数に関する産業分野

別のシェアについては、電機工業、電子工業はそれぞれ24.6%、8.7%と シェアを大幅に増加

させている(注12)。

表6-10ブ ルガ リアにおける産業分野別出願件数シェア(%)

機械 化学 電機

出願件数シェア 21.3 16.8 13.9

2ヶ 国以上への出願件数シェア 21.7 13.0 24.6

医療技術 電子 その他

出願件数シェア 6.9 1.1 40.0

2ヶ 国以上への出願件数シェア 20.3 8.7 11.7

(出 所)KonradF.,"ACIuetotheTechnologicalPotentialofComeconCountries,"1fb・

digestJune1990Vo1.1319901FOInstituteforEconomicResearchMunich

6・5技 術政策についての今後の課題

最後にこれまで述べてきたことから、本章のまとめとしてハンガリー、ブルガ リア両国のエ

レクトロニクス技術を中心 とする技術開発力が向上していくために望ましい技術管理のあ り

方 を法制度及び技術の権利化を中心に検討することにする。

6・5・1特 許制度

特許制度は、技術開発力の向上を図っていくために重要な制度である。簡潔にいえば、特許

制度 とは技術開発 という枠組みの中で期間と範囲を限定して独 占権を付与し、それによって技

術開発を活発化 させるためのものである。従 って、この制度がその理念通 りに運用されれば、
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すなわち技術開発競争の勝者、つまり特許権 を獲得した者に利益を十分与え、二番手以下の者

の利益との差を大きくするという形で特許制度が運用される場合には、それは技術開発競争の

活発化を大 きく促進するのである。しかし、逆に技術開発競争の勝者の得る利益が大きくなく、

二番手以下の者の得る利益との差が小さければ、技術開発競争が活発になされず、技術開発が

停滞 してしまうこともあ り得るのである。このことを考慮 に入れた上で、次にハ ンガリー、ブ

ルガリア両国の特許制度に関する課題をまとめることにす る。

6・5-1・1ハ ンガリー

ハンガ リーは東欧諸国の中でも早い時期か ら西欧型の特許制度を導入した国である。(現行

法は1969年 に施行され1983年 に改正された西欧型の特許制度である。)西欧型の特許制度 と

は、技術開発競争の勝者に対 して期間と範囲を限定 して特許権 という独 占権を付与することを

基本とする制度である。従って、ハ ンガ リーについては、法制度的には現状のままで も活発な

技術開発を導くことは可能であるといえる。しかしながら、この制度において、技術開発競争

を活発化 しようとして特許権 を強 くした場合には、ハ ンガリーの企業よりも技術開発力の強い

外国企業が特許権 を数多く取得でき有利 になる。そ して、エレク トロニクス技術等の先端技術

については、特にこの傾向が強いといえる。従って、この状態か らハンガ リーの企業を保護 し、

その技術開発力を向上させるためには、法制度的には現状のままとしても、例えば日本、韓国

等が高度経済成長期に行ってきた制度の運用 あるいは裁判所 の判例によって外国企業の得 る

特許権を弱 くする方策を採ることも必要であるといえるのである。

6・5・1・2ブルガ リア

ブルガリアは西欧型ではなくソ連型の特許制度を採用 している国である。すなわち、発明者

証制度が取 り入れ られており、特許権の付与 と発明者証の付与 とを選択できるが、実態として

は発明者証がその多くを占めている。発明者証の場合には対象技術の実施権が国に帰属 し、発

明者以外の者 も一定のロイヤルティを支払うことによって、その技術を自由に使用することが

できる。この制度の下では、発明者あるいはそれが属する企業にとっては技術開発 を行うこと

に対するメリットは大きくなく、技術開発が積極的に行われなくなる。つまり、実際に技術開

発を行った企業にその技術に関する独占権が与えられないので、企業にとっては自ら率先 して

投資を行 い新 しい技術を開発するインセンティブは乏 しく、他の企業が開発 した技術を使用す

る方が有利 となるのである。その結果、技術開発を積極的に行った企業よ りも二番手以下の企
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業 の得る利益の方が大きくなる可能性があり、技術開発競争は停滞 し、技術開発力の向上もな

かなかなされないといえるのである。従って、ブルガリアにおいては、技術開発力の向上に対

して弊害となる発明者証制度を含む特許制度の抜本的な改革を行 い、特許権を得た者が十分な

利益を享受することができる制度に変えていくことが、まず第一に必要なことであるといえる

のである。

6・5・2技 術の権利化

次に、上述 したハンガリー、ブルガ リア両国の技術の権利化の実態に基づいて、それぞれの

国にとっての技術の権利化に関する望ましい方向を探っていくこととする。

6-5・2-1ハ ンガリー

ハンガリーに対する出願件数は東欧諸国の中でも中位の水準であるため、技術開発活動の規

模 も東欧諸国の中の中位であると考え られる。エレク トロニクス技術関連の技術開発活動にお

いては、特 に出願件数が多くなる傾向があるため、ハ ンガリーとしてもある程度の出願件数を

維持 し増加させていく必要があるといえる。また、エレク トロニクス技術を中心 とする技術開

発力を向上させた台湾等では、経済成長率の高い時期に特許出願件数も大きく伸びていること

か らして も、このことは必要であるといえるのである。

また、ハ ンガリーに対する出願件数のうち内国入出願の割合は約50%と なっているが、今

後は技術開発力の向上をめざして独 自開発だけではなく、外国からの技術移転が活発になると

外国人出願の割合が高まることになる。しか しながら、その状態が長期 にわた り継続するとハ

ンガリー 自体の技術開発力の向上がなされなくなるので、外国から移転 された技術を消化 し自

らのものにしていくことが必要である。

さらに、ハンガリーか らの出願件数について もその規模をいっそう拡大することが必要 とな

る。なぜな らば、前述 した通 り、ハンガリーか らの出願件数はハ ンガリーで行われた技術開発

の成果の量的な水準を表すものであるため、技術開発力の向上のためには、これが高まること

が必要になるからである。

以上のことは技術開発活動の結果としての特許出願という面から、ハ ンガリーの技術開発力

を向上させていくための方向性をまとめたものであるが、この前提として理工系の高等教育を

充実させて優秀な技術者の育成を図ることが、非常に重要となるのである(注13)。
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6・5-2・2ブ ルガリア

ブルガリアについてもハ ンガリー と同様に、ブルガリアに対する出願件数及びブルガリアか

らの出願件数 ともに東欧諸国の中の中位の水準である。従って、理工系の高等教育を充実 させ

て優秀な技術者 を'育成することにより技術開発活動を活発化させ、独 自開発あるいは外国か ら

の技術移転を通 して出願件数の規模を増大させていくことが必要である。特にブルガ リアに関

しては、内国人出願が極端に少ないため、この状態を打破することが技術開発力向上の必須の

条件 となる。ブルガリアは、共産党政権時代には旧ソビエ ト連邦との緊密な経済関係の下で、

旧ソビエ ト連邦の工業生産の下請的な存在であったことが、内国人出願の少なさにつながって

いるが、 この制約がなくなった今 日、特に独自の技術開発が必要となるのである。

産業分野別の出願シェアか ら判断する限 り、エレクトロニクス技衛はブルガリア自国に対す

るよ りも外国に出願されることの方が多いのであるが、外国出願の対象 となっている国は旧ソ

ビエ ト連邦、東欧諸国が中心である。従って、今後はよ り技術 レベルの高い西側諸国に対 して

も出願を積極的に行っていくことが必要となるのである。

6・5・3技 術移転

ハ ンガリー、ブルガリア両国にとって外国からの技術移転は、技術開発力の向上を図る手段

の大きな柱であるといえるが、そのためには外資導入制度の整備が不可欠である。ハ ンガ リー

は外資導入制度 についても東欧諸国の中では もっとも早 くか ら制度作 りに取 り組んだ国で あ

り、現在ではほぼ西側諸国並みの制度になっているため、今後 ともこの方向に沿って進んでい

くことが望ましい。一方、ブルガリアについては外資導入制度の整備が始まったのはそれほど

前ではな く、ハンガ リー等と比較すると制約が多いため、早急に制約を取 り除いていくことが

必要である。但 し、現在では両国とも100%外 資の企業の設立が認め られている。

技術移転について考える際には、外資導入制度の整備 と並んでノウハウの保護 を考慮する必

要がある。技術移転の場合、特許とノウハ ウあるいはノウハウだけの供与という形態がかな り

多 くなり、重要な位置を占めるようになってきているのであるが、途上国の中にはノウハウの

保護を認めない国も多い。この政策をとった場合には、技術供与国がその国に対 して技術移転

を行おうとするインセンティブは大きく損なわれるといえる。この事態を避け、目的とする技

術移転を効率よく進めるためにも、特許権以外のノウハウについて も権利を保護するような制

度 を整備 していく必要があるのである。

また、特に日本企業が技術移転 を行 う場合には、部品加工技術の移転が行われるか否かが重
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要 となる。 日本企業は部品加工を系列の部品加工メーカーに依存 しているケースが多いため、

部品加工技術の移転のためには、部品加工メーカーからの技術移転が必要 となる。特に直接投

資 という形態でハンガリー、ブルガリアに進出する場合には、障害となるような外資導入規制

等 を緩和 して、進出が円滑に進められる環境 を作ることが必要である。

これについては部品加工技術を含めて甲本からの技術移転が、一定の成果 を収めた例がある。

それはスズキ自動車がハ ンガリーのオー トコンサーン社 との合弁で設立したマジャール・スズ

キの例である。このケ・一スでは、加工組立を行うスズキ自動車のハンガリー進出に伴って、ス

ズキ自動車に部品を納入 しているいくつかの部品メーカー もハ ンガリーに進出している。具体

的には、クラッチを製造 している大金製作所が現地のバコーニー社 と合弁会社を設立 しマジャ

ール ・スズキにクラッチを供給している例
、あるいは電装品を製造 している三ツ葉製作所が同

『じくバ
コーニー社に技術供与を行った例等が挙げられる。そして、これ らのケースでは、将来

的 にはマジャール ・スズキだけではなく、ヨーロッパの自動車メーカーに部品を供給する計画

もあり、これが達成 された場合には、日本から移転された技術が しっか りと定着 し、技術 レベ

ル も向上 したといえるのである。

【注 】

(1)こ の よ うな技 術 移 転 の 形 態 は"leapfrogging(蛙 飛 び 型)"と 呼 ばれ る 。 東 ア ジ ア諸 国

の 家電 産 業 、エ レク トロニ ク ス産 業 にお け る詳 細 につ い て はHobday ,M.,Innovationm

EastAsia,EdwardElger,London,1995を 参 照 の こ と。 また 、 東 ア ジ ア諸 国 にお け る

工作 機 械 産 業 の 技 術 管 理 に 関 す る 歴 史 的 な 経 緯 及 び 特 徴 に つ い て はTsuji ,eti.,
"Technolog

yTransferandManagementinEastAsianMachineToolIndustry,"

DiscussionPaperinEconomicsandBusiness96-07 ,1996を 参 照 の こ と。

(2)欧 米 諸 国 との 技 術 協 力 に つ い て は 、例 え ばGomulka,S.,Growth,Innovationand

`ReforminE
asternEuropa,WheatsheafBookLtd.Brington ,1986あ る い はEj軋M.

S・andC・M且ay,Trade,lndustrialCo・operationandTechnologyTransfer・

ContinuityandChangeinanewEraofEast-WestRelations ,AveburyAshgate

Publishing,Aldershot,England ,1993に お いて 議 論 され て い る 。

(3)計 画 経 済 シス テ ム にお い て は 、企 業 の成 功 指 標 を利 潤 で は な く生 産 量 と した た め 、技 術

革新 が 正確 に 評 価 され な い こ とが あ り得 る 。つ ま り、企 業 に と って は生 産 量 の ノル マ を

達成 す る こ とが 最 も重要 な こ とで あ り、この ノル マ達 成 に対 す る リス ク とな る可 能 性 の

あ る技 術 革 新 に よ る 品質 の 向 上 あ る い は生 産 行 程 の改 良 等 を行 う こ と につ いて は 消 極

的 にな る。そ の結 果 、技 術 革 新 が 積 極 的 に な され ず に技 術 レベ ル が 停 滞 す る こ と にな る
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ので あ る 。

(4)コ メ コ ン体 制 に つ い て は 、例 え ば五 井 一 雄 ・野 尻 武 敏 編 著 『ソ連 ・東 欧 の経 済 一計 画 と

市 場 』、梅 津 和 郎 ・福 田敏 浩 編 『現 代 ソ連 ・東 欧 の政 治 と経 済 』、Winiecki,工,TheDistorted

WorldofSovietTypeEconomies,貝 出 昭 編 『コ メ コ ン諸 国 の経 済 発 展 と対 外 経 済 関 係 』

及 び 名 島修 三 編 『コ メ コ ン経 済 の成 長 循 環 』 に幅 広 く議 論 さ れ て い る 。

(5)林 倬 史 ・菰 田文 男 著 『技 術革 新 と現 代 世 界 経 済 一技 術 開 発 ・移 転 シス テ ム の国 際 比 較 一』

ミネ ル ヴ ァ書 房1993年pp.28-29,尚 、 同 書 で は 技 術 移 転 の四 つ の タイ プ につ いて そ

れぞ れ の提 唱 者 の 名 前 か ら 「狭義 の技 術 移 転 」「ハ ー シ ュマ ン型 技 術 移 転 」 「エ リ ュー ル

型技 術 移 転」 「ヌ ル クセ型 技 術 移 転 」 と呼 ん で いる 。

(6)梅 津 和 郎編 著 『経 済 改革 と企 業 経 営 一 ソ連 と東 欧 一』 文 眞 堂,p82

(7)rARCレ ポ ー トブル ガ リア共 和 国』 財 団 法 人 世 界経 済 情 報 サ ー ビス,p30

(8)ハ ン ガ リー に つ い て の特 許 出願 デ ー タ はWorldIntellectualPropertyOrganization,

IndustrialPropertyStatisticsヱ989に よ る。

(9)ハ ン ガ リー に つ い て の 産 業 分 野 別 特 許 出 願 デ ー タ はKonradF.,"ACIuetothe

TechnologicalPotentialofComeconCountries ,"施 ・digestJune1990Uo1.131990,

IFOInstituteforEconomicResearch,Munichに よ る。

(10)経 済 企 画 庁 総 合 統 計 局 編 『知 的 所 有 権 』 大 蔵 省 印 刷 局,p160

(11)ブ ル ガ リア につ いて の 特許 出 願 デ ー タ はWorldIntellectualPropertyOrganization,

IndustrialPropertyStatistics1989に よ る 。

(12)ブ ル ガ リ ア に つ い て の 産 業 分 野 別 特 許 出 願 デ ー タ はKonradF.,"ACIuetothe

TechnologicalPotentialofComeconCountries,"ifo-digestJune1990Vo113×990
,

IFOInstituteforEconomicResearch,Munichに よ る 。

(13)ハ ンガ リー で は 、以 前 よ りソ フ トウ ェ ア産 業 が発 達 して お り、優 秀 な 技術 者 が 多 くそ の

技 術 レベル は 高 い といわ れ て い る。 この こ とはエ レク トロニ クス 技 術 を中 心 とす る技 術

開発 力 の 向上 の た め に大 い に役 立 つ ので は な い か と考 え られ る。
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第7章 結論

前章までに本論文で検討の対象 として取 り上げた特許政策、技術移転政策、標準化政策及び

ベ ンチャー育成政策について分析を行ってきた。それによって、それぞれの政策が技術革新プ

ロセスにどのように影響を及ぼしているか、及びそれぞれの政策が抱えている問題点は何かと

いうことを明 らかにしてきた。そこで、本章では本論文のまとめとして、それぞれの政策に関

する分析の結論と将来への課題について展望する。それに加えて、政策相互間の関係について

も検討 していくことにする。ここでは技術移転政策と特許政策、標準化政策との関連、及び標

準化政策と特許政策との関連を中心に検討する。

7-1特 許政策

本論文においては特許制度を三段階の技術革新プロセスの全ての段階にお いて効果を及 ぼ

す ものとして位置付けた。簡潔にいえば、研究開発段階においては研究開発に対するインセン

ティブを高めるという機能を有 し、商業化段階においては模倣商品の出現を防止 し、適正な先

行者利益を保証することにより新技術の商業化を促進する機能を有している。この技術革新プ

ロセスに及ぼす特許制度の効果の基礎となるのが、特許制度の下での新技術の発明者に対する

独 占権の付与である。すなわち、特許制度は新技術に対 して独 占権を付与することによって技

術革新プロセスを促進させようとするものであるといえる。

しかしながら、普及段階においては、新技術に対して独占権を付与することが逆にマイナス

の効果を及ぼす可能性がある。技術革新に対するインセンティブをいかにして与えるかを考慮

せず、技術の普及という面だけから考えれば、新技術に独 占権 を付与するのではなく、公共財

とすることが望 ましい。しかしながら、新技術を公共財的な扱いとした場合には、研究開発活

動 を実施して新技術を生み出してもそ こから得られる超過利潤はなくなるため、技術革新 に封

す るインセンティブが失われ、普及させるべき新技術は生み出されないということになる。実

際の例としては旧ソビエ ト連邦、東欧諸国の特許制度の下での技術革新の停滞がこれに該当す

る。これ らの国の特許制度では、新技術の発明に対 しては特許権の付与と発明者証の付与の選

択制となっていたが、実際には政府の指導によって大多数が発明者証の付与を選択せ ざるを得

なかった。発明者証の場合は対象となる技術の実施権が、法律上国に帰属することになる。従

って、国側か ら見た場合には、対象技術を国内において広 く普及させるためには発明者証の方

が有利であるといえる。しかしなが ら、企業等の側から見た場合には、研究開発活動に対する

イ ンセンティブは失われることになる。なぜならば、発明者証の場合、対象技術の実施権が国
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に帰属 し、実際にそれを開発 した企業等には独占権は与えられないので、企業等としては自ら

率先して研究開発を行う必要はなく、他社が開発 した技術の実施権の許諾を受ける方が有利と

なるか らである。従って、発明者証制度、言い換えれば技術の普及という側面を重視 した制度

の下では、技術革新 に対するインセンティブは減退するため、新たな技術革新が停滞するので

ある(注1)。

上述のことから、技術の普及については、普及させるべき新技術が生み出されることが必要

条件であり、そのために特許制度においては特許権という独 占権の付与を制度化 したのである。

従 って、特許制度は技術革新の創出を第 一義的に考え、その促進のための施策として独占権の

付与があるといえるのである(注2)。しかしなが ら、その結果として特許制度は、第2章 におい

て述べた通 り、制度そのものに独占の弊害を内在させることになったのである。そして、その

弊害が技術革新プロセスの中の普及段階において顕著に現れているのであ り、その弊害を最小

限にするために、特許期間による制限及び強制実施許諾制度があるのである。

独 占の弊害を最小限にするための施策 として、特許期間による独占期間の制限及び強制実施

許諾制度があると述べたが、この二つについての現実の運用はどうなっているのであろうか。

次にこれについて検討する。特許期間については、第2章 で分析した通 り、独占による弊害を

最小にして社会的厚生を最大にするための最適な特許期間は発明毎に異なるため、理想的には

個 々に特許期間を定めることが必要になる。しか しながら、これについては制度の運用からし

ても非常に困難である。また、産業分野毎あるいは技術分野毎に特許期間を定めるという方法

も考えられるが、これについても産業分野あるいは技術分野をどのような基準で分けるのか、

あるいは個々の産業分野あるいは技術分野に最適な特許期間 を何を基準にどのように定め る

か等の問題があり、かな り困難である。従って、特許期間については、ある程度一律に定めざ

るを得ない性質のものであるといえる。

各国の特許制度の中では、日本と ドイツにおいて、小発明に関して通常の特許期間よりも短

い期間を定めた実用新案制度が存在する。この制度の基本的な考え方は発明の水準によって独

占期間に長短をつけるものである。従って、この考え方を発展させ、発明の水準に応L"て 特許

を何段階かに分け、それぞれの水準に適応 した特許期間を設定する方向に制度を変えていくこ

とが考えられる。そして、この制度の下では、発明者は自らの判断においていずれかの段階の

特許を選定 して出願することになるのである。

さらに現在の各国の特許制度における特許期間は、日本、アメリカにおいて出願 日から20

年 と定め られている等、おおよそis年 か ら20年 程度の期間が認められている。また、特許期
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問については各国とも長期間に渡って変更されていない。近年においては技術革新の速度 は著

しく速 くなっているため、技術革新プロセスが次々と発生 し、既存の技術は短期間のうちに新

技術にとって代わ られる。従って、特許期間満了時まで対象となる技術が生き残ることは極め

て稀である。すなわち、大半の技術は特許期間の半ばで陳腐化 し使用 されなくなるのである。

この状況においては、15年 から20年 程度 という特許期間は、大半の技術に対 しては長すぎる

ことになる。技術革新プロセスの周期が短 くなるにつれて、この傾向がますます強くなるため、

今後は基本となる特許期間を現状よりも短 くする方向に進むことが望ましいのである。

次に強制実施許諾制度について検討する。強制実施許諾制度 とは、第2章 で述べた通 り、権

利者が一定期間不実施である特許について、実施希望者は政府の裁定の下に権利者に一定 の適

切なロイヤルティでもって実施許諾を強制的に受けることができる制度である。しかしなが ら、

この強制実施許諾制度は、特に先進国においてはほとんど運用 されていないといわれている。

この背景としては、この制度が発明者に与え られる独占権を制限するものであるため、適用す

る範囲を極端に広 くするな らば、新技術について特許権を得た として も実質的に独占すること

ができなくな り、技術革新に対するインセンティブが減殺される恐れがあることがある。すな

わ ち、前述 した旧ソビエ ト連邦や東欧諸国の特許制度に取 り入れ られていた発明者証制度 と同

様 のことが考え られるのである。

新技術を広 く普及させることは、特許制度が果たす機能の中でも重要なものである。繰 り返

しになるが、この機能を十分に発揮 させるためには独 占の弊害を最小にする必要がある。その

ための施策の一つとして、強制実施許諾制度の適切な運用は大 きな役割を果たす といえる。

しかしなが ら、この強制実施許諾制度は過度に実施された場合、特許権の有する独 占の弊害を

最小化する以上に特許権の適正な行使を侵害する可能性 もあり、その結果、技術革新に対する

イ ンセンティブが減殺されることにもな りかねないのである。以上のことから、特許制度に内

在する独占の弊害を最小化 し、技術の普及という側面での特許制度の機能を十分に発揮するた

めには、特許権 を制限する施策が必要となるが、その実施に当たっては技術革新に対するイ ン

センティブへの影響を十分に考慮することが必要 とされるのである。

次に特許制度の国際的調和に関して必要とされる施策について検討する。基本的に特許制度

は国内制度であ り、その国の歴史的背景あるいはおかれている状況等の要因によって、国毎に

異なるものである。企業活動が国内中心である問は、国毎の相違はそれほど問題とはならなか

ったが、企業活動が国境を越えてグローバル化 してくると、企業の研究開発活動、技術移転等

において障害 となり、技術革新プロセスが円滑に進まないという状況が生 じてきた。そ して、
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このような状況に対応 して、特許制度の国際的調和に向けての調整が行われるようになった。

第2章 において、日米両国間の特許制度の相違点を明らかにすることによって、具体的に、特

許権 を与える発明についての基本的な考え方(先 発明主義 と先願主義)、 公開制度、審査制度、

特許期間に関して国際的調和の方向付けを試みたが、これ らについては、世界知的所有権機関

(WIPO)の 協議等において、それぞれ示 した方向に向かって、国際間の調整が進むことが望 ま

しい。

もう一つの国際的調和の重要な項目が、特許権で保護された技術の国際問での普及を図る施

策である。これまでの分析において繰り返 し述べてきたが、現状の特許制度は権利保護の面に

重点がおかれていて、技術の普及の面にはあまり力が入れ られてこなかった。これについては

国内的のみならず国際的にも該当する。従って、特許制度の国際的調和を進めるに当たっては、

特許の世界ベースでの公開と利用の促進のために、特許分類、審査方式等の手続面における国

際的な基準の作成、及び特許情報の国際的な管理が必要 とされるのである。この方向で調和が

図 られた場合には、国際的な基準に基づいて認められた特許であるならば、それが特許権 とし

てだけではなく、特許情報として提供され、各国において利用の対象 となるという形態をとる

ことになる。そして、各々の国における特許の利用については、その国の特許制度に基づいて

行われることになるのである。現在、WIPOに おいて交渉が続けられている特許法条約が これ

に類するものであ り、手続面での国際的な統一 をめざしている。従って、この条約の早期締結

に向けて、各国が行動することが望まれるのである。

7-2技 術移転政策

技術移転政策についての本論文における位置付けは、技術革新プロセスのうちの主に研究開

発段階及び新技術の普及段階に効果 を及ぼす政策であるというものであった。第3章 において

は、技術移転 についての経済分析を行い、技術導入国にとって技術導入を効率よく行うために

は、国内の技術伝播率の向上及び技術吸収能力の向上が必要であるという結論が得 られた。ま

た、実際の技術移転の例として工作機械産業を取 り上げ、日本 と韓国、中国との比較分析を行

った。そ こで、本章では技術移転政策のまとめとして、技術導入国における技術移転政策の課

題 を中心にまとめていくことにする。

技術は資本、労働力あるいは生産物のように他国に移動した として も、それが減少するとい

う性質のものではない。言い換えれば、技術は伝播 していくものであ り、優れた技術であれば

それが一つの国に留 まるよ りも世界各国に移転 され広まることによって、世界経済の発展によ
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り大きな貢献をすることになる。従って、技術の国際間の移転、すなわち技術貿易は商品貿易

に劣 らず重要なものであるといえる。そ こで、技術貿易が活発 に行われるための政策について

検討する。これについては、国際的 レベルでの政策が特に重要 となる。技術貿易の発展のため

の国際的レベルの政策 としては斎藤優[1979]に よると、①科学技術協力政策、②技術市 場

の育成政策、③技術貿易の基盤的条件の整備の三つが基本になるとされる(勸 。科学技術協力

政策については、世界の科学技術 レベルの向上が目的であり、具体的には国際的な技術交流シ

ステム構築等が挙げられる。技術市場の育成政策 については、技術 を扱う市場が商品市場ある

いは資本市場と比較すると十分に発達 していないことから必要とされる。技術市場 を育成する

ことによって技術移転メカニズムが効率的に働 くようになるが、そのためには国際間の科学技

術情報の交流を促進する制度及び国際間の技術移転の仲介 を目的とする団体、いわゆる技術移

転工一ジェン トの整備等が必要 とされるのである。後者については、欧米では既にいくつか存

在 してお り、アメリカのパテント ・インターナショナル ・アフィリエイ ト(PIA)、イギ リス の

インター ・ライセンス等の団体が有名である。しかしながら、日本においては、この機能を専

門とする団体はなく、また技術導入が数多 く行われている東南アジア諸国においても数少ない

ため、特にアジア地域での充実が望まれるのである。技術貿易の基盤的条件の整備については、

国際的レベル というよりもむしろ国内 レベルの政策の範疇に入るということもできるが、特許

制度あるいは標準制度の整備等が挙げられる。これ らについては後述するが、技術を供与する

側 に立って考えた場合、特に移転先の国において特許制度が整備されていないばらば、自らの

技術を保護する ことができない可能性が高いため技術移転 に対するインセンティブは弱まる

といえるのである。

次に技術導入国における技術移転政策の望ましいあ り方について検討する。技術導入国の立

場で考えると、技術移転を効率良く進めて効果を上げるためには、技術移転メカニズムの効率

化が必要となる。そのためには技術移転の基礎となる制度的枠組みの整備が必須 とされる。そ

して、この制度的枠組みについては、①外資導入制度、②特許制度、③標準制度、④教育制度

の四つが重要なものとして挙げられる。ここでは、この中から本論文においても個別 に取 り上

げた特許制度及び標準制度 について技術移転政策との関連で分析することにする。

技術移転を行 う上で特許制度が果たす役割は何であろうか。技術導入国から見た場合には、

特許制度を有 していないな らば、導入した技術を特許として保護する必要はなく、また模倣は

自由に行うことができる。これに対 して、技術供与国から見た場合には、技術導入国が特許制

度を有 していないな らば、自らの技術が権利 として保護されず、多額の研究開発投資を行って
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開発 した技術が只乗 りさせて しまうため、積極的には技術移転を行いたがらないことになる。

技術導入国の技術水準が低 く、移転する技術が技術供与国で特許期間の過ぎた古い技術の場合

は、技術導入国において特許制度の整備がなされていなくてもそれほど技術移転に支障はない

かもしれないが、技術水準が上昇してくるにつれて、よ り高度の新 しい技術の移転が求め られ

るようになると、特許制度の未整備が技術移転 に対して極めて大きな障害 となるのである。従

って、技術移転において特許制度が果たす役割の一つは、供与される技術を特許権として保護

す ることによって、技術供与国の技術移転に対するインセンティブを与え、積極的に技術移転

を進めさせることであるといえるのである。

実際に技術供与を行 う企業が技術導入国において供与する技術 に関する特許権を取得す る

目的は、次の四つであるといわれている。すなわち、①技術導入国においてその技術を使 って

生産するためと模倣生産から守るため(生 産目的)、 ②特許製品を輸入するためと模倣輸入を

防 ぐため(輸 入 目的)、 ③他社に先を越され先願されて権利を失わないため(防 御 目的)、 ④

技術供与ライセンスをするため(ラ イセンス目的)で ある(齣 。一般的に先進国においては特

許制度が整備されているので、先進国問の技術移転において特許制度の有無が問題 とされるこ

とはほとんどない。従って、技術移転において特許制度の有無が問題 となるのは、発展途上国

に対する技術移転のケースである。そ して、基本的には発展途上国についても、技術移転の促

進 という観点からは特許制度が整備され、十分機能 していることが望ましいといえるのである。

また、技術の普及 という側面から技術移転を捉えた場合には、先進国か ら発展途上国に対す

る技術移転は極めて重要である。その場合に技術 を供与する先進国側が、技術導入国において

そ の技術に関する特許権を取得 し、導入国内で自ら使用するのみで現地企業に使用させないな

らば、技術の普及が促進 されないことになる。また、先進国 と発展途上国の間では、現地企業

に対 してライセンスを許諾する場合であっても、技術水準の低い発展途上国側が不利な条件を

認 めざるを得ないことが多い。 このような先進国 と発展途上国との格差を解消するためには、

発展途上国の特許制度においては技術の普及という機能を重視 した規定を設けること、あるい

は技術の普及を促進させるような運用を行 うことが望ましい。具体的には、強制実施許諾制度

を設 け、先進国からの導入技術について、その使用を求める現地企業に対 しては合理的なロイ

ヤルティでもって実施許諾を与えさせることが考え られるのである。但 し、これによって先進

国の企業が技術移転に消極的にならないようにバ ランスを保 って運用 していくことが重要 と

なるのである。

次に技術移転における標準制度の役割について検討する。技術移転においては導入する技術
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に関する性能、品質、安全性等がどのような水準 にあるかということが重要 となる。標準制度

はこの技術の水準を保証するに当たって極めて大きな効果を有する。例えば、発展途上国が先

進国から技術移転 を行 う場合に、その技術が自国の工業標準に合致しているな らば、それが客

観的な保証とな りうる。また、導入 した技術を国内において伝播させる場合においても、それ

が工業標準に合致 しているな らば一定の水準に達 した技術であると判断されるため、伝播 を促

進する効果がある。従って、技術移転において標準制度は移転される技術の水準を客観的に保

証する機能を有 しているといえる。

発展途上国においても、大半の国で標準制度が取り入れ られている。しかしながら、例えば

先進国の工業標準をそのまま導入する等、その国の実情に合致 していないことも多い。特 に発

展途上国は高温多湿の地域にあることが多いため、そのような環境に耐え得るような工業標準

を策定する必要がある。先進国からの技術移転の一環として、設備あるいは機械が導入される

ことが多いが、その先進国では優秀な性能 を発揮 していたとして も、導入国の環境によっては

期 待通 りの性能が発揮されなかったり、耐久性に問題が生じる可能性もある。従って、特 に発

展途上国においては、その国独 自の環境に合致 した標準を策定することが必要となるのである。

また、標準はいったん策定された ら不変というものではなく、技術革新によって常 に変化 し

て いくものである。特に発展途上国においては、技術移転が促進されることによって、技術水

準 の向上が著 しい場合もあるが、それに対 して工業標準が追いついていないことが多い。従っ

て、標準制度が十分に機能するために、絶えず標準の改訂 を行 い、その時々における技術水準

等 に対 して適切な標準を維持 していく必要がある。そ して、そのためには発展途上国の標準制

度 の向上に対する国際的な協力体制の構築が必要 とされるのである。

国際的な標準 ・規格の専門機関としては、国際標準化機構(ISO) 、国際電気標準会u(IEC)、

国際電気通信連合(ITU)等 があり、多 くの発展途上国が加盟 している。また、発展途上国を中

心 とす る地域機関と しては、アジア標準化諮問委員会(ASA(》 、汎アメ リカ標準化委員会

(COPANT)等 があり、該当地域における標準化促進のための活動 を行っている。従って、これ

らの国際的な標準化機関において、発展途上国の標準制度の整備、向上のための積極的な支援

を行うことが必要である。また、今 日にお いては、技術が複雑化 し、一つの技術分野の標準で

は対応 しきれなくなった り、あるいは一一っの技術が複数の標準に含まれている場合が起こりつ

つある。従って、さらに政治的な色彩の強い国際機関、例えば、世界貿易機関(WTO)、 アジア

太平洋経済協力機構(APEC)等 の協議において、発展途上国の標準制度に対する支援について

合意され、実施に移されることが必要となるのである。
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7-3標 準化政策

第1章 において標準化政策は、主に技術革新プロセスの中の普及段階に効果を及ぼす もので

あると位置付けた。ある技術が既存 の工業標準 に合致 しているならば、それによってその技術

は性能、品質、安全性等において一定の水準にあることを保証されることになり、普及が促進

される。また、標準が存在 していない分野において複数の規格、方式が並立した新技術あるい

は新製品が出現 した場合であって も、第5章 で述べたようなプロセスを経て事実上の標準化、

自発的な標準化あるいは公的な標準化のいずれかの形で標準化が行われれば、標準 となった方

式 に一本化され、新技術、新製品の普及が促進されるのである。このようなことから、標準化

は技術の普及に関 して大きな役割を果た しているということができる。この普及段階における

標準化の重要な効果の一つとして、前節で取 り上げた技術移転における導入技術の普及効果が

挙 げられるのである。また、このほかにも標準化の効果としては、貿易に与える影響、技術開

発戦略に与える影響等が大きいとされている。

技術政策の視点からすると、三つの標準化のプロセスのうち公的な標準化に対する標準化政

策の係わ りが最 も大きい。公的な標準化は行政機関、国際機関あるいは標準化推進団体等の公

的機関が行 う標準化である。これに対 して、事実上の標準化及び自発的な標準化は、新技術あ

るいは新製品が市場に出てか らの競争によった り、あるいは市場に出る以前の関係企業等の協

議 によって標準化が行われるものであり、政策が介入する余地は小さい。従って、公的な標準

化 をどのように進めていくかが、標準化政策の大きな役割であるといえる。

第5章 で述べた通り、ある規格、方式を標準 とすることは、その規格、方式に係わる技術に

ついて公共財的な扱いをすることである。一方、技術開発を行 う側か らすると、自らの研究開

発活動の成果である技術については特許権を取得して権利化 していることが多い。従って、特

許権で保護された技術を標準と使用とする場合の対応をどのようにするかという問題が生 じ

る。これについての基本的な考え方は、標準化による技術の普及がもたらす利益 と特許権によ

る独占の利益との比較衡量である。この比較 を行うに当たって重要なことは、前者による利益

は、基本的にはその技術の開発者だけではなく、それを使用 して製品を生産する製造者、その

製品を購入する消費者に対 してももたらされる。しかしながら、後者による利益は、基本的に

はその技術の開発者が独占することになる。従って、特許制度 による独占化よりも標準化によ

る技術の公有化を優先することは合理的な場合が多いといえる。

標準化の推進 と特許権 との関係について最 も望 ましいあり方は、第5章 で述べた通 り、標準
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化 しようとする技術に関 して特許権が存在する場合には、標準化実施機関の要請に応 じて全て

の特許権者が無償あるいは合理的な範囲の有償での実施許諾を行うことである。しかしなが ら、

これについては現状では制度的な裏付けは何 もなく特許権者の誠意に頼 らざるを得ない。従っ

て、標準化政策 として、必要な標準化を実施するために、一定の範囲内で特許権による独 占の

制限を規定する制度の整備が必要となるのである。具体的な制度のあり方としては、標準化 に

関 して包括的にまとめた標準化基本法のような法律を制定 して、その中で特許法等の知的財産

権法との関係を明確化し、一定の要件を満たした標準化を実施するために特許権等の知的財産

権の行使を部分的に制限することが考えられる。また、現状の特許法において規定されている

強制実施許諾制度の準用 も考えられる。しか しながら、いずれの方法を取るにしても、特許権

等の知的所有権の制限となるため、技術革新に対するインセンティブとの兼ね合いを十分に考

慮する必要がある。例えば、標準として実施 した場合に一定のロイヤルティ収入の保証等 の特

許権者側のメリッ トを確保する制度の整備が必要 となるのである。

7-4ベ ンチャー育成政策

第4章 で述べた通 り、ベンチャー企業は、独創的な技術あるいは独 自のノウハウを確立 し、

それを基に新商晶、新サービスを市場に提供 していく企業である。従って、ベンチャー企業が

数多 く出現すれば、新技術を基にした新 しい産業が興 り得る。しか しながら、全てのベンチャ

ー企業が、自らの力だけで成長 していくわけではない。特にシーズ段階、研究開発段階におい

ては、技術はあるとしても事業になっていないために、研究開発資金のみならず企業の運転資

金 も不足する状況にあるベンチャー企業 も多い。また、事業化段階においても、その事業が軌

道 に乗るまでは、販売投資等の資金が大きな負担 となることが多い。従って、ベンチャー企業

が順調に育っていくためには、各段階に応じて必要な資金を調達できることが必要となる。そ

こで、ベンチャー ・キャピタル等 によるベンチャー企業への投資、特にシーズ段階、研究開発

段階にあるベンチャー企業への投資が必要とされる。しかしなが ら、日本においては大半のベ

ンチャー ・キャピタルが金融機関の関連会社であるため、リスクを回避する傾向にあ り、発展

段階に至ったベンチャー企業への投資が中心である。言い換えれば、シーズ段階、研究開発段

階 というリスクの高いベンチャー企業へは民間資金が供給されにくいので公 的資金の供給が

必要とされるのである。従って、国あるいは地方自治体によるベンチャー企業への支援制度の

充実が必要とされるのである。

また、ベンチャー企業を数多く育成し新 しい産業を興すような状況を作 り出していくために
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は、ベンチャー企業に対する資金面を中心とした支援制度の充実 とともに、技術シーズか ら数

多 くの芽を出させ、それとベンチャー企業 とを効率的に結びつけることが必要 となる。一般的

にいって、技術シーズは大学等の研究機関における基礎研究から生まれることが多い。しか し

ながら、日本の大学には産学協同に対するアレルギーが依然として残っているため、大学での

基礎研究から生まれた技術シーズが事業化されることは少ない。従って、現状では大学での基

礎研究か ら生まれた新技術も、企業との連携が少なく事業化になかなかつながらず、経済発展

に対する貢献は少ないもので しかないのである。

米国においては、私立大学を中心に大学での基礎研究か ら生まれた新技術を積極的に売 り込

もうとして、研究者や技術 と起業家を結びつける技術移転センターを有 しているところが多い。

また、州立大学においても州経済の活性化 という観点か ら大学自体が学内にインキュベー ト機

能 を有するサイエ ンス ・パークを設置 し、大学での基礎研究の成果 を事業化するためにベンチ

ャー企業を積極的に育成 しているところが多い。

従って、日本においても、生み出される技術シーズの事業化を促進するためには、大学等の

研究機関が積極的にベンチャー企業と連携を取っていくことが必要 とされる。現在、多 くの国

立大学には共同研究センターが設置されてお り、民間企業との共同研究、民間企業か らの受託

研究あるいは研究者の受け入れ等が実施 されているが、この共同研究センターの機能をさらに

充実させていくことが望 まれる。例えば、共同研究センターを中心として学内にインキュベー

ト機能を有するサイエ ンス ・パークへと発展させること等が考えられる。その場合には、教育

公務員特例法等の規制を緩和 していくことが必要となるのである。また、地域経済の活性化 と

い う観点か らは、公立大学の機能の充実が求められる。現在、各地方においてサイエンス ・パ

ー クが多数設置されてお り、今後も増加する見通 しである。しかしなが ら、大学が中心となっ

て いるケースはほとんどない。従って、地域経済の活性化の観点か らは、このようなサイエン

ス ・パークにおける公立大学の果たす役割を拡大していくための地方 自治体の施策が必要とさ

れるのである。

【注 】

(1)旧 ソ ビ エ ト 連 邦 、 東 欧 諸 国 の 特 許 制 度 の 下 で の 技 術 革 新 に 関 す る 問 題 点 に つ い て は 、

Ishikawa,M.,"TechnologyManagementinEasternEuropeinanEraofTransition:TheCaseof

HungaryandBulgaria,"DisuccusionPaperInEconomicsAndBusiness96-06
,Facultyof
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EconomicsandOSII'P,OsakaUniversity,1996及 び石川誠,「 科学技術政策 の展開」,中津孝

司編著 『ブルガ リア ・トル コ現代史』,杉 山書店,1993,pp.76-90を 参照 。

(2)本 論文で は取 り上 げなか ったが 、技術革新 に対す るイ ンセ ンテ ィ ブを与 える施策 として

は独 占権の付与の他 に、例え ば 研 究開発 活動 に対 す る助成 、援 助制度等 の施策が考 え

られ る。具体 的 には、研 究開発活動に対 す る補 助金の交付、研究 開発投資 に対す る税 の

減免制度等 である。 これ らにつ いては、神隆行,『 技 術革 新 と特許 の経済理論』,多 賀 出

版,.・.等 を参 照。

(3)斎 藤優,『 技術移転論 』,文 眞堂,1979,pp.281-284

(4)斎 藤優,『 技術移転論 』,文 眞堂,1979,p534
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あとがき

今 日の技術革新のス ピー ドにはめざましいものがある。例えば、パソコン用のCPU等 のエ

レク トロニクス製晶は、間断なく技術開発が進め られ、新製品が登場するたびに性能が飛躍的

に向上し、わずか半年前と比較 して2～3倍 になることもある。エレク トロニクス関連技術を

中心として、世界中の大企業が、多額の研究開発投資 を行 い、激しい技術開発競争を繰り広げ

ている。こうした時代においては、技術革新プロセスを促進 させることと共に、研究開発 を適

正な水準 に導 くことが極めて重要 となる。そ して、そのためには、適切な技術政策が講 じられ

ることが必要であり、技術政策の重要度は増 してきている。

本論文は、こうしたことを背景として、技術革新プロセスに直接的に関わる技術政策につい

て分析を行い、現状の課題 と今後の進むべき方向をまとめたものである。まだまだ稚拙な分析

であるがために、十分な成果が得 られていない面 も多々あるかと思 うが、これまでの研究 の一

つの区切 りとしたい。

平成6年4月 に発足 した大阪大学大学院国際公共政策研究科に、一期生として入学 してか ら、

早 くも3年 が経過しようとしている。職業を持ちなが らの研究であ り、時問に追われ、瞬 く問

に月日が過ぎていったように感 じられるが、それだけにまた、充実 した日々であったともいえ

る。会社 に入社以来、知的財産関連の業務 に携わったことか ら、特許制度に関心を持ち、それ

が きっかけとなって技術革新 について研究するようになった。また、職業を持つ身でありなが

らも、名古屋市立大学大学院、大阪大学大学院で多 くの優れた先生方からご指導を受け、研究

を続けることができたことは非常に幸運であった。そ して、ここに、これまでの研究成果を基

に、博士学位論文をまとめることができた ことは、望外の幸せである。さらに、今後 ともこの

分野で、よ り深 く研究を続けていきたいと考えている。

最後になりましたが、本論文を作成するに当たって、多大なご指導を賜 りました大阪大学大

学院国際公共政策研究科辻正次教授に、心よ り感謝申し上げます。
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